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経済企業委員会会議録 

 

平成２５年３月１４日 木曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ５時５３分閉議（実時間３７８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第９号（関係分） 

１．議案第５６号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第１０号（関係分） 

１．議案第５号・平成２５年度八代市一般会計

予算（関係分） 

１．議案第１５号・平成２５年度八代市久連子

財産区特別会計予算 

１．議案第１６号・平成２５年度八代市椎原財

産区特別会計予算 

１．議案第５７号・平成２４年度八代市病院事

業会計補正予算・第１号 

１．議案第１８号・平成２５年度八代市病院事

業会計予算 

１．議案第１０号・平成２５年度八代市簡易水

道事業特別会計予算 

１．議案第１７号・平成２５年度八代市水道事

業会計予算 

１．議案第３６号・八代市水道事業給水条例の

一部改正について 

１．議案第３７号・八代市簡易水道事業給水条

例の一部改正について 

１．議案第５４号・八代市がらっぱ広場条例の

一部改正について 

１．議案第５５号・八代市まちづくり交流基金

条例の制定について 

１．所管事務調査 

 ・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

（新規航路について） 

 ・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  百 田   隆 君 

副委員長  前 川 祥 子 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  田 中   茂 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

       笹 本 サエ子 君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 商工観光部長     山 本 道 弘 君 
 
  商工観光部総括 
            岡 村 英 治 君 
  審議員兼次長 
 
 
  商工観光部総括 
            宮 村 博 幸 君 
  審議員 
 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 
 
  重点港湾八代港 
            髙 﨑   正 君 
  営業隊長 
 

  八代ブランド営業総室長 久木田 昌 一 君 

  商工振興課長    宮 田   径 君 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農林水産部次長   垣 下 昭 博 君 

  農林水産部次長   中 田 正 春 君 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 

  農業生産流通課長  橋 永 高 徳 君 
 
  農業生産流通課長 
            豊 田 浩 史 君 
  補佐兼園芸畜産係長 
 
 
  農業政策課長兼 
            黒 木 信 夫 君 
  農業委員会事務局長 
 

  水産林務課長    濱 本   親 君 
 
 
  水産林務課長補佐兼 
            尾 﨑 行 雄 君 
  水産係長 
 
 

市民協働部 

  泉支所総務振興課長 橋 本 和 郎 君 

 部局外 
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  市立病院長     永 利 憲 一 君 
 
 
  市立病院事務局次長 
            田 中 智 樹 君 
  兼業務係長 
 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  水道局次長兼 
            松 田 仁 人 君 
  簡易水道係長 
 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（百田 隆君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり定足数に達しておりま

すので、ただいまから経済企業委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・平成２４年度八代市一般会計補

正予算・第９号（関係分） 

○委員長（百田 隆君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 それではまず、議案第１号・平成２４年度八

代市一般会計補正予算・第９号中、当委員会関

係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、商工観光部から、歳出の第６款・商工

費について説明を願います。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。では、

改めまして、おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり） 

 ただいま御案内ありました議案第１号・平成

２４年度八代市一般会計補正予算・第９号中、

商工観光部所管に係ります第６款・商工費につ

きまして、岡村総括審議員より内容を説明させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、岡村総括審議

員。 

○商工観光部総括審議員兼次長（岡村英治君）

 はい。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）商工観光部の岡村で

ございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。座って説明をさせていただきます。 

 今回補正をお願いしますのは、まちづくり交

流基金への積み立てと、小口資金融資の代位弁

済に伴う損失補償の２件でございます。 

 予算書の１５ページをお願いいたします。１

５ページの上段でございます。 

 款６・商工費、項１・商工振興費、目２・商

工費の補正額８億８０６０万４０００円でござ

います。 

 まず、補償、補填及び賠償金の５２万円でご

ざいます。これは説明欄に記載のとおり、小口

資金融資代位弁済に伴う損失補償ということで

ございます。 

 代位弁済とは、企業が倒産などで金融機関に

返済できなくなった場合に、県の信用保証協会

が肩がわりをしまして金融機関に支払いをされ

ます。その場合、県の信用保証協会には、代位

弁済額の８割については保険金で補塡されます

ので、保険充当後の残額、――代位弁済額の２

割が県信用保証協会の実質的な損失になります

ので、その一部を損失補償金として市が負担す

ることにしているものでございます。 

 ２４年度におきましては、県信用保証協会が

代位弁済を行ったものが３件で、それに対する

市の損失補償金が５２万円ということでござい

ます。代位弁済に至った理由とすれば、売り上

げの減少と回収困難などでございます。 

 参考としまして、昨年度は６件で１０４万１

０００円ということが昨年度の実績でございま
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して、本年度は昨年度の半分ということでござ

います。 

 なお、代位弁済発生の見込みを立てることは

困難でございますので、例年３月議会で補正を

行っているものでございます。 

 続きまして、積立金の８億８００８万４００

０円でございます。これにつきましては、九州

国際スリーデーマーチなどを実施しておりまし

た、八代ふるさと市町村圏基金が本年度末で廃

止され、その出資金等が構成市町村、これ八代

市と氷川町でございますけれども、その出資額

に応じて返還されることになったので、それを

地域振興を目的としたまちづくり交流基金に積

み立てることにしたものでございます。 

 八代ふるさと市町村圏基金には、県の補助金

も含まれておりまして、県のほうと協議しまし

たところ、市のほうが引き続き地域振興のため

の基金に利用する場合につきましては補助金の

返還は不要ということでございますので、今回

基金を造成することに至ったものでございま

す。 

 なお、この基金の制定に係ります条例につき

ましては議案第５５号において、また、この基

金を財源としました事業につきましては議案第

５号の平成２５年度一般会計予算書で御説明さ

せていただこうと考えております。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（百田 隆君） ただいま説明があり

ましたが、何か御質問ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第６款・

商工費を終了します。（｢ありがとうございま

した」「お世話になりました」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午前１０時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１６分 本会） 

○委員長（百田 隆君） それでは、本会に戻

したいと思います。 

 次に、農林水産部から歳出の第５款・農林水

産業費について説明を願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 それでは、議案第１号・平成２４年度八代市

一般会計補正予算・第９号に係ります農林水産

部関係で、農林水産業費の当委員会付託分につ

きまして、垣下次長より御説明いたします。 

 御審議方よろしくお願いします。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） 垣下農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）農林水産部の垣下でございます。

よろしくお願いします。 

 それでは、議案第１号・平成２４年度八代市

一般会計補正予算・第９号中、当委員会に付託

されました農林水産部関係分につきまして御説

明をいたします。座らせて、説明させていただ

きます。 

 予算書の１４ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、目８・

農地費で、補正額７４３５万円を計上いたして

おります。今回補正をお願いします事業は、農

業体質強化基盤整備促進事業、市内一円土地改

良整備事業、県営土地改良事業負担金でござい

ます。 
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 まず、農業体質強化基盤整備促進事業では６

２９６万５０００円を計上いたしております。

補正の理由としましては、国の緊急経済対策で

ある経済危機対応・地域活性化予備費からの追

加内示及び市内一円土地改良事業からの組みか

えによるものでございます。追加内示の事業で

は、市が実施いたします海士江町第二排水路２

６０メートル、日奈久新開町排水路４７０メー

トル、上鏡地区排水路３６０メートルの改修工

事、受益者である農家が実施いたします八の字

土地改良区内１.４ヘクタール、水島土地改良

区内１.８ヘクタールの暗渠排水工事を予定い

たしております。事業の組みかえでは、平成２

４年度６月に農業体質強化基盤整備促進事業で

補正を計上いたしました八代平野北部土地改良

区による客土事業が、農家からの辞退により事

業実施が困難となったことから、市の単独事業

であります市内一円土地改良事業で予定いたし

ておりました排水路改修工事の一部を農業体質

強化基盤整備促進事業へ組みかえて実施するも

のです。事業としましては、島田町排水路２７

８メートル、西片町第一排水路１３０メート

ル、高植本町第二排水路１２３メートルの改修

工事を予定いたしております。財源としまして

は、国庫支出金２７８７万５０００円、市債２

３１０万円、一般財源２万５０００円、組み替

え分１１９６万５０００円を予定いたしており

ます。 

 次に、市内一円土地改良整備事業では、農業

体質強化基盤整備促進事業へ事業を組みかえた

ことにより１１９６万５０００円を減額するも

のです。 

 県営土地改良事業負担金では、２３３５万円

を計上いたしております。補正の理由としまし

ては、国の経済対策である経済危機対応・地域

活性化予備費から県営土地改良事業の事業費が

増額になったことから、市の負担金を補正する

ものです。増額になりました事業は、文政地

区、金剛地区の堤防に押さえ捨て石を行う海岸

保全高潮対策事業、鏡町塩浜地区の排水路工事

を行う経営体育成基盤整備事業、竜西地区の排

水路工事を行う地域水田農業支援排水対策特別

事業でございます。財源としましては、全額市

債でございます。 

 次に、繰越明許費につきまして御説明いたし

ます。 

 ４ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費、事業

名、農業体質強化基盤整備促進事業で４億５４

６万円の繰り越しをお願いするものです。繰り

越しの理由でございますが、事業要望の取りま

とめ及びイグサ、水稲の栽培期間などから計画

策定に不測の日数を要し、実施期間がないため

繰り越すものでございます。繰り越す事業は、

平成２４年１２月に補正をいたしました貝洲地

区排水路改修、北部土地改良区、南部土地改良

区の畦畔除去、北部土地改良区、南部土地改良

区、八の字土地改良区の暗渠排水、それと今回

補正でお願いいたしております排水路改修、暗

渠排水でございます。なお、事業の完了予定と

いたしましては、平成２６年３月３１日を予定

いたしております。 

 次に、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、事業名、農業施設災害復旧

事業で９９５万８０００円、林道施設災害復旧

事業で７０７４万３０００円の繰り越しをお願

いするものでございます。繰り越しの理由でご

ざいますが、復旧現場まで行く途中に災害復旧

工事が行われており、資材などの搬入が困難な

こと、被害額が大きな箇所については年度内に

適正工期を確保できないことなどから、繰り越

しをして実施するものでございます。事業の完

了予定としましては、農業施設災害復旧事業で

は平成２５年７月３１日、林道施設災害復旧事

業は平成２５年９月３０日を予定いたしており

ます。 
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 以上で農林水産部関係分の補正予算につきま

しての説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（百田 隆君） はい。以上の部分に

ついて何か質疑ございませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） これはもう要望に、補

正ですから、要望にしておきますが、担当部も

一緒にちょっとだけ聞いとってください。整備

のほうも含めてですけれども。 

 土地改良関係の事業が今回、対策事業でです

ね、多くなってくるわけですけども、繰越明許

も含めて、北部も八の字も、八代市内の土地改

良の事業所はですね、組合が、はっきり言って

人手不足と言うといけませんけども、大変、職

員が少ない状況の中で、これだけの事業を進め

ていかにゃいかぬ。 

 そういう中で、どういうところに支障が与え

るのかということをですね、まず担当部として

はですね、早急に対応してください。そして、

土地改良区といかに密接に、そしてまた、この

補助事業の中でですね、事業を進めていくか

と。 

 金額的にも、今回についてもですね、大きな

金額でありますし、例えば、技術職員が少な

い、事務職、そしてまた、北部も一緒ですけど

ね、あのようなこのような今報告があったよう

な状況の中で、理事長初め役員というのは、し

っかりした職員体制をつくられると思うんです

けれども、――八の字も一緒です。南部も一緒

だと思います。大変、技術者が少ない状況の中

で、このような事業を進めていくわけですか

ら、担当部の農地整備課、特に担当部としても

数少ない職員の今の状況でありますから、これ

はもう橋口部長、よろしかれば、こういう緊急

対策であるから、４月１日は異動がありますけ

ども、これはもう委員長含めて、――委員長、

よろしければですね、今回の異動で、なるだけ

ならば農地整備課等とかかわるところについて

はですね、重点的に異動、配置をですね、何人

か、この何年か、事業期間の間でも結構ですか

ら、そういう要望してください。 

 それはもう人財育成課含めてですけども、強

く副市長あたりにも要望して、その体制をしっ

かりしてください。体制をしておかなければ、

そういう不祥事が起きたときにですよ、なかな

か、その対応がおくれてくるいうことになりま

すから、特に農地整備課、職員が少ないと思い

ます。そういう中で、課長、課長補佐、担当の

技術者の方々、少ない状況でありますので、そ

こらの配置については、委員会を通して強く要

望するように委員長からもお願いしていただき

たいと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 橋口部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。 

○委員長（百田 隆君） ただいまの要望、よ

うございますか。よろしくお願いします。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 意見がありました

ら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第５款・

農林水産業費を終了します。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１号・平成２４年度八代市一般会計補

正予算・第９号中、当委員会関係分について、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第５６号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号（関係分） 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第５６号

・平成２４年度八代市一般会計補正予算・第１

０号中、当委員会関係分を議題とし、農林水産

部から歳出の第５款・農林水産事業費について

説明を願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第５６号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第１０号に係る農林水産部関係で

当委員会付託分につきまして、垣下次長より説

明いたします。 

 よろしく御審議方お願いします。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） 垣下農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい。それ

では、座って説明させていただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） 予算書の１

３ページをお願いをいたします。 

 今回の補正につきましては、国の大型補正に

伴い、農林水産業費で総額１７億２９０３万７

０００円をお願いするものでございます。 

 まず、第５款・農林水産業費、項１・農業

費、目３・農業振興費では、強い農業づくり交

付金事業で５億２９２５万円を計上いたしてお

ります。事業の目的でございますが、生産、出

荷環境整備のための施設を導入することによ

り、産地の基盤強化を促進し、産地間競争力の

強化を図るものでございます。事業としまして

は、八代地域農業協同組合が２４棟、農事組合

法人八協連が４棟、九州青果物出荷組合が３

棟、合計３１棟の低コスト耐候性ハウスを導入

するものでございます。補助率は２分の１以内

で、財源としましては全額、県支出金でござい

ます。 

 次に、目８・農地費で、補正額１０億４９９

６万７０００円を計上いたしております。事業

としましては、農業基盤整備促進事業、県営土

地改良事業負担金、農業水利施設保全合理化事

業に取り組むものでございます。 

 まず、農業基盤整備促進事業では、９億３９

４５万円を計上いたしております。事業の目的

としましては、農地、農業水利施設などの整備

を地域の実情に応じて実施し、農業の競争力の

強化を図るものです。事業としましては、竜西

地区排水路、葭牟田町排水路、中北町排水路、

八千把川排水路、海士江排水路の排水路改修工

事５カ所、工事委託としまして、八代平野北部

土地改良区内で排水機場整備、用排水路整備、

補修など３２カ所、八の字土地改良区内で用水

路補修１カ所、水島土地改良区内で用水路改修

１カ所、八代平野北部、八代平野南部、八の

字、水島土地改良区内で区画拡大、畦畔除去

８.１ヘクタール、暗渠排水５８.７ヘクタール

を実施する予定でございます。財源としまして

は、県支出金６億４４２９万５０００円、市債

２億９５１０万円、一般財源５万５０００円を

予定いたしております。 

 次に、県営土地改良事業負担金では１０００

万円を計上いたしております。事業の目的とし

ましては、津波・高潮対策工事を実施すること

により農地の保全を図るものでございます。事

業としましては、県営事業で昭和地区、郡築地

区、日奈久地区、二見洲口地区の沿岸において

堤防工事、樋門工事、内堤防工事などを行うも

のでございます。市としましては、その事業費

の５％を負担するものです。財源としまして

は、全額、市債を予定いたしております。 

 次に、農業水利施設保全合理化事業では、１
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億５１万７０００円を計上いたしております。

事業の目的としましては、農業水利施設の補

修、更新などの保全整備、水路のパイプライン

化、ゲート自動化などの合理化整備を緊急実施

することにより、生産効率を高め、担い手へ農

地集積の加速化を図るものです。事業としまし

ては、八代平野土地改良区連合会が魚道改修、

転倒堰更新、管理棟改修、八代平野北部土地改

良区が用水調整ゲート改修、ネットフェンス設

置、八の字土地改良区がネットフェンス設置、

水位調整ゲート改修などを実施する予定でござ

います。市としましては、その事業費の３５％

を補助するものです。財源としましては、市債

１億５０万円、一般財源１万７０００円を予定

いたしております。 

 １４ページをお願いいたします。 

 目１１・農業研修施設管理費で、農村婦人の

家耐震診断としまして１２８万円を計上いたし

ております。財源としましては、国庫支出金２

５万７０００円、一般財源１０２万３０００円

を予定いたしております。 

 次に、款５・農林水産業費、項２・林業費、

目４・林道新設改良費で１億１５１０万円を計

上いたしております。事業としましては、林業

専用道開設事業、道整備交付金事業に取り組む

ものでございます。 

 まず、林業専用道開設事業では１００１万円

を計上いたしております。事業の目的としまし

ては、林道を開設し、市有林及び民有林の搬

出、間伐を可能とし、森林資源の有効活用と森

林整備の効率化を図るものです。事業としまし

ては、林道八竜山線８００メートルの測量及び

１００メートルの開設を実施する予定です。財

源としましては、県支出金５１０万円、市債４

９０万円、一般財源１万円を予定いたしており

ます。 

 次に、道整備交付金事業では、１億５０９万

円を計上いたしております。事業の目的としま

しては、林道の改良、舗装化により車両通行の

安全性、利便性を高め、あわせて維持管理費の

低減を図るものです。事業としましては、林道

改良工事としまして、泉町２路線、林道舗装工

事としまして泉町１路線、坂本町６路線を予定

いたしております。財源としましては、県支出

金４３２１万５０００円、市債６１４０万円、

一般財源４７万５０００円を予定いたしており

ます。 

 次に、款５・農林水産業費、項３・水産業

費、目２・水産業振興費では、地域経済循環創

造事業で３３４４万円を計上いたしておりま

す。事業の目的としましては、カキ生産漁業者

を育成強化し、生産と流通の円滑化を図り、漁

業所得の安定向上を図るものでございます。事

業としましては、鏡町漁業協同組合によるカキ

いかだ、カキ販売施設などを設置する予定で

す。財源としましては、全額、国庫支出金を予

定いたしております。 

 次に、繰越明許費につきまして御説明をいた

します。 

 ４ページをお願いいたします。 

 今回補正をお願いいたします強い農業づくり

交付金事業、農業基盤整備促進事業、農業水利

施設保全合理化事業、農村婦人の家耐震診断、

林業専用道開設事業、道整備交付金事業、地域

経済循環創造事業につきましては、平成２４年

度内の事業実施期間がないため、平成２５年度

へ予算を全額繰り越し、事業を実施するもので

ございます。 

 以上で農林水産部関係分の補正予算につきま

しての説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 潮崎課長にちょっとお
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尋ねしますが、特に前の民主党政権で、この土

地改良事業、――基盤整備事業等も含めてです

が、６割ぐらいカットされて、それが１月の１

１日、林農水大臣とちょっとお会いして、お話

をさせていただきましたが、そのとき、１００

％もとに戻しますというお約束をいただいた、

その中でですね、ただ心配するのは、先ほど山

本委員もちょっとお話しになっとられました

が、業者の方の、その技術者が少し減っている

というお話も聞きますし、入札が不調に終わる

可能性が出てくるんじゃないかなという心配も

いたしておりますが、その辺のところはいかが

でしょうか。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。お答え

いたします。 

 今、全体的に事業量がふえて、業者さんの不

足、あるいは資材の不足というのが一般的なニ

ュースでよく流れております。八代市において

はですね、２月、３月、特に今年度の災害復旧

の工事におきまして業者さんがなかなか決まら

ない、不落の案件が数件ございました。 

 対象の業者さんというのが、災害復旧の場合

はＢ級、Ｃ級ということで、かなり、工事も１

件とって、同時期に２つ、３つもとれないとい

うようなことのケースがあったかと思われま

す。 

 今回、大型補正及び補正でお願いする工事

は、ランク的には市内でもＡ級、Ｂ級、そのあ

たりの業者さんへの対応が可能かと思いますの

で、私としては、新年度ということでの発注で

もありますし、順調に落札できるんではないか

と見込んでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 特に新聞、マスコミ等

で話題になりました、海砂の採取が禁止になり

ましたので、骨材として、その辺のところもち

ょっと心配をしておりますしですね、単価が、

生コンの単価が上がりゃせぬどかなと、そうい

う気もいたしますので、その辺のところは、請

負、そういう業者さんの不利にならないよう

に、ひとつ御配慮をお願いをいたします。 

 それとついでにですが、林農水大臣とお会い

したときですね、松浦議員さんとも御一緒でご

ざいましたので、郡築の排水機場等もついでに

お願いをしましたところ、最大限の配慮をする

ということでありましたので、ぜひ農業関係の

予算については、今度、大分復活をするようで

ありますので、担当課においても、ぜひ工事が

滞りなくいきますようにお願いをして、終わり

ます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。

なければ――。 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） あっ、済みません。

太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。今回、１７億と

いうですね、多額のお金が来て、強い農業づく

りということでですね、前回の委員会でも聞い

たんですけども、この強い農業づくりが低コス

ト耐候性ハウス導入補助に使われてるというこ

とで、これだけにある程度、５億近いですね、

５億２０００万というお金が要ってるようです

けども、事業主体が農協さん、八協連さん、九

州青果物出荷組合さんちゅうことで、耐候性率

は前回の委員会のときも聞いたんですけども、

進捗率といいますか、県の支出金がここに行っ

た経緯とですね、農業づくりを、耐候性に導入

するに至った経緯をもう一回確認する意味で聞

くと同時に、今回のこの５億２０００万という

お金が投資されたことによって、耐候性ハウス

化していかなきゃいけない残りの戸数といいま

すか、そういうのがわかれば教えてください。
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進捗率でも結構です。大体５０％とか３０％と

か。 

○委員長（百田 隆君） はい。橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり） 

 ただいまの御質問の、耐候性ハウスの件です

が、この強い農業づくり交付金事業では、２４

年度はほとんどがこの低コスト耐候性ハウスを

取り組んでいます。 

 もう一つ、この前、ブロッコリーの集出荷施

設ということで、それも取り組んでいますが、

今太田委員のおっしゃったとおり、ほとんどが

今、低コストハウスに取り組んでいます。 

 八代市のハウス面積が約６４０ヘクタールと

いうことでつかんでおりまして、２４年度の調

査では、１割が鉄骨ハウスで、あとはパイプハ

ウスということで数値がありました。 

 ２４年度、これまで補正予算で取り組んでき

ました面積が大体１０ヘクタール、そして今

回、追加補正でしますのが８.７ヘクタールぐ

らいあります。それを入れましても約１割半、

まあ１割半までいきませんかね、１割ちょっと

ぐらいが今度整備されるんですけれども、今

後、今回の事業も新規と建てかえが半々ぐらい

の割合でありまして、今後建てかえが進んでい

くということを見込んでおりますが、まだまだ

今後需要があるというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 担当課とすれば、この

低コスト耐候性ハウスをどんどん建てかえなり

補正なり整備ですかね、なり、もうずっと１０

０％目指して今後もやっていかれるというふう

に判断してよろしいんですか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） 橋永で

す。政策としては、今事業希望をとりながら、

各団体へ、こういう事業ありますということで

流して、取り組みをされております。どうして

も２分の１の自己負担が要るということもあり

ますものですから、この耐候性低コストハウス

が災害に強いハウスということと、それと、あ

わせて実施されるときは二重カーテンをすると

かいうなど、省エネの構造とか、そういうのも

ありますもんですから、それぞれの団体が自分

の今の現況の経営に合わせてされるものと思い

ます。全てをこの低コスト耐候性ハウスになっ

てしまうというところまでは、うちの課として

は思っていませんが、なるべくこの補助事業が

ある間に活用して進めていきたいというふうに

考えております。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。費用対効果とい

いますか、低コスト耐候性になったところの農

家さんが非常にいい作物がとれてくるという、

その確認つうのは、いつごろ、もう１年たちま

したですかね。いつごろわかるもんですかね。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。 

○委員長（百田 隆君） どうぞ。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） 農業生産流通課、豊田でございま

す。 

 この低コスト耐候性ハウスの導入の計画段階

におきまして、おおむね３年後をめどといたし

まして目標数値を各生産団体、事業主体の方々

が設定していただきます。その中には、秀品

率、作物の秀品率を１５％から３０％引き上げ

る、それと収穫量、これも１５％から３０％を

引き上げる、それぞれ目標を設定されます。そ
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の目標の設定度合いを逐次調査かけてまいって

いくところでございます。調査のほうは、５年

後まで調査をすることとなっております。導入

後３年目からその実績調査を進めてまいります

ので、３年後からはほぼ目標に対して達成がど

のくらいなのかという、こういうところが判明

するというものでございます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい、いいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。わかりましたけ

ど、逆に、達成できなかった場合にはどういっ

たアドバイス等をされるんですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、豊田農業生産

流通課長補佐。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。出荷団体様、それぞれござい

ますから、まずその秀品が達成できなかった原

因ですね、そのときの気候要件とかもございま

すでしょうし、作型、そういうものございます

が、そういうものをですね、営農指導の方々と

検証しながら、今後、じゃ、どのような生産指

導していくかということを検討して、重点的な

指導ということに取り組んでまいる所存でござ

います。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） はい、いいですか。 

 ほかにありますか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。今の関連ですけ

ど、これ３１棟っていうふうになってます。申

請はどれぐらいあったんでしょうか。それと、

全部が申請受け付けられたんでしょうか。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、豊田農業生産

流通課長補佐。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。本件につきましては、昨年９

月に、平成２５年度の事業希望の団体様にそれ

ぞれですね、調査をかけまして、要望が参った

のはこの全てでございます。で、それ全て予算

要求したところでございます。（委員前川祥子

君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。非常に大きい

金額のですね、１７億ということなんですけれ

ども、国県支出金が大体１２億、そして市債

が、結局地方債ですよね、地方債が４億７００

０万ていうぐらいの地方債を組んであるわけで

すよね。で、全体的に非常に、今回の緊急補正

に対しての地方債もかなり大きくなってるなと

いうふうに思うんですが、ここは農林水産業費

のところの関連ですので、そのあたりのです

ね、補正に対しての市債、この金額についてど

んな見解をお持ちかなということをお聞きした

いんですけど。 

○委員長（百田 隆君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 起債額は一応

ですね、今のところ起債という予定でまいっと

りますが、国の制度上は地方負担分は後で交付

金のカウントとして交付金にかさ上げして来る

という情報で、その情報がまだ確定していない

ので、現時点では一応起債ということで予算の

処理はさせていただいてるということを聞いて

おります。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 一般質問でもです

ね、そのような答弁であったかなというふうに

思ってます。しかし、なかなかにして国の財政

もそんなに豊かではないわけですし、結局、市
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で借金するか、国で借金するかっていう話の中

で、国からどれくらい交付税あたりがですね、

来るのかなというのも非常に厳しいところかな

というふうな感覚は持っているところです。 

 後で、意見のほうで。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） では、以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第５款・

農林水産業費を終了します。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第５６号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第１０号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５号・平成２５年度八代市一般会計予

算（関係分） 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第５号・

平成２５年度八代市一般会計予算中、当委員会

関係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、農林水産部から、歳出の第５款・農林

水産業費及び第１０款・災害復旧費について説

明願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。それで

は、議案第５号・平成２５年度八代市一般会計

予算に係る農林水産部関係で当委員会付託分に

つきまして御説明いたします。 

 予算の内容に入ります前に、２５年度の予算

編成に当たりまして、部としての考え方を最初

に述べさせていただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 座って説明さ

せていただきます。 

 初めに、農業振興対策でございますが、本市

の農業就業人口につきましては、新規就農者が

毎年２０名前後で推移している一方で、全体で

は平成１７年の９７５１人から平成２２年の８

０３４人に減少し、６０歳以上の割合では４

９.７％から５３.２％となっており、担い手の

高齢化が急速に進んでおります。 

 農業生産の視点からは、平たん部で米、イグ

サ、園芸作物、中山間部では果樹やショウガ、

茶など、良質な農産物が安定的に生産、供給さ

れてきたところですが、近年、水田作からハウ

ス、露地野菜などへの転換が急速に進んでお

り、排水路改修や暗渠排水、客土による汎用化

などの生産基盤整備や、冠水被害対策として老

朽化した排水機場の計画的な更新が課題となっ

ております。 

 また、近年は国内の経済情勢や国際間の経済

連携によって、国内産地の変遷や外国産農作物

の輸入による国内外での産地間競争が激しさを

増しつつあります。このため、平成２５年度で

は、地域農業の担い手を確保しつつ、農業経営

の多角化と高度化を推進するとともに、省エ

ネ、低コスト技術や環境と調和した農業生産方

式の導入を推進し、消費者ニーズに対応した安

全・安心、高品質、安定生産に取り組み、競争

力と持続性の高い力強い農業体制整備に取り組

みます。 

 具体的には、担い手対策事業として、青年就

農給付金事業や農業後継者育成支援事業などを

実施し、就農意欲の喚起と就農後の定着を推進

します。 

 農地集積対策として、農地利用集積促進事業
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や戸別所得補償経営安定推進事業、人・農地プ

ランにより農地の有効活用を図ります。 

 また、施設園芸、露地野菜、イ業などの生産

対策として、力強い農業づくり交付金事業の活

用による施設、機械等の整備、新たにイ業機械

の延命化を図るい業機械再生支援事業の取り組

みや、市内一円土地改良整備事業による排水

路、農道改良及び県営土地改良事業による基盤

整備事業を実施します。 

 排水機場においては、郡築、野崎、昭和地区

において更新、新設事業が採択される見込みで

す。 

 流通対策としまして、安全・安心な八代産農

産物の販路と需要拡大のための八代産農産物Ｐ

Ｒ事業、新商品開発支援事業などを予定してお

ります。 

 次に、地籍調査事業関係ですが、現在の事業

費ベースで実施しますと、本市全体の事業完了

は２８年後の平成５３年ごろです。国の予算が

伸びない中で、事業費の確保が難しい状況です

が、地籍調査は公共事業や土地取引、課税の適

正化、土地にかかわるトラブルの未然防止な

ど、大変重要な事業ですので、早期完了を目指

し、事業の進捗を図ります。 

 次に、林業振興対策ですが、森林は林産物を

供給するとともに、多様な公益的機能を有して

おり、適切な管理をすることにより、その機能

を持続的かつ効果的に発揮することができま

す。 

 しかしながら、木材価格は、昭和５５年ごろ

をピークに、当時の約４分の１にまで下落し、

伐採の時期を迎えた森林をたくさん抱えている

今日にあって、木材を市場に流通させ、利用す

ることにより、関連産業の振興を図ることが今

後重要となっています。 

 このような状況を踏まえ、平成２５年度より

新たな取り組みとして、八代産材の流通を促進

するため、主伐に要する運搬費の一部補助を計

画しております。木材の搬出は、伐採、集積、

積み込み、市場までの運搬、市場手数料など、

それぞれ経費がかかり、森林所有者にはほとん

ど利益が残らないという厳しい現状から取り組

むもので、従来からの育てる林業に加え、木材

の流通、利用を図りながら、循環型林業の確立

を目指すものです。 

 このほか、流通生産対策として、木造住宅の

建築や改築に助成を行う八代産材利用促進事業

や、農林産物に大きな被害を与えているシカや

イノシシなどの有害鳥獣被害対策の拡充などを

実施します。 

 さらに、生産基盤整備として、継続して取り

組んでおります林道等の路網整備は、新たに林

業専用道開設事業により林道を整備し、搬出、

間伐などを促進してまいります。 

 また、東陽町と坂本町を連絡する林道池ノ原

走水線、計画延長１６キロメートルにつきまし

ては、県と協議を重ねました結果、平成２５年

度から県の代行事業として着手をする運びとな

り、新たな林道整備が始まります。 

 このように、路網整備と森林施業の集約化に

よる生産コストの縮減に加え、木材の流通と積

極的な利用を図ることで、森林所有者の所得向

上と持続可能な林業経営の安定へとつなげてい

きたいと考えております。 

 次に、水産業振興対策ですが、本市の地先は

閉鎖性の高い内湾に広い干潟を有しており、球

磨川を初めとする河川が流れ込み、沿岸の浅い

部分は魚類などの良好な産卵と成育の場となっ

ております。 

 このような漁場の特性を生かし、採貝漁業、

ノリ養殖漁業、小型定置網漁業などが営まれて

きましたが、近年の温暖化による海水温の上

昇、赤潮の発生、生活排水の影響などにより水

産資源の減少、消費者の魚離れによる魚価の低

迷、構造面では、漁業者の高齢化、後継者不足

など課題も多く、水産業を取り巻く状況は年々
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厳しくなっております。 

 主要漁獲物であるアサリは、平成２３年６月

の大雨がもたらした淡水化により大量に死滅

し、大きな被害を受けております。また、ノリ

養殖においては、栄養塩の減少や海水温の上昇

などにより生産額が大きく落ち込んでいます。 

 このような状況を踏まえ、今後、魚介類の成

育環境の改善と水産資源増殖のための取り組み

が重要となります。 

 そこで、平成２５年度においては、アサリ資

源増殖のために、成育に悪影響を与える堆積し

た浮泥の除去事業や、アサリの発生を促すた

め、成育に適した砂を使った漁場造成事業、覆

砂事業などを予定しております。また、従来の

アサリ放流に加えて、八代産の親貝からつくっ

た人工アサリ種苗の放流事業や、新たな種苗供

給の手法として、海中を漂っているアサリの子

供が定着しやすい材質を漁場に設置する試験を

計画しております。 

 従来から取り組んでいるアサリ増殖では、ア

サリの保護区設定、有害生物の除去などの対策

も継続して実施します。 

 このほかにも、海面ではクルマエビやヒラ

メ、ガザミなど、内水面ではアユやヤマメ、ウ

ナギなどの放流による水産資源の回復、増大を

図ります。 

 さらに、新たな取り組みとして、カキ養殖の

振興、水産資源増大のために魚の産卵場所やえ

さ場、隠れ家となる藻場の造成や漁場の設置の

試験を行います。 

 このように、ハード面、ソフト面のそれぞれ

の事業がさらに効果を高めるように連携し、一

体的な事業の展開を実施しながら、漁業者の経

営安定と後継者の育成につなげたいと考えてお

ります。 

 以上が２５年度、農林水産部の当初予算の編

成に対する考え方でございます。 

 内容につきましては、中田次長より説明いた

しますので、よろしく御審議方お願いいたしま

す。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、中田農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（中田正春君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）次長の中田と申します。よろしくお願い

します。 

 それでは、当委員会に付託されております農

林水産部所管の農林水産業費及び災害復旧費に

ついて御説明を申し上げます。座らせて説明さ

せていただきます。 

 まず、予算書の７ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費の歳出でございますが、

２４億８４１５万円を計上いたしております。

一般会計予算総額に占める割合は４.８％、前

年度予算額２５億４６２３万８０００円と比較

いたしますと６２０８万８０００円の減、率に

しまして２.４％の減となっています。 

 各項目別では、農業費が２０億４８８７万４

０００円、前年度と比較しまして３１３４万７

０００円の増、林業費が２億８８３２万７００

０円で１億２５１５万６０００円の減、水産業

費が１億４６９４万９０００円で３１７２万１

０００円の増となっております。主なものにつ

きましては、各目の中で御説明申し上げます。 

 次、７６ページをお願いします。 

 款５・農林水産業費、項１・農業費でござい

ますが、目１・農業委員会費では５９１３万５

０００円を計上いたしております。 

 前年度と比較しまして５３２万１０００円の

減となっていますが、その主な理由は人事異動

に伴う人件費の減でございます。 

 節１・報酬１６５１万５０００円は、農業委

員会委員３７名の報酬でございます。次に、節

２・給料から節４・共済費までは、職員５名分
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の人件費でございます。節７・賃金１１７万９

０００円は、農地基本台帳整備業務に伴う臨時

職員の賃金。１つ飛びまして節９・旅費１８６

万３０００円は、農業委員の委員報酬が主なも

のでございます。節１１・需用費１４３万８０

００円は、説明欄の農業者年金業務など農業委

員会の事務経費等でございます。節１２・役務

費１３７万５０００円は、郵便料が主なもの

で、節１３・委託料９８万４０００円は、農家

台帳システム機器等保守点検委託業務費及び議

事録作成業務委託費でございます。節１９・負

担金補助及び交付金５７万８０００円は、郡市

協議会負担金５５万５０００円が主なものでご

ざいます。 

 目２・農業総務費３億８９６０万２０００円

を計上いたしております。 

 前年度と比較しまして１２６８万３０００円

の増となっていますが、その主な理由は人事異

動に伴う人件費の増でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは職員３９

名分の人件費でございます。節８・報償費から

節１３・委託料までは、農業政策課の事務経費

で、説明欄の農業振興地域整備促進協議会委員

及び専門員への謝礼などの関係経費分でござい

ます。節２８・繰出金６７７４万４０００円

は、東陽町、泉町で供用開始いたしております

農業集落排水処理施設事業特別会計への繰出金

でございます。 

 ７７ページをお願いいたします。 

 目３・農業振興費２億６２１万１０００円を

計上いたしております。主な内容でございます

が、まず節１１・需用費８０万５０００円は、

消耗品費や燃料費、印刷製本費などの事務経費

などでございます。節１９・負担金補助及び交

付金２億４９８万１０００円の主なものについ

て御説明します。説明欄の１行目をごらんくだ

さい。中山間地域等直接支払制度事業２８３１

万６０００円は、中山間地における農地の多面

的機能の低下を防止し、集落機能の再生を図ろ

うとするもので、旧八代市５地区、坂本５地

区、東陽１８地区、泉４地区、合計の３２地区

の面積約２０４ヘクタールに補助するものでご

ざいます。１つ飛びまして、やつしろＴＯＭＡ

ＴＯフェスタ開催負担金２５０万円でございま

すが、２４年度より取り組んでいる事業で、冬

トマト生産日本一を誇る八代でトマトを使った

祭りを開催することにより、認知度を高めると

ともに、市内外からも関心を持っていただき、

トマトの消費拡大を図るとともに、地域活性化

や観光増進を目的として開催するもので、その

経費の一部を負担するものでございます。次の

くまもと畳表復興支援事業負担金１４８５万円

でございますが、これも２４年度から取り組ん

でいます県補助事業で、東日本大震災の被災地

のうち、ＱＲコードつき熊本県産畳表を使用し

た者へ熊本県産農産物を提供するなど、被災地

の復興を支援するもので、事業主体であります

熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会への負担

金でございます。次の八代産農産物ＰＲ事業補

助金２００万円は、生産者や生産者団体、出荷

者組織等が八代産農産物のよさをＰＲする事業

に対して補助するもので、２４年度はＪＡやつ

しろが八代地域農産物ＰＲ事業イン福山という

ことで、広島県福山市の天満屋で実施されるな

ど、ほかにも２団体が取り組んでおられます。

次の耕作放棄地解消緊急対策事業補助金６０万

円は、単県補助事業で、耕作放棄地の農地復元

に対する経費について１０アール当たり３万円

を補助するものでございます。次のいぐさ・畳

表生産体制強化緊急対策事業補助金５４５２万

円は、ひのみどりなど優良品種を導入する農家

の組織化を図るため、生産組織に必要なハーベ

スター、色彩選別機、移植機などの機械整備事

業に補助するものでございます。次の農業制度

資金利子補給事業補助金４１９万５０００円

は、農業制度資金借り入れ１７０件の利子に対
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して補助するものでございます。次の八代市産

業活性化利子補給事業補助金７７万６０００円

は、２０、２１年度事業として実施した事業

で、農業者の原油高騰による経営への影響を緩

和し、また農業施設の整備など積極的な事業展

開を目指し融資を受ける場合に、その利子に対

し、５万円以内で助成するものでございます。

次に都市農村交流対策事業補助金１００万円

は、平成２６年度に兵庫県の中学校２校から体

験型の修学旅行の予約が入っており、そのため

の受け入れ体制の整備及び修学旅行誘致へ向

け、農家研修やＰＲ活動を行う事業に対し補助

するものでございます。次の農地利用集積促進

事業補助金４０００万円は、市単独事業で２３

年度より実施しておりますが、イグサの栽培面

積の減少により冬場に利用されていない農地

や、今後、遊休化が懸念される高齢農家、兼業

農家が所有する農地について、担い手農家への

集積を促進し、露地野菜等の土地利用型農業の

推進を図ることを目的に、賃借権の設定と農業

機械の導入経費の補助を行うもので、賃借権設

定への助成は１０アール当たり２万円、農業機

械の導入経費の助成は、導入経費の２分の１以

内で、上限が１００万円でございます。次の新

商品開発支援事業補助金３００万円は、同じく

市単独事業で、八代市内の食品産業と農林水産

業との連携を促進し、八代産農林水産物を活用

した新商品開発、販路拡大などの取り組みを支

援することにより地域食品産業の活性化を図る

ことを目的に、新商品開発、市場評価、販路開

拓などの事業を行う事業主体に定額で５０万円

を上限として補助するものでございます。次の

畳表張り替え促進事業補助金７００万円は、２

４年度に取り組んでいます市単独事業でござい

ますが、八代産畳表の需要拡大を図るため、Ｑ

Ｒコードタグを装着した八代産畳表を利用した

場合、１畳当たり１０００円を補助するもので

ございます。次に青年就農給付金事業補助金３

１５０万円は、青年就農者の就農意欲の喚起と

就農後の定着を図り、経営の安定的な就農初期

段階の所得を確保するため、給付金年１５０万

円の給付を行うものでございます。次のい業機

械再生支援事業補助金５００万円は、イグサ関

連機械の生産中止、休止が相次いでいることか

ら、新規事業として、耐用年数を大幅に経過し

た機械のオーバーホール等の機械の延命化に対

する補助、補助率として２分の１で、上限１０

万円を行うものでございます。次の農地集積協

力金事業補助金２１０万円は、地域の中心とな

る経営体への農地集積に協力する農地の所有者

に対し、新規事業として協力金を交付するもの

でございます。 

 また、特定財源の国県支出金１億１２７８万

円の主なものは、いぐさ・畳表生産体制強化緊

急対策事業補助金５４５２万円、中山間地域等

直接支払制度交付金等２０４５万９０００円、

青年就農給付金事業補助金３１５０万円などで

ございます。 

 目４・園芸振興費１２０４万４０００円を計

上いたしております。 

 主なものといたしまして、節１３・委託料１

２０万円は、説明欄の各種農産物試験業務委託

で、園芸作物の栽培実証実験を行い、栽培上の

特性や技術を把握し、その技術等を生産現場に

提供することにより品質と収量の安定・向上を

図るもので、ショウガ、丸トマト、ミニトマト

について実施する計画です。次の節１９・負担

金補助及び交付金１０７０万９０００円は、主

なものとしまして、説明欄２行目、シルバーリ

ーフコナジラミ対策事業補助金５００万円、こ

れはトマトなど野菜類に被害を与えるシルバー

リーフコナジラミを捕獲するための粘着シート

購入経費の一部を補助するものでございます。

次の八代市農産物安全・安心対策事業補助金１

９９万５０００円は、生産者団体が行っている

残留農薬サンプル自主検査に係る費用の一部に
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ついて補助するもの。次の有害鳥獣防護柵設置

事業補助金１８０万円は、イノシシなどの被害

防止対策として、電気柵設置等に対して１件当

たり２万円を上限として補助を行うものでござ

います。 

 ７８ページをお願いします。 

 目５・農業後継者育成費１５８万２０００円

を計上いたしております。 

 主な内容でございますが、節１９・負担金補

助及び交付金１１８万円は、説明欄の農業後継

者等育成事業６３万２０００円で、八代農業技

術者養成講座や生活研究グループなどの関係経

費でございます。１つ飛びまして、農業後継者

育成支援事業補助金５０万円は、農業経営者に

必要な知識や技術の習得に関する研修を受ける

者に対して１人当たり５万円を上限として補助

するものでございます。 

 目６・農事研修センター費３３８３万５００

０円を計上いたしております。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員４

名分の人件費。節１１・需用費３３８万１００

０円は、光熱水費などのセンター管理費や土壌

分析の関係経費でございます。節１３・委託料

２６７万９０００円は、夜間及び休日の管理委

託や、警備や機器の保守点検委託が主なもの

で、節１８・備品購入費１００万円は、土壌検

診等の車両購入費でございます。 

 目７・畜産業費１８２万４０００円を計上い

たしております。 

 これは、説明欄の食肉流通施設及び食肉セン

ターの維持管理等に要する警備や除草などの委

託料が主なものでございます。 

 ７９ページをお願いいたします。 

 目８・農地費では９億５５４１万円を計上い

たしております。 

 昨年度と比較しまして２９６９万５０００円

の減額となっておりますが、主な理由としまし

て、土地改良融資償還補助金の減が主なもので

ございます。 

 続きまして、節の主なものについて御説明い

たします。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員１

２名分の人件費でございます。節１１・需用費

４５３３万６０００円の主なものは、排水機場

の燃料費、光熱水費、修繕料及び農道、排水路

の修繕料などでございます。１つ飛びまして、

節１３・委託料４６１３万３０００円は、市内

一円土地改良整備事業に係る測量設計業務委託

や排水機場維持管理事業に係る排水機場運転業

務委託及び国営造成施設の維持活動に係るもの

でございます。また１つ飛びまして、節１５・

工事請負費２億７５５２万１０００円は、説明

欄６行目から８行目までの土地改良施設維持管

理適正化事業による排水機場の整備、市内一円

土地改良整備事業及び非補助土地改良融資事業

による排水路、農道などの整備でございます。

次に、節１６・原材料費１０４７万３０００円

は、市内一円の排水路、農道などの修繕に要す

る生コン、砂利、アスファルト代などでござい

ます。節１９・負担金補助及び交付金では、４

億８６３４万５０００円を計上いたしておりま

す。その主なものは、説明欄の上から２行目の

農地・水保全管理支払交付金事業で、農地や水

路などを地域で保全、管理する共同活動支援

や、農業施設の長寿命化のための補修、更新な

どの活動に対して支援を行うものです。交付地

区は、共同活動支援交付金が１９地区、１７６

４ヘクタール、向上活動支援交付金が１９地

区、１６９２ヘクタールで実施予定でございま

す。次の国営造成施設管理体制整備促進事業

は、土地改良区が管理する農業用水利施設の維

持管理に補助を行うものでございます。説明欄

の９行目、県営土地改良事業負担金は、県が実

施します土地改良事業に伴う負担金で、地域水

田農業支援排水対策特別事業、海岸保全事業、

基幹水利ストックマネジメント事業、経営体育
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成基盤整備事業、湛水防除事業、単県農業農村

整備調査計画の６事業、合計６０３６万円でご

ざいます。１つ飛びまして、土地改良融資償還

補助金３億２２３８万６０００円は、非補助土

地改良融資事業や県営土地改良事業などの負担

金として地元が（株）日本政策金融公庫より借

り入れをしていますが、その中で本市が負担す

べき金額を償還時に補助するものでございま

す。最後の欄で、農業経営高度化支援事業補助

金４０万円は、県営経営体育成基盤整備事業の

実施地区において土地利用調整及び農用地の利

用集積を推進するために、関係農家の意向調

査、土地利用調整活動等を行う営農委員の活動

費用について補助を行うものでございます。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業費では４

３５３万３０００円で計上しています。 

 前年度と比較しまして５８３万５０００円の

増で、くまもと型飼料用稲生産流通モデル推進

事業の事業費増によるものでございます。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 節１９・負担金補助及び交付金では３９９７

万８０００円を計上、その主なものは、７９ペ

ージの説明欄１行目、米需給調整総合対策事業

４９９万３０００円で、水稲生産調整推進のた

めの賃金等人件費、事務費及び八代地域農業協

同組合の補助金１５９万８０００円でございま

す。２行目の戸別所得補償推進事業補助金１４

６５万５０００円は、米などの戸別所得補償制

度推進のため、八代市農業再生協議会への補助

金でございます。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 説明欄の１行目、くまもと型飼料用稲生産流

通モデル推進事業補助金２３８８万５０００

円、これは飼料用米生産に係る多収穫、低コス

ト、省力生産技術の早急な現地定着を図るた

め、土地利用調整のための話し合い活動や共同

利用機械、施設の整備、多収専用品種の集団作

付推進等に必要な経費をＪＡやつしろや生産者

団体へ助成するものでございます。 

 目１０・地域農政特別対策事業推進費２５７

万９０００円は、農地の流動化や認定農業者の

育成・確保、農業経営の法人化、集落営農の組

織化などの普及促進を図るための経費で、主な

ものは八代市担い手育成総合支援協議会への補

助金２２５万円でございます。 

 目１１・農業研修施設管理費１９３４万３０

００円は、説明欄に記載の、農村婦人の家や龍

峯農業研修所など各施設の維持管理及び平成２

５年度４月より昭和校区において住民自治組織

地域協議会を運営していくため、拠点となる昭

和婦人の家の健康増進室の一部を事務局として

改修することから、その改修に係る経費分でご

ざいます。 

 目１２・地籍調査費では３億２３７７万６０

００円を計上いたしております。 

 初めに、事業の推進状況でございますが、市

全体面積は約６８０平方キロメートルで、国有

林や公有林面積の調査対象外面積を差し引きま

した全体調査計画面積は５６１平方キロメート

ルでございます。市全体での平成２４年度にお

ける進捗率は４７.７％で、２５年度は面積に

しまして約１４.８平方キロメートル予定して

います。全体完了予定年度は、現在の予算ベー

スで２８年後の平成５３年ごろと考えておりま

す。 

 それでは、各節ごとの説明をいたします。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員１

７名分の人件費でございます。節７・賃金１５

３万８０００円は、嘱託職員の賃金。節８・報

償費７１２万９０００円は、地籍調査推進員の

謝礼でございます。 

 ８１ページをお願いします。 

 節９・旅費から節１２・役務費までは、地籍

調査に係ります事務経費でございます。節１３

・委託料１億７７３７万８０００円は、一筆ご

との調査や測量業務委託が主なものでございま
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す。節１４・使用料及び賃借料３１６万９００

０円は、地籍調査支援システムリース料が主な

ものとなっております。 

 第２項・林業費、目１・林業総務費では８０

６７万４０００円を計上いたしております。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員１

０名分の人件費で、旅費以下につきましては、

林業に係る事務経費でございます。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 目２・林業振興費では１億３４７２万８００

０円を計上いたしております。 

 まず、節１・報酬２８９万円は、説明欄の１

行目、鳥獣被害対策実施隊員報酬でございま

す。これは、増加するシカ、イノシシなどの農

林水産物被害に対応するため、２４年度より有

害鳥獣の捕獲事業を鳥獣被害防止特別措置法に

基づき、新たに鳥獣被害対策実施隊を編成し機

動力を高め、捕獲を進めているもので、その隊

員に対する報酬でございます。節９・旅費３０

６万円は、説明欄３行目の鳥獣被害対策実施隊

活動事業で、隊員の捕獲活動に対する費用弁償

でございます。節１１・需用費８５７万７００

０円は、作業路の修繕料などでございます。節

１３・委託料１２２６万８０００円は、説明欄

２行目の公有林管理事業で、市有林の整備を計

画的に進めるため、間伐３カ所１５ヘクタール

の経費１０６５万１０００円や、作業路の開設

工事、市有林等下刈り業務委託などが主なもの

でございます。節１６・原材料費４３２万４０

００円は、作業路の舗装用生コン代などでござ

います。節１９・負担金補助及び交付金１億２

３４万９０００円の主な内容でございますが、

説明欄の５行目、特定鳥獣適正管理事業補助金

１４４０万円は、シカの有害鳥獣としての捕獲

に対し１頭当たり８０００円の補助を行うもの

で、１８００頭の捕獲を予定しております。次

の森林整備地域活動支援交付金事業補助金１２

２１万２０００円は、森林所有者の森林管理を

支援するための補助。次の八代産材利用促進事

業補助金５００万円は、八代産材を利用した住

宅の新増改築などに対して新築で２０万円、増

改築で１０万円を上限として助成するものでご

ざいます。次の流域公益保全林整備事業補助金

４２００万円は、森林所有者が下刈り、間伐、

作業路等の森林整備を促進するための造林事業

等の経費の一部を補助するものでございます。

次の緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金

２４６９万５０００円は、間伐等の森林整備の

加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業、

木材産業、地域産業の再生を図るために導入さ

れるスイングヤーダー等の高性能林業機械導入

経費の一部を補助するものでございます。次の

原木生産促進事業補助金３００万円は、新規事

業として主伐に要する運搬費の一部を支援する

ことで、原木生産を促進し、循環型林業の確立

を図るもので、１立米当たり１０００円を補助

するものでございます。 

 また、特定財源、国県支出金４５８３万７０

００円の主なものは、森林整備地域活動支援交

付金事業補助金９１５万８０００円、八代産材

利用促進事業補助金２２５万円、緑の産業再生

プロジェクト促進事業補助金２４６９万５００

０円、公有林管理事業５７１万８０００円など

でございます。そのほかの４２１万２０００円

は、市有林間伐に伴う立木売り払い収入でござ

います。 

 目３・林道維持費４１７６万６０００円は、

市内一円林道維持事業で、節１３・委託料９３

９万２０００円は、除草作業委託。節１５・工

事請負費２９００万円は、林道修繕工事。節１

６・原材料費９７万７０００円は、林道の修繕

に要する生コン代などでございます。 

 目４・林道新設改良費では２５７５万９００

０円を計上いたしております。 

 前年度と比較しまして９０５２万円の減とな

っておりますが、その主なものは、道整備交付
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金事業及び林業専用道路開設事業関連予算にお

いて、２４年度の大型補正予算として前倒しに

なりましたので、その事業費の減が主なもので

ございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、２名分

の人件費でございます。節１１・需用費２４９

万５０００円は、林道新設改良に伴います事務

経費でございます。 

 ８３ページをお願いいたします。 

 次の節１４・使用料及び賃借料６５万３００

０円は、設計積算システムやコピー機などのリ

ース料でございます。節１８・備品購入費２３

６万３０００円は、公用車の購入費でございま

す。節１９・負担金補助及び交付金７３５万４

０００円は、８２ページの説明欄の幹線林道菊

池人吉線建設事業賦課金及び受益者組合助成金

５１９万５０００円、治山林道協会負担金１２

２万５０００円が主なものでございます。 

 もとに戻りまして、８３ページをお願いいた

します。 

 目５・治山事業費５４０万円は、泉支所管内

の泉町樅木地区治山事業に要する経費でござい

ます。 

 項３・水産業費でございます。 

 目１・水産業総務費３８５９万８０００円

で、節２・給料から節４・共済費までは、職員

５名分の人件費で、節９・旅費以下につきまし

ては、水産関係の事務経費でございます。 

 ８４ページをお願いいたします。 

 目２・水産業振興費では１億８３５万１００

０円を計上いたしております。 

 節１１・需用費１４７９万８０００円は、説

明欄の４行目、稚魚、稚貝及び稚エビ等放流１

１４４万２０００円が主なものでございます。

１つ飛びまして、節１３・委託料３０２３万６

０００円は、説明欄１行目、ヤマメ稚魚生産に

係る五家荘やまめ中間育成施設管理運営費、３

行目の産地水産業強化支援事業として、環境セ

ンター関連事業として取り組むもので、荷さば

き施設基本設計や調査業務委託が主なものでご

ざいます。１つ飛びまして、節１５・工事請負

費１９９０万円は、説明欄２行目の二見漁港整

備事業で、泊地しゅんせつ等を実施するもの

で、本年度が最終年度でございます。１つ飛び

まして、節１９・負担金補助及び交付金では４

２３４万８０００円を計上いたしております。

その主な内容としまして、説明欄９行目の環境

生態系保全事業負担金１００万円は、本市の重

要な水産物であるアサリ貝などに多大な被害を

与えているナルトビエイなどの駆除やアサリの

生息状況調査等にに対する協議会への負担金で

ございます。次の説明欄５行目、熊本八代海地

区水産環境整備事業負担金６００万円は、県営

事業にて八代地先に実施されるアサリ漁場造成

のための覆砂事業に対する負担金でございま

す。次の八代市水産振興協議会負担金６５４万

４０００円は、放流事業や海域環境の保全及び

改善事業に対する負担金。説明欄１３行目、船

溜り整備事業補助金１２１万５０００円は、漁

協が管理している船だまりの施設整備３カ所に

対する補助金でございます。次に説明欄、下か

ら２行目、のり養殖振興事業補助金２０５万８

０００円は、ノリ養殖振興にかかわる経費に対

して、その一部を鏡町漁協へ補助するものでご

ざいます。次の水産基盤整備交付金事業補助金

１２３７万５０００円は、金剛干潟対策試験事

業、干潟の浮泥を除去し、改善を図るもの、八

代漁協所有の増殖センターの遮光ネット改善に

伴う経費の一部補助等でございます。説明欄７

行目、藻場造成・魚礁設置事業負担金７００万

円は、環境センター建設事業関連で、新規事業

として塩屋地区協議会が事業主体となって実施

するものです。次の全国豊かな海づくり大会協

賛行事負担金２００万円は、本年度、全国豊か

な海づくり大会が熊本県で開催されることか

ら、大会を盛り上げるために、みなと八代フェ
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スティバルを全国豊かな海づくり大会の協賛行

事として開催することで、海の豊かさ、大切

さ、魅力を発信するものでございます。 

 また、特定財源の国県支出金２１８８万７０

００円の主なものは、産地水産強化支援事業１

２７０万４０００円、水産基盤整備交付金事業

補助金９１８万３０００円、その他２９８万２

０００円の主なものは、熊本八代海地区水産環

境整備事業に伴う漁協負担金１５０万円、五家

荘やまめ中間育成施設のヤマメ売り払い収入の

１２０万円などでございます。 

 続きまして、１１３ページお願いします。 

 款１０・災害復旧費、項１・農林水産業施設

災害復旧費の目１・農業施設災害復旧費で１０

００円を計上いたしております。これは存目の

ため計上いたすものでございます。 

 以上、農林水産業費及び災害復旧費の説明を

終わらせていただきます。御審議方よろしくお

願いします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何か質疑ございませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。じゃ、最初か

ら、７７ページからですね。 

 くまもと畳表復興支援事業負担金なんです

が、これ２４年度からの事業だったかというふ

うに思います。で、２４年度の成果、結果がど

うであったかということについて御説明をお願

いしていいですか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） くまもと

畳表復興支援事業について御説明申し上げま

す。 

 これは、６月補正で、県の補助事業というこ

とで、東北の被災地のほうに畳表の支援をする

ということで始まった事業です。 

 八代市のほうは、その事業主体の熊本県いぐ

さ・畳表活性化連絡協議会のメンバーとして負

担金を計上しております。 

 その２４年度の目標としては、岩手県、宮城

県、福島県合わせまして３県で２５００万円

分、２５００件分の１万円の農産物支援という

ことで予算組みをしました。それと公共施設へ

の畳の張りかえを組みました。それと事業の周

知ということで、その周知費の分を組んであり

ます。 

 具体的に申し上げますと、１点目の被災地の

住宅の畳表の張りかえについては、この事業は

２４年度途中から始まったことで、実際の公募

が１１月１５日から始めました。終わりを２月

の末ということで始めまして、現在、２月２７

日の取りまとめでは３６０戸のところから応募

があっております。そこに農産物の塩トマト、

それから――これ太陽の子セレブですね、１キ

ログラム、それから晩白柚、２Ｌを２つ、ドラ

イトマト２袋詰め、それからトマトケチャップ

など八代の特産品を送っております。 

 ２５００戸予定しておりましたが、実施時期

が１１月から冬時期にかかったということで、

なかなか募集が進まなかったということと、そ

れと、向こうのほうの畳屋さんたちの周知がま

だ３分の１ぐらいしか徹底できなかったことも

ありまして、これぐらいの進捗状況となってお

ります。 

 そこで２点目の、被災地の公共施設への畳張

りかえというところを、ここを計画を変更いた

しまして、そこを重点的に２４年度はやってお

ります。宮城県を３３施設、それから福島県１

９施設、岩手県３施設、合計の５５施設で１３

１０畳分の公共施設の畳張りかえを実施しまし

た。これは東北のほうの畳屋さんたちがちょう

ど、１月、２月のころは仕事が減るということ

もありましたので、公共施設の張りかえは事業
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としてはスムーズにいっております。 

 ３点目の、実績としては、まずは現地のほう

の詳細な現在の実態調査をするべく、それぞれ

の業界の方を巡回しながら、公共施設の事業実

績の確認もしながらですね、職員が何班かに分

かれて巡回のほう、回っております。現在、そ

の巡回の聞き取り調査等については取りまとめ

中でありますが、今後の事業展開をする予定と

いうことで、有効に利用したいと思っていま

す。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃ、ほかに。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 田中委員、どうぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。同じく７７ペー

ジなんですが、そこで都市農村交流対策事業補

助金ということで出ておりまして、これが２６

年度に２つの中学校から体験型の修学旅行の予

約があるということで説明いただいたんです

が、どういう地区から予約があって、地元受け

入れとしてはどういうところが予定されている

かですね。そこいらについてちょっと、現状で

わかってましたら、教えていただきたいと思い

ます。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 農業政策課長の黒木です。 

 ただいまの御質問ですが、まず受け入れ予定

ですが、兵庫県の学校から２校が申し込みがあ

っております。１つは高砂市立の荒井中学校、

もう一校が明石市立の野々池中学校です。 

 受け入れ予定ですが、現在八代市で、今回の

農業体験型修学旅行ということで申し込みがあ

っておりますので、受け入れ予定としては、民

泊を予定しておりますが、現在の状況から言い

ますと、八代市の場合、農家民泊できるのが約

１０戸ぐらいしかありませんので、今後、坂

本、東陽あたりを含めて民泊受け入れ可能な状

態にしていきたいと思っております。 

 以上です。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員、ど

うぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。大変ですね、兵

庫県の中学校からそういうことでオファーがあ

ってるちゅうことで、いいことだと思います。 

 長崎県等ではですね、かなり以前からも取り

組まれていてですね、熊本県は割と少なかった

のかなあと、そして八代がこういう形で２６年

度からということのようですから、八代の特に

農産物のですね、非常に多いところで、ＰＲに

もなるということもありますので、ぜひ引き続

きですね、八代に来ていただいて、また見てい

ただいてですね、八代の農産物がさらに全国に

発信できますように努力をお願いしておきたい

と思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにいいですか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 同じく７７ページの一

番下の段ですが、農地集積協力金事業補助金、

これは貸し手のほうだろうと思いますが、これ

は反当たり幾らですかね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） ただいまの御質問ですが、この事業は

平成２３年度から実施しておりますが、反当た

り、――１０アール当たり２万円です。（委員
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村上光則君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

 はい。 

○委員（古嶋津義君） ７７ページ、黒木農業

政策課長ちょっとお尋ねですが、青年就農給付

金事業、これは例えば、認定農家で、認定農家

の後継者、あるいは面積がどれくらいなかれぬ

ばだめとか、新規、新しく始める人は、後継者

じゃなくてですね、そういういろんな条件があ

ると思いますが、その辺の条件をお聞かせいた

だきたいと思いますが。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） お答えいたします。 

 青年就農給付金事業につきましては、本年度

１２月、まず補正をお願いいたしました。 

 この事業ですが、条件としましては、まず、

所得が２５０万以下ということで、就農当初、

経営が不安定な方を対象として給付する事業で

す。 

 通常、農家の後継ぎの方になりますと、なか

なか条件的に厳しいものがありますが、新たに

就農された場合、自分の土地を、仮に親の方か

ら半分以上、――あ、半分以下ですか、また、

その半分以上を自分と関係ないというか、第三

者から借り入れる方を対象としております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） はい。例えば、親か

ら、多分、生前贈与か何かせぬばんとですか

ね。その辺の状況ば。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） お答えします。 

 生前贈与とかする必要はなくて、だから、親

御さんから借り入れも可能です。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員、ど

うぞ。 

○委員（古嶋津義君） 後でペーパーをいただ

ければ。はい。それが早かごたっ。（｢はい」

と呼ぶ者あり） 

○委員（幸村香代子君） 関連でいいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） １２月補正を組まれ

たんですが、そのときの人数も２１人かなんか

だったかと思うんですね。実際は何名になりま

したか。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 本年度の給付予定２１名でしたが、実

際の給付は本年度５名を予定しております。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 幸村委員、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） はい。それとです

ね、１５０万、ことし、前回も７５万だったん

ですが、半年で。これは所得に入るんですか

ね。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） お答えします。 

 この給付金は所得には入りません。 

○委員長（百田 隆君） ほかに。 

○委員（太田広則君） ちょっと、はい。 

○委員長（百田 隆君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） 直接ですね、予算に関
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係ないですが、７７ページのいぐさ・畳表生産

体制強化緊急対策事業補助金５４５０、金額大

きいんで、ハーベスターとかトレーサビリティ

ーとかというのは理解して、事業主体の２分の

１というのは理解するんですけど、昨年、変

色、イグサの変色問題ございました。これは今

どうなって、もう完全に落ちついたでしょう

か、それから対策、再発防止策という形で何か

対策はとられたでしょうか。そこんとこをちょ

っと。この生産体制強化という部分でですね、

共通するものがあったんで、予算には直接関係

ないんですけど、ちょっと聞いておきたいんで

すけど。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。昨

年５月ぐらいに、イグサの変色被害ということ

でありました。それで、農協のですね、ところ

で対策本部がつくられたんですけども、私たち

も参加いたしましたので、経緯についてお話し

いたします。 

 そのとき、原因の追及ということでしたが、

もうここでは話していいと思いますが、ツイン

ターボという稲の殺菌剤が影響しているだろう

ということでありまして、そこを使ったところ

の農家の方が大体影響が出ておりました。品種

でも少し差はあったんですけれども、これで収

量的にどうなるんだろうかということで、かな

りそれぞれ農家の方心配されました。そして、

７月ぐらいに緊急支援ということで、まずお見

舞金を２０万、反当たり２０万ということで一

時金を支払われました。その後、大体、収穫時

期になりまして、どんくらい収穫ができるのか

ということでありましたが、ある程度の面積は

復活しまして、収穫をできたということでした

が、何戸かの、――三、四戸だったと思います

が、そこは途中、もう初めの段階で中断されま

した。最終的には、農協の系列でしたので、最

終的には２４年度の所得の確定と、それまでの

所得の差額を確定申告とか、さかのぼって見

て、それで差額補塡をするというようなことで

やりましょうという方向性が出ております。今

現在、その途中なもんですから、それが確定し

てから、その補償については図ろうというのが

この前までの話でした。 

 ２戸、３戸、中断されたところについても、

そういうことで、前年の所得を確保すべく補償

するような方向で検討されてるようですが、ま

だそこまでは最終決定はなされていないと伺っ

ております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） はい。じゃ、再発防止

策はもうこの、先ほど商品名言われましたツイ

ンターボを使わないということで理解していい

んですか。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。も

う農協としても、農協とか経済連としても、そ

ういうような方向で指導していくということで

なっております。（委員太田広則君「はい、わ

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済みません。さっき

終わってなかったんですが、さっきのですね、

これ県の事業なのでですね、市がどうこうとい

うのはないのかもしらぬですけど、対象が２１

名でですよ、５名だったと。何でこれぐらい

で、あとの方はなぜ、これ申請されぬのかなと

思うんですけれど、何か理由がありますか。 
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○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） ただいまの御質問ですが、２１名に対

して、また私たちは実際御案内をしまして、い

ろんな個別な対応でしていったんですけれど

も、先ほど申し上げますように、所得が上回っ

ていたり、農家の後継者というか、後継ぎの方

だったりというような状況で、最終的には５名

の方に落ちついたということです。 

○委員長（百田 隆君） いいですか、幸村委

員。 

○委員（幸村香代子君） ようわからぬ。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。

（｢飯食ってからよか」「御飯食べっかい」

「また昼食後に。はい」と呼ぶ者あり） 

 それじゃ、しばらく休憩いたします。午後１

時から再開いたします。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

○委員長（百田 隆君） それでは、午前の部

に引き続きまして午後の部を再開いたします。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。午前中、青年就農給付金事業に

関した御質問があっておりましたので、まずそ

のことからお答えをしていきたいと思います。 

 お手元のほうに資料をお配りしております

が、青年就農給付金の給付要件ということで資

料を差し上げておりますが、ごらんいただきた

いと思います。 

 これが給付要件になっておりますが、まず１

番目に、原則年齢が４５歳未満であるというこ

と、２番目が独立自営就農であることというこ

とになっておりますが、①です。農地を給付対

象者が有しており、給付対象者の所有と親族以

外からの賃借が主であること、主であるという

のが５割以上ということです。親族以外からの

賃借、親族以外というと具体的には４親等以上

になります。②、③を飛ばします。④ですが、

給付対象者の名義で通帳、帳簿を管理すると。

下の米印に行きます。親元に就農する場合、親

の経営から独立した部門経営を行う場合や、親

の経営に従事してから５年以内に継承する場合

は、その時点から対象となると。じゃ、親の経

営部門から独立した部門経営というのは、新た

に、例えば、トマトを栽培されてる方がレタス

を給付対象者がする場合は対象になるというよ

うな条件になります。右下に行きます。じゃ、

給付停止ということで、ここで給付金を除いた

本人の前年の所得が２５０万を超えた場合は給

付停止になるというのが、ここでうたわれてお

ります。 

 で、今回、平成２４年度の１２月にお願いし

た２１名ですが、２１名に関しては、まず過去

５年間に新規就農された方から、明らかに４５

歳とか、この要件に合致しない方を省いたとこ

ろで２１名を予定しておりました。で、今回そ

の中でも５名の方が給付対象になりましたが、

じゃ、残り１６名の主な理由ですが、この理由

としては、①のですね、農地要件のクリアがで

きなかったという方がほとんどでありました。

いろんな事情があるかと思いますが、それで給

付が受けられなかったということになります。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（百田 隆君） 幸村委員、いいです

か、それで。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） はい。最初にです

ね、この２１ていう数字が、この給付要件をで
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すね、全て満たした方が２１人だろうというふ

うに思っていたことが、そもそも私の間違いだ

ったていうことがわかりました。 

 で、それと、２１ていうこの数字について

も、とりあえずその予算確保のための２１人と

いうふうに思っていいんですかね。で、よろし

いですか。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい、そのとおりです。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、わかりまし

た。 

 それと、先ほどの中でですね、１点だけちょ

っと教えてほしいんですが、１５０万がです

ね、所得にならないというお話だったんです

が、それがちょっと何でかっていうのがよくわ

からないんですよ。普通は雑所得か何かという

ふうにされるべきものだろうというふうに思う

んですが、それが所得としてはならないという

のは何か理由があるんだと思うんですが、お願

いします。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 済みません。ただいまの御質問です

が、所得にならないという回答をさせていただ

きましたけれども、基本的に、この給付停止要

件として、給付金を除いた本人の前年所得が２

５０万を超えた場合ということになっとったも

んですから、私の認識として、この部分の所得

にならないというふうに思っての回答でした。

（委員幸村香代子君「はい、わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） じゃ、ちょっと関連

で、よか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員、ど

うぞ。 

○委員（山本幸廣君） 確認しとくばってん、

今、ずっと質問、答弁の中、質問、答弁、質疑

があっとるわけですけども、執行部のその説明

の中でたい、２１名言ってから、２５年度の予

算、理由は農地の所有権または利用権を給付対

象者が有しておると、ここらあたりが一番多か

ったっかな、その１６名というのは。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい、お答えします。 

 先ほども申し上げましたが、この①要件のク

リアができなかった方が１６名の中でほとんど

だったということです。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） これは私勉強したばっ

てん、青年就農給付金制度というのは、これは

県はことしが初めてか、２年目か。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） これは国の事業ですが、本年、２４年

度からスタートした事業であります。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） やっぱし、こういう事
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務手続上の、トンネルの事業というのは、しっ

かりした、そういう給付を受けられる方、なる

だけならば事前の説明会等々しながらね、やっ

ぱり予算書というのは計上してくるべきだと思

うわけたい。そうせぬとしゃがな、この予算書

なんから、当てんならぬ予算書となってくるわ

けたい。なっ。だけん、そこらあたりはやっぱ

り注意をしながらたい、やっぱりこういう１つ

の、やっぱり制度要件というのをたい、きっち

り説明できる、いろんな団体であろうが、農業

者クラブであろうが、ＪＡであろうが、そして

また新規就農の方々についてはたい、１年前は

必ずわかるわけだいけん、前年度はな。前年度

からやっぱりこういうような説明をしながら、

じゃ、どういうところの方が対象になるんだろ

うかということは、事前にやっぱりキャッチし

ながらたい、やっぱ数字を出していかなけれ

ば、私たちはやっぱ、あえて予算書と、案てい

うのは、あくまでも案であるけれども、それは

やっぱり審議していく以上はたい、余りにもか

け離れたらいかぬと思うわけたいな。そこの１

人や２人、３人ならよかばってんが、やっぱり

ここらあたりについては、ことし１年、しっか

りした予算書をつけられたわけですけんでか

ら、努力をしていっていただきたいというふう

に思います。これ要望しておきますからね。ち

ょうど聞いたけんでから。（｢はい」と呼ぶ者

あり） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） もう一つ関連としてち

ょっとお尋ねですが、農地の所有権、そこのと

ころですが、親族以外からの賃借、借るのは親

族以外からちゅうことだいけん、親族からの

は、自分で所有しとかぬばだめなんですかね、

こら。その辺の解釈。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。お答えします。 

 基本的に、本人が所有してる面積の５割以下

であれば、本人名義への、生前贈与を含めて所

有権の移転、あわせて賃借も含めての面積とな

ります。 

 よろしいでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（古嶋津義君） 面積については、あれ

はなかっですね、制限は。何ヘクタール以上と

か。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） 面積についての制限はありません。 

 ただ、２５０万ていう所得が出てまいります

ので、余りにも大きかったら対象にならないよ

うなことに、――２年目以降はですね、対象に

ならないようなことになるかと思います。（委

員古嶋津義君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。７７ページの

い業機械再生支援事業補助金５００万、新規事

業かと思うんですけれども、これを少し説明し

てもらっていいですか。なぜこれを新規事業と

して行うに至ったかという理由をお願いしま

す。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） お答えし

ます。 

 先ほど、県の補助事業の分は緊急対策事業と
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してあったんですけれども、今回、い業機械再

生支援事業補助金ということで、市の一般財源

で新規事業として５００万組ませていただきま

した。 

 この背景には、今イ業機械がなかなか新規

の、例えば、ハーベスターとか移植機とか、生

産が中止されているということでありまして、

その機械の再生のための今支援プロジェクトを

つくって支援をしております。ただ、それがな

かなか本格的に、機械の再生産が始まっていな

いものですから、今現在、必要な対策としまし

て、今使っている機械、この機械がなくなれば

イ業をやめなくちゃいけないというようなこと

で話もありましたものですから、まずはその機

械が再生が始まるまでのその期間のサポートと

いう意味で、この再生支援事業が必要というこ

とでやりました。 

 これを始めるときに、本年度の全戸調査でで

すね、全部回りまして、アンケート調査をした

ところ、今言いましたとおり、生産者の保有す

る機械がほとんど老朽化していると、それと機

械がなくなればイグサ栽培を中止するという声

が多数ありました。それと、生産者ごとにです

ね、やめられた農家から中古機械を確保して保

有されておりますが、それもやはり限界がある

ということで、やはり今の機械を少しでも長く

使ってもらって、これ以上イグサ農家が減らな

いように、イグサ面積が減らないということ

で、今一番必要な事業ということで、これは県

の補助事業になかなか乗らない事業で、県の補

助事業は３戸以上の組合をつくって、そういう

組織育成の面も含めているもんですから、市の

単独事業で、今一番困っている農家のその老朽

化している機械に対しての補助をしまして、イ

グサ機械の少しでも延命ということで、そうい

う事業を組んでみました。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） 来年度予算としては

５０台分ですかね。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。上

限１０万円としておりますので、５０台分がし

まして、５００万ということになっておりま

す。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員、ど

うぞ。 

○委員（幸村香代子君） 先ほど、アンケート

調査を各農家にされたということで、希望とし

てはもっと多いんでしょう。どれくらいあるん

ですかね。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋永農業生産

流通課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） それぞれ

の機械を取りまとめまして、合計すれば、八代

市全体で４９６台の希望がございました。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。あと、計画ど

うされるんですかね。ことし５０台ということ

と、あと希望が４９６台あったということ。事

業計画はどんなふうにされていくんですかね。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。先

ほど申し上げましたとおり、まずはイ業機械の

再生についてメーカーと話し合って、その復活

をお願いしてまいります。それにあわせまし

て、それができるまでの延命策ということで、

この事業を考えておりますが、一応ですね、私
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たちもこの４９６台をめどにして、５年間ぐら

いでは全部網羅できるような予算組みをしたい

ということで要求はいたしました。 

 ただ、これ何分にも一般財源ということでご

ざいましたので、今回５００万予算がつけてい

ただきましたので、一番老朽化して、その家

で、これがイグサ継続に一番必要な事業とい

う、機械ということをそれぞれ申請してもらっ

て、あと査定しながら、順番をつけて順次対応

していきたいというふうなことで考えておりま

す。 

○委員長（百田 隆君） 幸村委員、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） はい。何というか

な、なかなかにですね、理解しづらい事業なん

ですよ。確かに、今のイ業農家のですね、皆さ

んが置かれてる状況はわかるんですけれども、

どこの、例えば、事業所にしても、いろんなほ

かの産業のとこにしてもですよ、やっぱりオー

バーホールであるとか、事業機械のメンテナン

スということについては、ほとんどやっぱり自

分たちで計画を立ててなさってるというふうに

思うんですね。 

 しかし、それに対して補助金をね、やっぱこ

んなふうに出していくっていうことについてで

すね、やっぱりきちんと御理解をいただくよう

なやり方をせぬといかぬだろうというふうに思

うし、そもそも、先ほど言われていた根本的な

解決ですよね。今機械あたりの生産がストップ

していると、それをどうにかもう一回できるふ

うにならないかという、そういったふうな根本

的なところのですね、解決をまずはきちんとや

っていくというふうなところにですね、力を注

いでいただきたいなというふうに思います。こ

れが常態化して、こういう事業があるけんが、

次々にオーバーホールに関してですね、やっぱ

りお金を出していくということじゃなくって、

根本的な問題の解決をですね、きちんとやって

いただきたいというふうに思います。 

○委員長（百田 隆君） はい、農業生産流通

課長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。私

どももそういうふうに考えておりまして、今度

のオーバーホール事業もですね、一般的な農機

具には個人の補助はないもんですから、イグサ

機械の生産がとまっとる、特殊事情の機械だけ

を今対象にしています。 

 そして、例えば、イグサの移植機ですけれど

も、今生産中止されておりますが、汎用型の田

植え機のアタッチメントという形で何か開発で

きないかということで、今次世代の農機具のと

いうことでメーカーに提案して、取り組んで、

模索してもらっています。 

 それと、ハーベスターについては、熊本県い

ぐさ・畳表活性化連絡協議会の中で、やはりプ

ロジェクトチームで検討し、リース事業として

県の補助事業として、今在庫分はリース事業と

して活用しようという、在庫がなくならなけれ

ばメーカーも造成をしないというふうなことも

ありましたもんですから、そういうようなこと

で取り組んでいるところです。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。ぜひ、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、いいですか、関連して。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○委員（幸村香代子君） 決算ですね、決算審

査特別委員会のときに、タグ、ＱＲコードのタ

グだったですかね、の不用額がかなり出ていた

ということで指摘をさせていただいてます。そ

れについては改善をしていくというふうなお話

だったんですけれども、――ちょっと予算がで

すね、どこに出るかわかんないもんだから。 

 で、そういったふうなところの改善とです

よ、やっぱりこういったふうなことでの連動性

をですね、きちんとやっていただきたいという
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ふうに思うんですよ。片方で、やっぱりＱＲコ

ードのタグはつけぬけれども、これはやってほ

しいとかじゃなくって、やっぱりきちんとした

施策をやっておられるところに、やっぱこうい

ったふうな補助金もですね、きちんとやってい

くっていうふうなですね、連動性は持っていた

だきたいというふうに思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） じゃ３点ほど。 

 まず、橋口部長、中田次長含めて、頭のほう

にちょっとばっかりお聞きしたいんですけれど

も、１つは感想で、今回予算書をつくった中で

の感想、前年対応を含めてですね、そこらあた

りをちょっと聞かせていただきたいと思いま

す。 

 まず、７７ページの農林水産業費の中の目の

農業振興費、２億弱ぐらいの計上してあるわけ

ですけども、その次の次のページで水産業振興

費というのを見てください。これが１億ちょっ

とぐらいでありますが、この予算に水産業振興

費が少ない多いというのは別なんですよ。私が

言いたいのは、あえて農業振興費が少ないとい

うのを言いたいというのが旨なんですね。なぜ

少ないかということなんです。 

 これは八代市で農産品というのはどれだけあ

るか、これは担当部はよく把握しておられると

思うんですね。米からトマトから施設園芸から

野菜から、いろんな、イグサの跡地利用したジ

ャガイモとかですね、一寸ソラマメとか、たく

さんの農産品がありますよね。そういうのを全

体とした農業の振興費の中で、園芸振興費のは

下のほうに１２００万ぐらい上げてあります

が、こういうのを全体見てですね、水産業費は

安いか、多いか少ないかちゅうのは別ですよ、

水産業費を、私があえて、その例を今出してか

ら質問しておるわけですけれども。ここの予算

の比較等を見ながらですね、毎年、これは平成

２２年を対照したんですけれども、ほとんど、

ほとんど変わらないような状況のように推移を

してるんですよね。 

 そういう中で、その比較の中で、今回の２５

年度の予算、いや、予算要求したけれども、ど

うしてもこれだけの農業振興費でおさまったと

か、そしてまた、事業かれこれの中でいろんな

負担金、補助金等の交付金がありますよね、そ

ういう中で予算の額が左右したんですよと、ま

だまだしたい事業って、新しい新規の事業はし

たいゆうのがたくさんあったと、あったけれど

も要求どおりいかなかったとかですね、そうい

うのを分析しながらですね、もしよかればです

ね、そこらあたりの感想をお聞かせいただい

て、それから次の２点目に質問させていただき

たいと思いますので、どうですか。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。今、委

員さんお尋ねの農業振興費ですが、毎年、大体

事業費的には２億前後ということで予算を計上

させていただいております。 

 中身につきましては、説明欄にありますよう

に、国、あるいは県の補助事業が主体となって

おりますが、この中にも一応、市単独事業とし

て、今年度を見てみますと、先ほど質問があり

ましたように、い業機械再生支援事業、あるい

は畳表張り替え促進事業ということで、市単独

事業の補助金も上げております。 

 で、市単独補助金につきましては、先ほど幸

村委員の質問の中にもありましたが、こちらで

一応事業を達成するために、補助金としてこれ

だけ必要ですということで予算のほうは要求い

たすわけですが、そこの点については、なかな
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か市全体の予算の中で配分としては、今回につ

いてもこちらの予算分よりは少なくなった状況

です。 

 それと、農業振興費につきましては、当初予

算の中ではですね、一応いろいろ今回も、２４

年度についてもかなりの多くの補正予算をお願

いいたしましたが、国と県の補助事業が年度途

中で来るということで、毎年、補助金が、指令

等の確定があった後に補正をお願いしている状

況です。 

 で、なかなか当初予算の時点では、予算、な

かなか、確定しない分については組めないわけ

ですが、今後とも、確かに農業振興については

ですね、部としても重要なことで現在取り組ん

でおりますので、そういう事業の確保と、また

市単独事業についてもですね、新規事業を農家

の皆さんと協議しながら、必要な部分について

は今後とも新設、あるいはいろいろ継続してい

きたいということで考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 部長、これはもう真剣

に捉えていただきたいと思うんですね。今がチ

ャンスというのは。前の市長さんはチェンジと

言われたんですけど、今私はチャンスと言って

るんですよ。東北、そしてまた今回のＴＰＰ問

題も含めてですね、よし悪しに左右するんです

ね、今回は。日本の農産物というのは。日本の

農業というのに対しても。 

 そういう中で、私が一例を言うと、米の消費

拡大、米を物すごくないがしろにしてるような

気がしてならないんですよ。米が一番ですね、

農業団体もですね、事業料は一番高いのが米な

んです。それからトマト等となっていくわけで

すけれどね。米については、もうほとんどうち

のやっぱり行政としてもないがしろに今してる

気がしてならないんですけれども。いろんなで

すね、米についてはいろんな品種がありますか

ら、そういう改良とかですね、それとやっぱ消

費の拡大等々についてもですね、八代米をどう

やって消費地にですね、供給していくかとい

う、これはもう八代米としての独自のブランド

化を進めていく、そういう新規の事業もです

ね、取り組んでいただきたいと。それ取り組ん

でなかったというのがこの予算書の中ですから

ね。取り組んでいただきたいという、もう強く

要望しておきますが。 

 それと、農産物の安全・安心がこれに事業

で、今幸村委員からも指摘が、この欄のあった

んですけども、八代市の農産物の安全・安心対

策事業の補助金、これも１９０万ぐらい、前年

度からずっと見てみますと、３５０万ぐらいあ

った予算がこれは下がってきておりますね。そ

ういう中で、やっぱし安全・安心という農産物

はですね、これがですね、今八代はキャッチフ

レーズなんですよ。それははっきり言ってか

ら、挨拶運動日本一もいいですよ。安心・安全

農産物日本一ていう、こら大事なことなんです

よ。こういうのを掲げてですね、どこでも旗は

つくってですよ、してくださいよ。もう安心・

安全農産物は八代しかないと、これは日本一な

んですよというぐらいのですね、やっぱそうい

う事業をですね、展開していただきたいと。た

だこっだけは、１９０万ですので、これにプラ

スしてですね、平成２２年か２３年、３５０万

ぐらいありましたよね。そういうのをですね、

やっぱり知恵を出していただきたいと、そうい

うふうに思います。 

 それと、その振興費の中でもですね、いろん

な農産品がありますけんでかっ、そういうのを

網羅しながら、担当部としては知恵を出してで

すね、振興策を、どう振興策をしたらいいのか

と、いろんなＪＡの団体と、いろんな各種の個

人でもですね、そういう方々といろんな、超、

国際的な有名な学者を呼んで講習をするとかで

すね、講演をするとか、そういう新しい事業を
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ですね、農業に関する事業をしてほしいなとい

う要望です。 

 それからですね、先ほど水産振興費言いまし

たけども、やっぱし比較した場合に、農業振興

費が少ないですよね。じゃ、はっきり言って費

用対効果はて言ったときは、どっちが費用対効

果ありますかと。水産業に私はあえて言うんじ

ゃないですよ。ただ予算書を見た範囲内で私は

言うわけですから。水産業費もまだ少ないかも

しれません。だけども、農業振興については、

もう極端ですよね。園芸振興費合わせてもです

ね、２億ちょっとぐらいでしょう。うちの農業

振興いうのは全体ですから。それを今ですね、

八代市、１次産業、ほんとに位置づけして、税

収を高めていくならば、この農業振興というの

はですね、もう事業をどんどんやっていくです

ね、プロジェクトをつくってですね、農業政策

課が。そういうふうな、やっぱし地方の市町村

の中でもですね、やっぱし一番の農業のまちだ

と、市であるということをですね、ＰＲする中

でも事業を進めてほしいというのが私はもう客

観的にずっと何日か考えてました。一般質問か

らずっと考えてましたけども、やはり一般質問

でも、あとの農事研修センター費用というの

は、もともとは環境センター、前市長のときに

は環境センターだったですね、改善環境センタ

ー。今回、農事研修に変えておりましたけど

も、その中身については一般質問しましたか

ら、充実してください。 

 それともう一つはですね、この下の、次の７

８ページ。 

 ２点目ですが、７９ページ、市内一円の土地

改良の整備事業、これがことしは２億２０００

万つけておりますね。これは大体２億５０００

万ぐらいはですね、平成２２年度は２億５００

０万ぐらいやった。２３年度もやっぱり２億、

３億ぐらいありましたですね。 

 私はなぜ言いますかというと、担当部として

はもう一生懸命努力してかっですね、今この整

備がやってますよ、排水からずっとですね。今

後新しく鏡が土地総合整備事業をやるし、平和

町が終わって、新しい単独の事業もやってです

ね、努力をしております。そういう中でも、や

っぱし職員の配置の中で、技術職員が少ないで

すね。だから事業ができない。あとの排水の未

整備、どれくらいあるかということを聞きたい

んですけども。 

 そういう中でですね、もう少し、日本一の産

地を目指すならば、集排整備というのはです

ね、私はどんどんどんどん進めてほしいと思う

んですよ。ここらあたりをですね、もう少し考

えてほしいなと。担当の職員はなかなかです

ね、予算要求のときは、上司に言うのをです

ね、これぐらいしとけというのが上司の考えで

すから、そこらあたりは配慮していただきたい

と思います。そうすることによって、排水の整

備、そしてまた道路の整備がでけてですね、農

村環境がよくなって、それで本当の日本一のや

っぱし農村地域になるというふうに確信をして

おりますし、部長たちも、中田次長あたりもで

すね、残された期間一生懸命努力してほしいな

ということであります。特に米については、今

ほとんど水田営農活性化対策推進事業費です

ね、見ても前年とほとんど変わりませんね。そ

ういうことでしていただきたいと思いますが。 

 もう一つですけども、廃プラの処理の費用が

計上してないですよね、ことしは。去年から計

上してないのかな。ここらあたりはちょっと聞

かせといてください。その理由を聞かせてくだ

さい。（発言する者あり）──いいです。じ

ゃ、委員長、よろしいです。（｢てんぷらです

よね」と呼ぶ者あり）てんぷらじゃなかよ、廃

プラです。はい。計上してなかったと思うんで

すけどもね。しとるかな。垣下次長。 

○委員長（百田 隆君） 垣下農林水産部次

長。 
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○農林水産部次長（垣下昭博君） はい。廃プ

ラの件でございますけれども、一昨年から計上

いたしておりません。（発言する者あり）一昨

年から廃プラのほうは一応計上いたしていない

ところでございます。 

 これにつきましては、３年間ほどやりまし

た。で、目的といたしましては、不法投棄をな

くそうというような目的でやっておりました。

で、あくまでもこれ意識づけをしようというよ

うなことで、啓発運動の一環としてやってきた

ところでございます。で、一応３年間というこ

とで一応やっとりまして、３年過ぎたものです

ので、事業としては一応廃止をしたというとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員、ど

うぞ。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

 当初、私が所属した中で、その３年間という

流れの中じゃなかったような気がしてならない

んですね。 

 というのは、やっぱしその当時は、その廃プ

ラについてはなかなかその処理ていうのが、環

境的な問題があってですね、なかなかその処理

が、農道に置いたり、風が来たら飛んでどうし

ようもないとか、カラスが来てどうしょうもな

いとか、そういうような中で、たまたまあそこ

の施設がでけてですね、じゃ、助成をつけなさ

いと言うていったのが、私が張本人だもんです

から。 

 これについてはですね、昨年度からついてな

いわけでありますので、よろしかればまたです

ね、現地の調査をし、ＪＡあたりとも相談しな

がら検討してください。ですね。こらもう大事

な問題です、この廃プラの補助金についてはで

すね。 

 なかなかこれからですね、その廃プラをです

ね、収集する、そういうところは少なくなって

くると思います。で、そういう中で、予算計上

してなかったからですね、質問したんですけど

も、検討していただくということにしていただ

ければなと思いますが。御答弁いただきたいと

思います。説明してください。御見解聞かせて

ください。せぬなら、せぬでよかし、するな

ら、するで言ってください。 

○委員長（百田 隆君） 橋口農林水産部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。廃プラ

スチック処理については、もう今委員さんもお

っしゃられましたように、施設園芸がここ数年

またかなり多くなっております。そのような状

況を踏まえてですね、３年間、以前実施しまし

たが、ここまた何年かの状況を見ながらです

ね、どうやるかというのは検討させていただき

たいと思います。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） あえて最後です。ぜひ

とも検討してください。来年計上するように努

力してください。現地調査しながらですね。 

 ８２ページ、林業振興費、林道の維持費等々

について、予算を来年度も計上してあるんです

けども、今回は災害関係もあるかと思いますけ

ども、その林道の維持、林道のですね、現状で

すよね。私も坂本から泉等々、ちょっと林道を

見てきたんですけども、大変ですね、担当部は

ですね、苦労してますよ、金がないから。予算

がないから、ああいう、やっぱし、石はです

ね、林道に転んできてですね、そのままの状態

にしておかなきゃいけない。ここらあたりはで

すね、現場に見に行ったら、はっきりわかりま

すよ。やっぱ運搬で処理をするときですね、そ

の処理費用も少ないという状況の中でですね、

職員は言ってないですけども、ないから、ああ

いう状況にあってるんじゃなかろうかなと思う

んですね。 
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 ですので、よろしかれば、この林道の維持費

あたりもですね、今後現地を調査しながらです

ね、来年度に向けて努力をしてほしいなと。 

 担当部はなかなか言えないと思いますけんで

から、橋口部長、よろしかれば、部長と次長、

中田次長と垣下次長、３人で地域林道の延長を

調査していただいて、その現場をですよ、やっ

ぱし、ほんとに道路が狭くなってきてますよ。

土どめがコンクリしてないですからですね。で

すから、上から落ちてきて、そういう状況にあ

りますので、よろしかれば、災害復旧んときに

一緒にすればよかと思うんですけども、それは

それとして頑張っていただければなと思いま

す。これは要望です。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。２点ほど、お尋

ねをさせていただきます。 

 まず、黒木農業政策課長に、農業技術者育成

支援事業補助金についてですが、この知識及び

技術習得に係る研修ということでありますが、

内容としてはどういうような、例えばどっか

の、そういう関係の団体で研修を受けるとか、

農業大学に行って研修を受けるとか、自分自身

で本を購入するとか、どの範囲までが研修、補

助対象になるのか、お聞かせをいただきたいと

思います。 

 それからもう一点ですが、潮崎農地整備課長

に、農地・水保全管理支払交付金事業について

ですが、この農地の保全、水、環境問題、大変

大事なことだろうと思います。特に山間地にお

いては、中国によって山間地が買われて、水を

確保する、そういう状況もあるそうでありま

す。 

 この共同活動、それから向上活動、同じ１９

地区ということになっとりますが、同じ地区ば

っかりじゃないというふうに思いますけれど

も、その辺のところをお尋ねをさせていただき

ますとともに、この事業についてですね、もっ

ともっとふえるような傾向にあるのか、その辺

も２点お聞かせをいただきたいと思います。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） まず、先ほど農業技術者というような

お話でしたが、農業後継者支援事業補助金でよ

ろしいですか。（委員古嶋津義君「はい」と呼

ぶ）はい。 

 この事業の、まず補助対象経費として見てお

りますのが、研修に係る往復旅費、宿泊費及び

受講費等を経費として、合計額の２分の１に相

当する額の５万円を限度として補助するもので

す。 

 以上、お答えとします。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 例えば、こっちにそう

いう団体とかあって、例えば、研修、講演とか

あったときは、そういうのも入るわけですか

ね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。もちろんこちらに呼んでいただ

いて講演を聞くとか、そういうのも対象になる

と思います。（委員古嶋津義君「はい。次お願

いします」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） はい、次。どうぞ。

はい、潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。農地・

水保全管理支払交付金事業について御説明いた

します。 

 来年度は共同活動、向上活動、それぞれ１９

組織ですけども、同じ組織が１９ではございま
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せんで、共同のほうにつきましては、来年度新

規２地区を含めて１９でございます。向上活動

につきましては、新規が１、うち中山間、東

陽、坂本地域の４団体があります。 

 それから、組織の新規に見込みというお話で

すけども、一番のポイントは、その組織をする

活動区域の皆さんの同意ちゅうか、参加率です

ね。農家も非農家もこの組織に参加していただ

く必要がございますので、どうしても非農家さ

んを仲間に入れ込む、そういう御努力の熟度が

ですね、なかなかすぐにはまとまらないという

ことで、少なからずですけども、組織はふえつ

つあるというのが現状でございます。 

 以上、お答えします。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員、ど

うぞ。 

○委員（古嶋津義君） 特に、子供会等々も一

緒になってこの事業に参加をしてるとこも見受

けますし、特に子供のころからですね、こうい

う環境ですか、そういう問題に触れさせること

が大事なことかなと思っております。 

 そすと、地区によってはですね、この金の中

からレンゲソウの種とかやられて、農家が農地

にレンゲソウをまいたりされているようであり

ますので、ぜひ事業の趣旨をですね、徹底をさ

れて、なるだけ多くの地区にこれがふえていく

ことをお願いをしたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） はい。耕作放棄地に関

してちょっとお尋ねいたします。 

 今の耕作放棄地の面積ていうのは、大体、全

体の面積、全体のどれぐらいに当たるかをちょ

っと教えていただけますか。 

 それから、その今事業をやってることにおい

ての解消の進みぐあいというのも、わかればお

願いいたします。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） お答えします。 

 耕作放棄地の現状ですが、２３年度末、――

申しわけございませんが、２３年度末で６１ヘ

クタールほどです。 

 毎年の解消ですが、国・県事業ありますけれ

ども、約２ヘクタールの解消ということになっ

ております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。６１ヘクタール

あって、毎年２ヘクタールしか進んでないって

いうような実情のようですけど、その解消でき

ない主な理由っていうのは何でしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。お答えをします。 

 耕作放棄地に関しては、もちろん高齢化とか

で進んでいくわけですけれども、なかなか、山

間地域が主になりますが、そういうところはや

っぱり新たな耕作者っていうのがなかなか見つ

かりにくいと。あわせて、私たちの広報も、広

報というか、周知も十分ではないっていうとこ

ろもあるかと思います。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） 先ほど、部長もおっし

ゃってましたですね、農業従事者がこの５年間
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の間ですかね、９０００人だったのが８０００

人台になったという、かなり減ってるという状

況だということわかるんですが、山間地域が主

に多いっていうことですから、今後の対策って

いうか、もう一つはＪＡとのタイアップでどん

なふうに、何か事業を拡大というか、ことも考

えてらっしゃるでしょうかね。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長兼農業委員会事務局長（黒木信

夫君） お答えをします。 

 私は、農業委員会事務局長も兼務しておりま

すが、農業対策というか、委員会としてもっと

もっとこのことに関しては十分な対応をしてい

く必要があるという中で、もちろん先ほど言い

ましたように、その対策が十分じゃないという

こともあるかと思います。 

 で、先ほど前川副委員長おっしゃるように、

農協あわせて、先ほど言いましたように農業委

員会、そういうとこの連携をとって、この対策

は急ぎやっていく必要があるかと思ってます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。やっぱり何か、

ＴＰＰ参加とか、そういうのもちょっと話題に

もなってますし、この八代が従事者が減った、

それから６１ヘクタールもあるということで、

今後ますます耕作放棄地がふえていくんじゃな

いかなという危惧もありますし、今言いました

ＴＰＰに入ったときに農業はどれだけ守れるの

かなと、八代がですね、そういった危惧もあり

ますし、農業基盤もまだまだおくれていると。

何かもう少しやっぱり農業に、先ほどいろんな

委員の方がおっしゃっていますけど、力入れて

いただきたいなと。 

 だから、部長、次長方、もう課長方も皆さん

もそうですけど、もっと市長あたりにですね、

申し上げて、農業を守るんだという意識をぜひ

見せていただきたいなと。そうすることによっ

て、やっぱり農業従事者が、八代はやっぱり農

業で守られてるんだと、農業をやっていかない

と八代はだめになるんだという、そういった自

意識をぜひ持たせていただきたいなと、そうい

うふうに思います。 

 まずもって、この耕作放棄地の解消に向けて

最大限の努力をしていただきたいと、これは要

望と意見になってしまいましたけども、よろし

くお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） よかですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 概要の１７ページの中

でちょっとばっかり、当初の予算概要でね。１

７ページなんですけども、新規でナルトビエイ

とアカクラゲ対策、新規なんですね。ほんと、

水産林務はよく、こら担当誰かな、よく考えて

対策をしていただく、補助金ていうか、予算計

上されとるんですけども、数字にちょっとこだ

わりたかったもんですけんでから。これくらい

の金でよかっかなというのでお聞きしたいと思

います、この予算で。まずはといえば、まずは

よかですけども、今回の予算書の中ではこれく

らいでよかっかなっという。継続性も一緒なっ

てから、ちょっと説明していただければと思い

ます。 

○委員長（百田 隆君） 尾﨑水産林務課長補

佐。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 今回、今年度まではですね、１２０万ほど、

実はナルトビエイでついていたんですけども、

皆さん御存じのように、アサリのほうが大量死

滅した関係でですね、えさを求めてナルトビエ

イが来てたのがですね、今年度の実績で来なく
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なったもんですから、その実績に応じてちょっ

と減額したということにしております。 

 で、一応これで様子を見まして、不足する場

合は改めて補正等の検討をしたいなというふう

に考えております。（委員山本幸廣君「クラゲ

は」と呼ぶ） 

 アカクラゲのほうはですね、定置網等にです

ね、たくさん入るということで、現在のとこ

ろ、ことしがですね、数量的にはちょっと、た

しか１トンなかったと思うんですが、そういう

ふうな被害が出てるもんですから、若干です

ね、予算措置させていただいて、またこれも様

子を見て対応していきたいというふうに考えて

おります。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） よろしかれば、私が言

いたいのは、理由は理由として、予算計上する

ときに５万円とかですたい、そういう状況であ

りますので、クラゲが何か最近、金になるとか

何か言ってですね、漁師の方々がとり始めたと

いうこともちょっとお聞きしてるんですよね。

ですので、よろしかれば、ある程度の数字を、

予算を計上して、そしたら、また漁師の方々も

所得は上がるし。 

 それと、ナルトビエイについてもですね、こ

らやっぱどがんしても補助対象の中でですね、

やっぱり１頭が少し安いような気がしてです

ね。高かればうんと、もう重かたとってこらっ

さんわけですたいな、もう途中でぶいやってき

て。やっぱ、軽かたよっぽどよかばってんぐら

いの調子でですよ。そういう方々の意見を聞け

ば、ある程度もう少し予算計上してやったらよ

かったんじゃなかろうかなと思いますけんでか

ら。思い切って予算計上してください。（水産

林務課長補佐兼水産係長尾﨑行雄君「ありがと

うございます」と呼ぶ）修正は今からでんでく

っとですけんでから。本会議でしか私たちは権

利はないんだ、議員は。もう修正は、はい。い

つでも修正できますから。過半数あれば修正で

くっとだいけん。ということですから、頑張っ

てください。（水産林務課長補佐兼水産係長尾

﨑行雄君「ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか

ね。 

○委員（前川祥子君） じゃ、もう一ついいで

すか、済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。アサリのです

ね、放流なんですけども、これがですね、ちょ

っといろいろ、こう、予算書の見方がですね、

難しくて、幾つにも今回分けて入れてあるんじ

ゃないかなというふうに想像するんですよね。

稚魚と稚貝とエビの放流もそうですし。 

 これ大体、早い話、前年同様の予算で入れて

あるんでしょうか。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、尾﨑水産林務

課長補佐。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 ほぼ前年同様に予算は計上しております。は

い。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（前川祥子君） じゃ、今私言いました

ように、幾つかに、例えば、環境生態系保全事

業、漁場環境保全事業、藻場造成、こういうの

に全部入れ込んで全体が去年と同じようになっ

てるというふうに解釈してよろしいですか。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）

 はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、尾﨑水産林務

課長補佐。 

○水産林務課長補佐兼水産係長（尾﨑行雄君）
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 あのですね、今申し上げた前年同様というの

は、稚貝とか稚魚の放流についてはほぼ前年ど

おりなんですけども、環境生態系のこの負担金

につきましてはですね、昨年の１２月補正だっ

たと思うんですけども、鏡町漁協さんがこのア

サリに関してですね、保護区の設定とか、調査

ですね、生息数の調査とか、あと放流とかの事

業される分について協議会を立ち上げられて、

これ国の事業なんですけども、そちらのほうに

八代市の負担分として１００万円を負担すると

いうことで、同じアサリなんですけども、これ

は鏡町漁協さんがされる分の事業についての負

担金でございます。（委員前川祥子君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。済みません。海

から山に行って申しわけないんですが、予算書

８２ページの有害鳥獣被害対策事業ですね。総

額で２１２４万という中で、シカ捕獲というこ

とで、この１８００頭ていう、そのまず根拠で

すね。 

 それから、県の支出が４００万出てるんです

が、この事業のどこに県は支出をしてるのかっ

ていうのがわからないちゅうのと。 

 それから、関連して、田のほうなんですが、

農地のほうなんですが、有害鳥獣防護柵のほう

がありますね。こっちの１８０万、こっちには

県の補助は、こういうのって全然補助ないんで

すかね、県の補助。何かありそうな気がするん

ですが、この３点ちょっとお聞かせください。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。一番初

めのですね、お答えいたします。１８００頭、

シカの捕獲の数なんですが、通常、今まで捕獲

の数がですね、一般猟期と有害鳥獣のほうに分

かれます。そこでうちとしては、今まで１３０

０頭、１２００頭ぐらいが今は長期に、並びに

今までやっていたんですが、平成２４年度の４

月１日からの実施隊を編成しまして、全体計

画、市内の計画をいたしまして、１８００頭プ

ラスの一般猟期で足して２４００頭、２４００

頭で５カ年、大体捕獲していけば、１００平方

キロメートル当たりの生存、人間と一緒に生存

できる頭数の、２頭、３頭、――今１０倍近く

の頭数がいますもんですから、その計算上でで

すね、１８００というのを、数字を掲げて計画

いたしております。 

○委員（太田広則君） 委員長、いいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） いや、だけん、そやん

難しく言わぬでですね。例えば、今年度から始

まった、平成２４年度から始まっとっですね。

じゃ、実績はどうだったんでしょう。わかりま

すか、大体。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。今、２

４年度は集計中なんですが、２３年度が、シカ

がですね、トータルの２００９頭ですね。一般

捕獲で６８０、有害鳥獣捕獲で１３２９頭とい

うことで、２３年度が２００９頭でございま

す。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） いや、もう一つ。県の

支出金の４００万はどこに、この幾つか助成金

が分かれてますけど、実施隊活動事業とか、鳥

獣捕獲対策事業とか、事業が３つ分かれてるけ

ど、この県の支出はどこに、４００万は。２分

の１。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい、済みま

せん。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 
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○水産林務課長（濱本 親君） はい。シカ１

頭についての８０００円の補助金ちゅうこと

で、県のほうが４０００円、市のほうが４００

０円ということになっております。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） じゃ、済みません。田

んぼのほうのこの設置事業なんか、どうですか

ね。 

○委員長（百田 隆君） はい、豊田農業生産

流通課長補佐。 

○農業生産流通課長補佐兼園芸畜産係長（豊田

浩史君） はい。有害鳥獣防護柵設置事業補助

金につきまして、１８０万円でございますが、

これは水田、農地に対しまして、電気柵等、鳥

獣害の侵入防止柵を設置する個人向けの補助金

でございます。 

 もう一点、国・県の補助金はないのかという

のございますけれども、そちらもございます。

ただ、そちらのほうは、被害対策協議会という

ものを林業関係者、農業関係者と市町村入りま

して設置しております。そちらのほうに、国・

県から補助金が直接そちらのほうに交付されま

して、協議会のほうで設置する事業を行ってお

ります。こちらのほうは、鳥獣被害防止総合対

策事業と、交付金というものでございますが、

その事業につきましては、各地域ごとですね、

一体となって、３戸以上の受益者があれば、一

体となってその農地を囲む、侵入防護柵で囲ん

でしまうという事業でございます。これは、資

材費を１００％補助ということで、その地域の

方々が自分たちで施工、自力施工される場合は

資材費を１００％補助ということのメニューで

ございます。 

 それに漏れます、どうしても３戸以上集まら

ない、せめてうちだけは防止したいということ

で１８０万円、市単独の事業を組ませておりま

す。 

 農地への侵入防止、被害防止という観点から

は、国の事業を一体的に進めるところと、それ

から漏れるところ、すき間のところをですね、

市のほうで措置していこうというところで今、

両輪で進めているところでございます。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員（山本幸廣君） 委員長、１つよかです

か、委員長、済みません。委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 誰も意見が出ておりま

せんので、８４ページ。８４ページ、これは橋

口部長、まあ商工にもひっかかってくる、その

事業なんだよな。全国豊かな海づくり大会、こ

れは公室３大行事として言われとる行事なんで

すが、これはもう商工で、全国花火大会が延期

になるような状況だったですよね。（農林水産

部長橋口尚登君「はい」と呼ぶ） 

 で、みなとフェスティバルとの協賛で、等々

にするということですけども、やっぱ経済企業

あたりでですね、みなとフェスティバルで全国

海づくり大会、こらもう水俣と天草と熊本市が

主体だと思うんですけども、八代市はこれで延

期になっとるもんだいけんな、全国花火大会

が。ならばたい、やっぱしこれにもある程度、

八代市民に対してですね、ある程度の、こうい

う全国海づくり大会で延期になったという状況

の中で、じゃ、フェスティバルでどういう事

業、これ協賛事業負担金と思うんですけど、２

００万というのは。ちょっと中身とですね、ど

ういうふうな工夫して、どういうのをやるのか

ということ御質問しますけど、何か担当部で、

説明できる範囲でよかです。範囲でよかよ、範

囲で、はい。御理解するだけで結構ですけんで

から、言ってください。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。（委員山本幸廣君「濱本ちゃんか、おれ

は橋口部長て言うたばってんね」と呼ぶ）どう

ぞ。 
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○水産林務課長（濱本 親君） はい。委員さ

ん御承知のとおり、公室３大行事とも言われて

る全国豊かな海づくり大会が熊本県で開催され

ます。そこで、メーン会場は熊本市、水俣市、

天草市ちゅうことから、大会を盛り上げるため

に、みなとフェスティバルを全国豊かな海づく

り大会の協賛行事として開催することで、海の

豊かさと大切さを、魅力を発信するということ

で計画をしております。 

 そこの内容で、計画してるのが、稚魚、稚エ

ビ、稚貝の放流関係を行う予定でございます。

それと、魚やアサリのつかみどり、それとか舟

出浮き体験、イルカウオッチ関係等の今計画を

今検討しながら進めているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） はい。よくわかりまし

た。一生懸命頑張ってＰＲしていただくように

お願いしときます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。ページ数は同じ

ところですが、８４ページですね。新規事業と

して、藻場造成・魚礁設置事業負担金というの

が出ておりますね。これは、環境センターの建

設事業に関して要望された事項の回答の項目の

うちからということなんですが、藻場造成等に

ついてはですね、失われた藻場ていうこともあ

ってですね、今幾らかは藻場も復活はあるよう

ですが、もちろんこれをもっと復活しようとい

うことでされると思うんですが、それと魚礁の

設置もですね、非常に大事なことだと思いま

す。 

 事業内容は、一応説明がありましたように、

多分７項目だったと思いますが、その中でです

ね、７００万円予算措置されておりますけど、

これは今年度で多分７００万と思うんですが、

次年度以降も引き続き関連したのがあるのかど

うかですね、そこいらをちょっとお尋ねしたい

と思います。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。７００

万の内訳といたしまして、今、ちなみに、枝打

ち材を利用した藻場造成試験、そして竹による

藻場造成試験、ワカメなどによる藻場造成試

験、アサリ放流試験、魚礁設置試験、先進地事

例関係の調査研修、簡易観測の水中カメラ購入

関係が入っております。 

 そして、この内容で来年以降も計画を予定を

しております。 

 以上です。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） 今ですね、今年度は言

われた７件の事業内容ですね。（水産林務課長

濱本親君「はい」と呼ぶ）ですが、引き続い

て、また、この項目だけなのか、あるいは関連

して、２５年度はこうですけど、２６年度以降

もされていくのかどうか、その辺をお尋ねした

かった。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。一応で

すね、検証を行いながら、事業効果の向上に努

めて、毎年、一応２９年度までぐらいは予定と

して計画を検討しております。 

 以上です。（委員田中茂君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。済みません、ま

た山に戻って、８２ページやったかな。 

 八代産材利用促進事業補助金ですね。もう国
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が半分出すんですから、僕はこういうのは全然

遠慮する必要ないと思うんですね。で、消費税

増税が、将来にわたってですけども、計画され

てる中で、実績ですたいね。今後ここに予算ど

りを広げていかれる計画はあるのかっていうこ

とですね。駆け込みが当然ふえてくると思うん

ですよ、新築にしても、改築にしてもですね、

消費税がもう上がる予定であるという中でです

ね。その辺も含めてどのように考えてられる

か、ちょっとお聞かせ願えればと思います。今

回は５００万でしょうけど、将来にわたってで

すね。 

○委員長（百田 隆君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。５００

万の件ですが、大体、八代市内の方にも大分浸

透してきた状況じゃあります。そこでいろいろ

中身、県の内容もですね、今、民家、個人の住

宅に、新築に関しては上限２０万と、改築関

係、リフォーム関係が上限が１０万円となって

おります。 

 そこで、今年度、２４年度もほかの部署とも

ですね、いろいろちょっと検討を進めているん

ですが、いろいろ内容も、八代産材利用だけに

固執せずにもう少し詰めようちゅうことでです

ね、平成２５年度は建設部のほうともう少し内

容を詰めましてですね、いろいろ皆さんに利用

できる。そして、将来、循環式森林整備のこと

も踏まえて検討を進めていく予定でございま

す。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。ぜひですね、駆

け込み需要ちゅうのが見込めてきますんでです

ね、積極的にＰＲを要望しておきます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） これに関連するかもし

れません。新規のですね、原木生産促進事業補

助金、これが３００万だったですかね、つきま

したよね。この補助率が１立米に１０００円と

いうことだったですけど、これ全然山のことわ

からず申しわけないです。これはつけたほうな

んでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。現在で

すね、今うちが補助金をつけてるのは間伐、間

引き関係のですね、間伐関係に４２００万ほど

つけております。だけども、現在八代市の山を

見てみますと、伐期齢が杉で４０年生、ヒノキ

で４５年生、それを大体足して平均しますと、

６５％以上がもう伐期齢を迎えております。 

 ちゅうことになれば、今、じゃ切ればいいじ

ゃないかちゅうことになるんですが、そこで、

山でまず、ここの山、切りますよちゅうこと

で、土場まで運ぶのに大体経費が４５００円ぐ

らいかかります。それに運搬関係が１５００

円、２０００円、２５００円というような運搬

費がかかります。それに市場に持っていけば、

市場のはい積み料関係の経費がかかってきま

す。そこで１本１万円とした場合に、手元に１

立米当たりが１０００円ないし２０００円残る

か残らないかの状況でございます。 

 そこで、運搬のですね、一部補助ちゅうこと

でですね、なるだけ負担を軽減も考えること

と、もう一つ、国の施策として、今までは山の

整備がばらばらに行われていて、それに経費を

使ってたけど、集約化ちゅうことで、まとまっ

たところに道を入れて、主伐とか間伐を進めて

くださいというふうな形になってきてですね、

今まで間伐も、切り捨ててその場に、山に置い

ていくと、それじゃなくて、その切った間伐も

利用してくれというような考え方で補助がつく

ようになってきております。 
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 ちゅうことで、私たちも地元の方がなるだけ

木を出しやすい、循環型のシステムにしようち

ゅうことで、運搬の一部を今度見てます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） ということは、これは

つけたという、結構、市としてはつけたという

ふうに考えてよろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） 一応ですね、

間伐とか、木を切るときには、伐採届ちゅうと

を提出してもらいます。で、伐採届をして、切

ったままの山だったら、崩壊して、災害のもと

になりますから、植林の計画をしてもらいま

す。それが切った次の年から二、三年、３年が

猶予があります。で、今回うちが考えたのが、

切ってから次の年、１年間に植林してください

ということで、今年度の予算は３００万ではご

ざいますが、今、主伐関係をみんな切っておら

れるのが２４年度になりますから、２５年度か

らちゅうことで、３００万ちゅうことに今んと

ころはついておる状況で、来年度からまだいろ

いろ財政当局と検討、協議していかなくちゃい

けないと思っております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） ということは、まだま

だ足りないということですね。はい、わかりま

した。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第５款・

農林水産業費及び第１０款・災害復旧費を終了

します。 

 小会いたします。 

（午後２時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１１分 本会） 

○委員長（百田 隆君） では、本会に戻しま

す。 

 先ほど、意見をあったということで、この場

で言っていただければと思っております。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 先ほどのですね、農

林水産関係のところなんですけれども、山本委

員のほうから、廃プラの処理について来年度予

算を考えたらどうかというふうな御意見があっ

たんですが、八代の場合、環境基本条例、これ

を持っておりますから、廃棄物に関しては事業

者責任という項目もございます。そのあたりも

ですね、きちんと加味しながら検討をいただき

たいというふうに思います。 

 それともう一点はですね、八代市の基幹産業

がですね、第１次産業であるていうことについ

ては、市民の皆さんもそのように認識をされて

いるというふうに思います。 

 しかし、今、国の動きを見てみれば、ＴＰＰ

の問題なんかを見ればですね、ほんとに市場開

放がどのようになっていくのかっていうのが非

常に危ぶまれてるんですけれども、このような

状況の中にある中でですね、補助金、これを出

すことだけでですね、農林水産業の強化や支援

ができていくというふうにはですね、考えづら

いところがあると思います。そうしたときに、

八代市の第１次産業、このあり方をどんなふう

に考えるのかっていうことが、やっぱり基本に

あるというふうに思っていて、特に安心・安

全、これの食料基地であるということについて

ですね、もう少し、やはりきちんと自覚を持つ

必要があるだろうというふうに思います。 
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 それで、農林水産業、これを基本にしたです

ね、地産地消推進条例、このあたりの制定もで

すね、考えていただきながら、本来の意味の八

代市のですね、市民の安心・安全、食の安心・

安全をどのように守っていくかっていうことと

か、地域間競争ということであれば、どのよう

に差別化をですね、つけていくのかということ

を考えていっていただきたいなというふうに思

います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかに意見あります

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第５款・

農林水産業費、第１０款・災害復旧費を終了し

ます。 

 次に、商工観光部から歳出の第６款・商工費

について説明願います。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。それで

は、議案第５号・平成２５年度八代市一般会計

予算、商工観光部関係分の御審議に当たりまし

て、後ほど次長のほうから予算内容について説

明させますが、少し時間をいただき、私のほう

から決算審査特別委員会並びに当委員会などに

おきます御指摘、御提言などをしんしゃくして

の平成２５年度における主な改善点、所信等を

述べさせていただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。座って説明させていただき

ます。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○商工観光部長（山本道弘君） まず、商工振

興費関係でございますが、工業振興につきまし

ては、まず企業誘致につきまして、企業訪問、

情報収集などに努めているところでございます

が、厳しい経済情勢、海外拠点進出傾向などに

より、新たな企業誘致は容易でございません。 

 そこで、戦略的な企業誘致を進めるととも

に、一方では、既に進出していただいた企業は

もちろん、その企業の協力会社や地元企業の育

成、振興に重点化した企業振興の諸施策を展開

し、結果的に、新たな企業誘致や増設につな

げ、地元企業の振興、さらには雇用の増大、安

定につなげてまいります。 

 中小企業支援策の拡充強化につきましては、

本市の中小企業支援策として、八代市企業振興

促進条例による優遇制度がございますが、平成

２４年度に地元の中小企業事業者が支援措置を

受けやすくするために、要件緩和や支援内容を

改善させていただいたところであり、新年度も

継続して周知を図ってまいります。 

 また、中小企業経営安定融資を初めとする各

種融資制度や保証料補給支援についても、必要

な予算を確保し、中小企業の経営安定を図って

まいります。 

 雇用行政につきましては、平成２５年度は、

従来からの就職促進会、就職面接会など求人と

求職のマッチングを積極的に図ってまいりま

す。とりわけ、高校新卒者の地元雇用を促進、

拡大するために、ハローワークと連携し、高卒

者就職促進会議などによる促進策について協議

いたし、今後、より一層拡充するとともに、細

やかな支援をする必要があります。 

 なお、厳しい雇用情勢に置かれている失業者

等の就業機会の拡大を図るために、就業する上

で有利となる資格の取得に要する費用の一部を

助成する就業資格取得支援助成金については、

平成２４年度に対象要件を拡充したことから利

用者が増加いたしました。そのため新年度は当

該助成金を大幅に増額計上したところでござい

ます。 

 次に、重点港湾八代港の振興についてでござ

いますが、八代港の積み荷確保に関しまして
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は、八代港への国際コンテナ貨物の集積を図っ

ているところでございますが、平成２４年度は

支援制度の宣伝や営業活動が浸透してきたこと

もあり、コンテナ取扱量が前年比２１.１％増

となっております。 

 新年度では、八代港の利便性を高める新規航

路の開設や、既存航路の増便を図るために、航

路誘致に係る補助金、荷主に対するコンテナ利

用助成金を増額計上しております。 

 しかしながら、国際貿易港として確固たるも

のとするためには、御案内のとおり、フルガン

トリークレーンを初め、コンテナ荷さばき場、

保冷庫、薫蒸施設などの設備整備が必要です。 

 したがいまして、港湾管理者である熊本県に

対して、本市のみならず、県南地域の官民一体

となった整備要望活動を引き続き行ってまいり

ます。 

 バルク貨物につきましては、第２バースで取

り扱う貨物調査を本市でも行い、第２バース水

深１４メートル岸壁整備の早期着工を国土交通

省に対し、強く働きかけてまいります。 

 いずれにいたしましても、八代港の積み荷確

保により、地場企業の振興や企業誘致の推進と

ともに、さらなる産業振興につなげ、地元雇用

の促進、確保に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 なお、人的交流、客船クルーズの誘致につき

ましても、引き続き行ってまいります。 

 続きまして、商業振興につきましては、従来

からの一過性のイベントや補助金のあり方を見

直し、２４年度からは行政主導ではなく、意欲

のある商店主や商店街が自主性、主体性を持っ

て企画、活動する有効な事業に対しての側面的

支援に重点化しております。 

 空き店舗対策としましては、これまでチャレ

ンジストアー事業として、空き店舗を活用した

新規出店の際の家賃補助や改装補助を進めてき

たところでございますが、新年度からは、商店

街の環境整備の視点も踏まえて、商店街再生事

業と改め、新規出店を条件とした老朽化店舗の

解体費用の一部を助成する制度を設けたところ

でございます。 

 次に、観光費関係でございますが、観光振興

について、まず九州国際スリーデーマーチにつ

きましては、新年度早々の開催に向けて鋭意、

準備を進めております。 

 観光振興課で所管する以上、当然観光振興に

つなげる必要がございます。しかしながら、初

めてのイベントでございますので、今回のスリ

ーデーマーチは、従来の内容を基本的に対応し

ていきたいと考えております。 

 松中信彦スポーツミュージアムにつきまして

は、これまでの観光施設としての位置づけのほ

か、今後は松中信彦選手のみの展示品に限ら

ず、スポーツ振興の施設として広く活用するた

め、八代市体育協会などの協力を得て、本市出

身のアスリートや小中学校、高等学校、社会人

等の各種スポーツに関する全国大会、九州大会

などに出場された個人、団体の顕彰及びその展

示を進めてまいる予定でございます。 

 そのため、館内の展示棚の確保が必要なこと

から、厳しい館運営ではございますが、今般、

改修費用を計上させていただきました。 

 また、本市の観光振興、経済発展を図るため

に、大学生、社会人等のスポーツ、文化等の合

宿を対象とした合宿応援補助金を新設するとと

もに、これまで宿泊を伴う各種スポーツ、文化

等の大会の主催者に対し、その宿泊者数に応じ

た補助金を支給してきました大会誘致等補助金

を、新年度からは、宿泊を伴わなくても、九州

大会など大規模の大会の開催誘致を図るため

に、大会等運営補助金を新設する予定でござい

ます。 

 ブランド戦略につきましては、平成２４年度

から東京のほかに大阪、福岡に職員を派遣し、

新たなアンテナショップや八代ブランド推進の



 

－44－ 

積極的な営業活動を展開してまいりましたが、

新年度は、大都市圏に向けて八代ブランドの浸

透や認知度向上を図るために、全国的に有名で

本市にゆかりのある人物を本市のイメージキャ

ラクターとして起用し、都市圏での物産展など

のイベント出演、ポスターなどに御協力いただ

くための八代イメージアップ事業として、その

経費を計上させていただいたところでございま

す。 

 なお、現時点で予算を計上していないもの

の、積極的に対応していくべき課題として２項

目ございます。 

 まずは、御案内のとおり、フードバレー構想

の推進がございます。このフードバレー構想の

具現化により、食料品関連などの企業や研究所

の集積のほか、生産者や製造業者のみならず、

流通分野や商品の販路拡大、そして雇用拡大等

に、広く地域活性が図られるものと期待してお

ります。 

 したがいまして、商工観光部では、食をメー

ンとした地域ブランドや観光の確立、定着を図

るとともに、第１次産業の６次産業化による振

興や、農商工連携の促進による地域経済の活性

化を図る必要があると認識しております。 

 本市は、広域高速交通網や重点港湾八代港と

いった輸送基盤のほか、広大な八代平野、山

林、八代海、球磨川といった１次産業の生産環

境に恵まれております。これらの強みを最大限

に生かし、県南地域においても本市が中核とな

るべく、構想推進に当たっては、企画戦略部、

農林水産部などと連携して、積極的に戦略的に

対応してまいりたいと考えております。 

 最後に、２点目が、商工観光部では、多くの

観光施設や勤労施設を所管しておりますが、そ

のほとんどが建設から相当の年数を経ており、

建物本体はもちろん、それぞれの設備の老朽化

しており、それらの維持管理が大きな課題とな

っております。 

 維持管理、修繕につきましては、できる限り

計画的な予算の確保に努めており、新年度の予

算でも修繕料を計上させていただいておりま

す。 

 しかしながら、厳しい財政状況下では、計画

的な改修ができないのが実態でございます。 

 また、これらの観光施設や勤労施設、それぞ

れが観光客や利用者のニーズに沿った施設であ

るのかなど、検証、検討していかなければなら

ないと考えております。 

 このようなことから、観光施設等の活用策や

維持管理計画を策定したいと考えております。 

 現在、各施設のデータを作成し始めていると

ころでございますが、新年度はデータ作成を終

え、観光施設等の活用策や維持管理計画の策定

に着手したいと考えております。 

 なお、策定に当たりましては、客観的な判断

を取り入れるべく、いわゆるあり方検討委員会

を設置して対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 限られた予算の中で、事務事業の適正かつ効

率的な執行はもちろんですが、特に商工観光部

におきましては、民間ができること、行政がや

らなければならないことを整理していくことが

肝要だと思います。このことを常に意識しなが

ら、本市の商工観光の振興、活性化に全力を傾

注して取り組んでまいりますので、どうぞ御審

議方よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは｣と呼ぶ者あ

り）次長の宮村明彦です。よろしくお願いいた

します。説明は座ってさせていただきます。 

 議案第５号・平成２５年度八代市一般会計予

算のうち、第６款・商工費につきまして主なも
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のを説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、予算書の１６ページ、ごら

んいただきたいと思います。 

 平成２５年度におきます第６款・商工費の当

初予算額は１４億２９２７万６０００円を計上

しております。前年度予算額１２億８９９９万

２０００円に対しまして、１億３９２８万４０

００円の増額となっております。増額の主な要

因といたしましては、企業振興促進条例補助金

及び八代市コンテナ利用等補助金がそれぞれ３

８００万円の増額、八代ブランド戦略関係事業

費が７２０万円の増額となっております。ま

た、工事費、工事関係費としまして、左座家屋

根葺替改修工事２１００万円、さかもと温泉セ

ンタークレオンの温水ヒーター入れかえ工事７

４０万円を計上しております。新規事業といた

しまして、九州国際スリーデーマーチ事業に１

０００万円を計上しております。これらが来年

度の増額の主なものでございます。 

 なお、歳出合計にかかわる商工費の割合とい

たしましては２.７６％でございます。 

 財源内訳、ごらんいただきたいと思います

が、特定財源の国県支出金５４３万２０００円

の主なものは、県補助金の緊急雇用創出基金事

業補助金の４５０万６０００円、県委託金の九

州自然歩道管理委託金１９万９０００万円と、

県有公園施設管理委託金６６万９０００円など

です。地方債の２１００万円は、五家荘観光施

設整備事業のための観光債でございます。その

他の財源５億５２７９万７０００円の主なもの

は、資金融資預託金の元利収入が５億円、まち

づくり交流基金繰入金が３９６１万５０００

円、広域交流地域振興施設、いわゆる八代よか

とこ物産館の納付金が５５０万円、東陽交流セ

ンターせせらぎの納付金が３００万円、日奈久

温泉施設の納付金が２４０万円などでありまし

て、一般財源は８億５００４万７０００円とな

っております。 

 それでは、歳出内容につきまして説明させて

いただきます。 

 ８５ページ、お開きください。よろしいでし

ょうか。８５ページです。 

 款６・商工費、項１・商工費、目１・商工総

務費の来年度予算額といたしまして、２億９２

１２万８０００円を計上いたしております。前

年度予算額と比較いたしまして３０４８万４０

００円の増額となっております。これは、職員

５名の増員による人件費等の増額が主なもので

ございます。財源内訳のうち、特定財源といた

しまして国県支出金５万８０００円は、県支出

金で、財源移譲に伴う計量法に基づく商品量目

の立入検査に関するものでございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは、商工観

光部３９名の人件費等でございます。節９・旅

費と節１１・需用費は、ごらんのとおりでござ

います。 

 次に、目２・商工振興費につきましてです

が、来年度予算額は８億７９５６万４０００円

を計上しており、前年度予算額に対しまして８

０４６万５０００円の増額となっております。

財源内訳のうち、特定財源といたしましては、

国県支出金４５０万６０００円は、すべて緊急

雇用創出基金事業の県補助金でございます。そ

の他の５億９２５万８０００円は、資金融資制

度預託金の元金収入５億円と、クルーズ客船誘

致事業のまちづくり交流基金繰入金８６５万６

０００円が主なものでございます。 

 それでは、歳出の節別の主な内容について説

明いたします。 

 まず、節１・報酬１万８０００円は、働く婦

人の家運営費、３名分の報酬費でございます。

節４・共済費３７万４０００円と節７・賃金２

４１万６０００円は、商工振興費の説明欄の３

行目、緊急雇用創出基金事業のうち、市が直接

雇用する分の賃金などとなっております。節８

・報償費８万４０００円は、就活応援セミナー
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の講師の報酬費及び八代市地域産業活性化協議

会委員の報酬費等でございます。節９・旅費６

８９万４０００円は、八代港ポートセールス事

業の活動旅費３５０万円、クルーズ客船誘致活

動旅費１３２万７０００円、企業誘致関係企業

訪問等旅費１５０万円が主なものでございま

す。節１１・需用費４７２万３０００円は、企

業誘致のパンフレット増刷代２５万２０００

円、働く婦人の家体育室照明交換代４１万７０

００円、ポートセールス用港湾チラシ等印刷費

２６万４０００円、ハーモニーホール市民ホー

ルの空調機等施設修繕費１１７万５０００円、

サンライフ八代の玄関屋根修繕３６万５０００

円が主なものでございます。節１３・委託料６

９２１万５０００円の主なものは、説明欄３行

目、緊急雇用創出基金事業から１１行目の八代

港ポートセールス事業までの委託料となってお

ります。まず、緊急雇用創出事業は、泉町観光

案内及び物産ＰＲ事業を予定しており、平成２

４年度からの継続事業となっております。４行

目の中高年齢者職業相談事業は、中高年齢者を

対象に職業紹介等の就業支援を行うもので、こ

としの２月末現在で３５８２人の相談に応じ、

１３１人の就職につながったところでございま

す。１つ飛んで６行目、サンライフ八代管理運

営事業からハーモニーホール管理運営事業まで

は、施設管理のための指定管理者への委託料が

主なものでございます。施設ごとの委託料と指

定管理者でございますが、まずサンライフ八代

が１１１０万円で、指定管理者は一般財団法人

サンライフ八代、働く婦人の家が１６８０万円

で、一般社団法人八代弘済会、勤労福祉会館が

２８６万円で、同じく八代弘済会、ハーモニー

ホールが２４４７万５０００円で、株式会社イ

ズミテクノとなっております。１１行目の八代

港ポートセールス事業の中で、八代港ポートセ

ールスを推進し、集荷を図るため、２名の港湾

専門家にポートセールスアドバイザーを委託予

定で、委託料が３２０万円となっております。

節１４・使用料及び賃借料１１８万３０００円

は、クルーズ客船誘致事業の活動の際のレンタ

カー使用料４１万円、就活応援セミナーや地元

企業合同面接会の会場借上料３２万２０００円

が主なものでございます。節１８・備品購入費

１８５万８０００円は、ハーモニーホールの市

民ホール舞台用のＣＤプレーヤーと会議室プロ

ジェクター等の購入費７５万５０００円及びサ

ンライフ八代のランニングマシン１１０万３０

００円を予定しております。節１９・負担金補

助及び交付金２億９２５３万３０００円の主な

ものは、商工振興費、説明欄の上から１１行目

の八代港ポートセールス事業から翌ページ４行

目の資金融資制度保証料補給金までの事業の全

額あるいは一部となっております。 

 事業ごとに説明いたします。まず、八代港ポ

ートセールス事業のうち、八代港ポートセール

ス協議会負担金が１８０万円、八代港と熊本港

合同開催の海外ポートセミナー負担金が６６万

１０００円、日本貿易振興会等港湾関係所属団

体への負担金が１１０万３０００円となってお

ります。クルーズ客船誘致事業のうち、クルー

ズ船受け入れ経費負担金といたしまして６４０

万円、県補助事業であるスクラムチャレンジ事

業の海外クルーズ船誘致事業負担金３０万円を

予定しております。くま川祭りに８００万円、

みなとフェスティバル事業に４６０万円を負担

予定しております。八代市産業活性化利子補給

事業補助金は、２０年度と２１年度の２カ年

間、市内の中小企業が新規事業への取り組み、

販路拡大、設備投資などを目的に、本市の融資

制度を活用された場合に貸付利子全額を５年以

内、上限５０万円を補助するもので、平成２５

年度は１２７件の事業に対し、利子補給を予定

しています。企業振興促進条例補助金は、条例

に基づき、適用工場等に補助するもので、対象

が５社で、内訳、新設１社、増設４社に対し、
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計８１６４万２０００円を補助予定としており

ます。八代市就業資格支援助成金は、市内の失

業者等を対象に、再就職のための資格取得経費

の２分の１、上限５万円を補助する予定にして

おります。商工会議所・商工会補助金は、人件

費及び活動費の一部を支援しており、八代商工

会議所に９５０万円、八代市商工会に２６４２

万円を補助する予定としております。 

 ８６ページの１行目、商店街活性化事業補助

金は、魅力ある商店街づくりを促進し、商店街

の振興を図るために、まちなか活性化協議会の

事務局運営費を初め、土曜市、城下町やつしろ

のお雛祭り等のソフト事業を対象に、商店街振

興会等、実施団体へ補助する予定としておりま

す。商店街再生事業補助金は、空き店舗への出

店を促進するため、老朽化等により利用困難な

空き店舗の建てかえも対象に加え、商店街の再

生を目指すため、新規出店に解体を伴う場合、

その解体費の３分の１以内、限度額を１００万

円までを上乗せして支援する予定としておりま

す。八代市コンテナ利用等補助金は、八代港の

コンテナ取扱量の増加を促進するため、八代港

利用の荷主に対し、コンテナ１ＴＥＵ当たり１

万円を助成しており、平成２４年実績といたし

まして、実入りコンテナ７３７３ＴＥＵの取り

扱いがあり、昨年と比較しますと２２.８％伸

びており、平成２５年度は８８００万円を予定

しております。また、コンテナ航路の誘致助成

金といたしまして、八代港の利便性向上を図る

ため、新規航路及び既存航路の増便に対する経

費の一部を補助する予定としており、９９０万

円を計上しております。資金融資制度保証料補

給金は、中小企業者が融資を受ける際に、県信

用保証協会に支払う保証料の２分の１を補助す

るもので、売上高の減少、その他、経営の安定

に支障が生じているなど、一定の条件を満たす

場合には全額補給する予定としております。 

 以上で節１９・負担金補助及び交付金の説明

を終わり、次に、節２１・貸付金は全額、８６

ページの５行目の中小企業資金融資制度預託金

でございます。この融資制度は、本市の各種低

利融資制度に基づき、元金を市内金融機関に預

託し、金融機関は市の預託金の２倍から３倍の

範囲内で融資を行うものでございます。 

 以上で目２・商工振興費の説明を終了いたし

ます。 

 続きまして、目３・観光費、来年度は予算額

２億５７５８万４０００円を計上しておりま

す。前年と比較いたしまして２８３３万５００

０円の増額となっております。増額の主なもの

といたしましては、左座家屋根葺替改修工事２

１００万円、クレオン温水ヒーター入れかえ７

４０万円、九州国際スリーデーマーチ事業１０

００万円となっております。財源内訳の特定財

源の国県支出金８６万８０００円は、九州自然

歩道管理委託金１９万９０００円と県有公園施

設管理委託金６６万９０００円の県委託金でご

ざいます。地方債２１００万円は、左座家屋根

葺替改修工事のための観光債でございます。そ

の他の財源４３５３万９０００円は、まちづく

り交流基金繰入金３０９５万９０００円、東陽

石匠館の入館料８０万円のほか、指定管理者か

らの納付金といたしまして東陽交流センターせ

せらぎが３００万、日奈久温泉施設が２４０

万、広域交流地域振興施設が５５０万などとな

っております。 

 次に、歳出の節ごとに主なものを説明いたし

ます。 

 まず、節４・共済費９９万４０００円、節７

・賃金６３５万１０００円は、東陽石匠館の館

長１名及び嘱託職員２名の人件費並びに九州国

際スリーデーマーチ事業事務局の臨時職員の賃

金等を予定しているところです。節８・報償費

１５万９０００円は、記念品代等となっており

ます。節９・旅費３１４万５０００円は、物産

展関係参加旅費及びブランド戦略関係旅費が主
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なものでございます。節１１・需用費２６４１

万９０００円は、各観光施設の管理運営に係る

修繕料、光熱水費、消耗品費、各種観光パンフ

レット等の印刷製本費などを予定しているとこ

ろです。まず、修繕料の主なものといたしまし

ては、三ツ島の設備修繕工事１３１万３０００

円、ふれあいセンターいずみの自動ドア及びエ

レベーターの修繕１２０万９０００円、さかも

と温泉センタークレオンのろ過器五方弁取りか

え修繕９６万３０００円などを予定していると

ころです。各種観光パンフレットの印刷製本費

の主なものといたしましては、観光総合パンフ

レット印刷の委託料、日奈久まち歩きガイド本

印刷、泉町総合パンフレット増刷、特産品パン

フレット、あるいは手提げ袋などを予定してい

るところでございます。節１２・役務費５１３

万５０００円は、８６ページの説明欄の下から

２行目、八代ブランド戦略関係事業のうち、ラ

ジオ、新聞、タウン雑誌及びメール等を活用し

た広告宣伝関係費用といたしまして１２８万６

０００円や、観光漁業事業、三ツ島トイレくみ

取り料等を予定しております。節１３・委託料

９３３３万５０００円のうち、事業の委託に係

るものとしまして、観光費の説明欄の１行目、

日奈久温泉施設管理運営事業のうち、温泉揚湯

試験業務委託３８９万２０００円、ポリ塩化ビ

フェニル廃棄処理委託３４１万２０００円のほ

か、城下町やつしろのお雛祭り事業の委託１２

３万円、観光漁業事業のうち、三ツ島と黒島の

清掃委託２６万円、１行飛ばしまして、妙見祭

事業は全額、妙見祭保存振興会へ委託予定とし

ております。１２行目、五家荘観光振興事業で

は、五家荘地域の山々が日本山岳遺産に認定さ

れたことを機に、受け入れ体制の強化整備を行

い、登山客の増加を図るための山岳遺産活動支

援受け入れ体制整備事業委託５０万円のほか、

紅葉シーズンだけでなく、新緑の時期、夏季

等、年間を通した誘客を図るために、トレッキ

ングツアーやカタクリの花観賞ツアー、プロカ

メラマン同行による写真撮影ツアー等、各種ツ

アーを開催し、動機づけや新たな客層の発掘を

図る新五家荘観光キャンペーン事業委託１４６

万５０００円を予定しております。日奈久温泉

観光振興事業１５０万円は、旅行エージェント

や各種団体に対し、日奈久に宿泊するツアー催

行を実施した場合に、補助金や参加者特典など

を提供し、日奈久への宿泊増を図る予定として

おります。海外誘致促進事業９８万円は、県観

光連盟などと連携し、欧米等の旅行会社や記者

などを２週間程度招致し、本市視察を二、三日

組み込む手法で招致旅行を実施し、旅行商品の

開発やＰＲを行い、外国人観光客の誘致を図る

予定としております。１行飛ばしまして、八代

ブランド戦略関係事業の９９９万４０００円の

うち、八代食堂及びアンテナショップの展開を

含む魅力発信及び販路拡大事業委託１７０万９

０００円、八代の情報誌やつしろの風の発行業

務委託２７４万９０００円等を予定しておりま

す。八代イメージアップ事業５００万円は、先

ほど部長のほうからもお話がありましたが、知

名度が高く、支持層の幅が広い八代亜紀さんを

イメージキャラクターに起用し、観光ＰＲポス

ターやパンフレット、観光ＰＲ用ＤＶＤを作成

し、都市圏物産展等の観光物産ＰＲを行ってい

こうと考えているところでございます。 

 委託料のうち、各観光施設の管理運営委託事

業といたしまして、８６ページの観光費の説明

欄の１行目、日奈久温泉施設管理運営事業及び

８７ページの１行目、広域交流地域振興施設管

理運営事業から１１行目、五家荘観光施設管理

運営事業までがその対象となります。まず、日

奈久温泉施設管理運営事業は、九州綜合サービ

ス株式会社を指定管理者とし、市への納付金２

４０万円を予定しております。８７ページの１

行目、広域交流地域振興施設管理運営事業、い

わゆるよかとこ物産館は、九州綜合サービス株
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式会社を指定管理者とし、市への納付金が５５

０万円となっております。なお、説明欄の２０

万円は、突発修繕を予定しているところでござ

います。松中信彦スポーツミュージアム管理運

営事業は、よかとこ物産館同様に、九州綜合サ

ービス株式会社に指定管理業務を委託してお

り、委託費は４６０万円を予定しております。

観光物産案内所等管理運営事業は、よかとこ宣

伝隊へ委託しており、ＪＲ新八代駅及び八代駅

での観光案内業務の委託料５７０万６０００円

を予定しております。さかもと温泉センター及

び坂本憩いの家管理運営事業は、さかもと温泉

センターが６００万円、坂本憩いの家が４８０

万円の管理委託料。次の行、広域交流センター

さかもと館管理運営事業は４８０万円の管理委

託料を予定しており、３施設とも、さかもと温

泉センター株式会社へ指定管理を委託しており

ます。東陽交流センターせせらぎ管理運営事業

は、市への納付金が３００万円、指定管理者は

株式会社東陽地区ふるさと公社で、説明欄の委

託料は、ボイラー排ガス測定委託を行う予定と

しております。ふれあいセンターいずみ及び農

林産物流通加工施設管理運営事業は、管理委託

料１１００万円を予定しており、指定管理者は

株式会社いずみとなっております。五家荘観光

施設管理運営事業は、五家荘にあります８観光

施設の一括管理委託料１３４５万円が主なもの

で、指定管理者は五家荘地域振興会となってお

ります。１行飛ばしまして、日奈久観光交流施

設管理運営事業、いわゆる日奈久ゆめ倉庫につ

きましては、管理委託料７２８万５０００円を

予定しており、指定管理者は九州綜合サービス

株式会社となっております。 

 節のほうに戻りまして、節１４・使用料及び

賃借料３３２万２０００円は、日奈久温泉施設

ばんぺい湯の駐車場用地の賃借料６０万７００

０円、新八代駅にあります観光物産案内所用地

のＪＲ賃借料が３６万３０００円、八代駅の施

設の賃借料が２３万２０００円、東陽交流セン

ターせせらぎの用地賃借料８４万９０００円等

を予定しているところでございます。節１５・

工事請負費３３９７万４０００円は、松中信彦

スポーツミュージアムの展示コーナー改修工事

３４９万７０００円、さかもと温泉センターク

レオン温水ヒーター入れかえ工事７４３万２０

００円、広域交流センターさかもと館の展望施

設のアプローチ工事６８万６０００円、左座家

屋根葺替改修工事２１００万円等を予定してお

ります。節１８・備品購入費２２４万７０００

円は、坂本憩いの家の空調機６５万１０００

円、さかもと温泉センタークレオンのラウンジ

空調機８４万８０００円、東陽交流センターせ

せらぎの冷凍ストッカー５３万円等を予定して

おります。節１９・負担金補助及び交付金８２

５０万３０００円でございますが、まず負担金

から説明いたします。熊本県観光連盟等、観光

関係団体への負担金１５０万６０００円のほ

か、全国花火競技大会事業負担金３２００万

円、観光費の説明欄の６行目、坂本ふるさとま

つり事業から平家いずみお茶まつり事業まで、

それぞれの地域祭りにおのおの４００万円を予

定しているところです。８７ページの下から６

行目、新規事業であります九州国際スリーデー

マーチ事業負担金１０００万円及び五木・五家

荘ＧＯＧＯプロジェクト実行委員会負担金５０

万円等を予定しております。なお、この五木・

五家荘ＧＯＧＯプロジェクトにつきまして、こ

の実行委員会は、平家伝説を共有する五木村と

五家荘地域が構成員となり、昨年６月に成立し

ております。行政の垣根を越えた旅行商品の共

同企画や特産品の共同開発を行い、相乗効果を

図ることとしており、五木村と同額を負担する

予定としております。 

 次に、補助金の説明をさせていただきます。

まず、八代ブランド戦略関係事業のうち、地域

に根差したブランド力のある商品の販路拡大支
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援事業１００万円を初め、八代よかとこ宣伝隊

補助金７９６万円、これは八代よかとこ宣伝隊

事業のうち、日奈久観光、グリーンツーリズ

ム、広告宣伝及び物産振興事業に対しまして補

助することとしております。８７ページの下か

ら２行目、合宿応援補助金１００万円は、これ

も新規事業で、スポーツや文化などの合宿を誘

致し、観光振興及び経済発展を図るもので、短

期大学や大学等に在籍する学生もしくは社会人

の団体が１回の合宿で延べ２０泊以上行った場

合に、泊数に２０００円を乗じ、限度額１０万

円まで補助する予定としております。大会等運

営補助金３５０万円は、スポーツ、文化等の各

種大会を市内で開催し、宿泊の実人員が５０人

以上の場合、２万５０００円から、人数に応じ

て最高額４０万円まで補助する予定としており

ます。この事業につきましては、大会運営者か

らの要望を踏まえ、最少宿泊人員を１００人か

ら５０人に条件を緩和しております。また、新

規事業といたしまして、市内で開催する大会参

加者が１００人以上で、かつ九州大会レベル以

上の大会の場合には参加者人数に応じ２万円か

ら５万円まで補助することといたしており、本

市への大会誘致を促進することといたしており

ます。 

 以上、目３・観光費の説明を終了いたしま

す。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） それぞれ、クルーズ客

船誘致事業から、ブランド戦略関係、それから

八代イメージアップ事業、まあ国際スリーデー

マーチはあれですが、合宿応援補助金、それか

ら大会運営、これも全部まちづくり交流基金か

らの繰り入れですかね。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。その

ようなってます、はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） その中で２点だけ。八

代ブランド戦略関係事業の中で、僕も何度かお

邪魔をさせていただきましたが、やつしろ食

堂、これは地域振興のために、この基金を使っ

ていいという、県のほうの指導があったと。ど

うもその辺が僕はひっかかるような気がいたし

ますが、その辺はいかがでしょうか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。やつ

しろ食堂のあり方、市のあり方といいますか、

市の支援の仕方につきまして、いろいろ御意見

が分かれるとこかというふうに思っておりま

す。 

 そもそも、やつしろ食堂さんにおきまして、

八代弁で、八代にゆかりのある方が多く、あそ

こに、お店に来られて、いろんな話をされて、

情報交換をされるということで、非常に繁盛店

でございます。その繁盛店に八代の産物を提供

いたしまして、食べていただいて、高評価を得

ていると。で、あわせまして、観光ＰＲ等も行

っているということで、私どもといたしまして

は、一定の効果があっているんではなかろうか

というふうに思っているところでございます。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 僕は３回ぐらい行った

かな。逆の考えですけどね。どうも、八代の農

産物ちゅうか、そういうのがあれで売れるのか

なと思って。コノシロの小切も違うしですね。

どうもイメージ的には僕は、どうも合わないよ

うな気がしますが。 

 アンテナショップみたいなのは、かなり宣伝

になるのかなという気がいたしますが、この辺
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は余り私としてはですね、どうかなという気持

ちであります。 

 それともう一点ですが、八代イメージアップ

事業の中の、げすな考えですが、八代亜紀さん

をお使いになると。この中で、金額、繰入金が

５００万でありますが、ギャラはどれくらいで

すか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） ギャラって

いいますのが、基本的に八代亜紀さんのキャラ

クターとして写真なり、あるいはイラストなり

を使わせていただくのが２００万円でございま

す。残りの３００万円につきましては、先ほど

も申し上げましたが、いろんな物産展等々のイ

ベントを開催する際に出演していただく、その

出演料というふうに大きくは考えております。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今度、商工観光部は大

変お忙しい部署であって、スリーデーマーチも

よくしてとられたと思っておりますが、その中

でも、何か八代亜紀さんは来場されないという

ふうに聞いておりますが、いかがですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。商工

会議所の担当の方からお聞きしたところでは、

コンサートが国外であられるというようなこと

で、残念ながら、来年度のスリーデーマーチに

は八代亜紀さんは御参加いただけないというふ

うに聞いておるところです。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ちなみに、この前、第

３回のニッタク杯のラージボール、八代杯、そ

れとニッタク杯かあれは、それと八代亜紀杯、

そのラージボールにもおいでになりませんでし

たが、その辺のところが多々、肖像権だけの問

題かなというふうに思いますが、その辺のとこ

ろはもう少し強力に、イメージアップを図られ

るのであればですね、もう少し努力をしていた

だきたいなと思います。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。その

ようにさせていただきます。 

 一言報告させていただきますと、基本的に民

間でありますと、このような八代亜紀さんとの

イメージキャラクターとしての御協力いただく

場合には、我々が考える金額の１０倍以上にな

るそうでございますが、地元八代であるという

ことと行政であるということで、ぜひ低額で御

支援したいというようなことで、このような金

額になっております。詳細につきましては、ま

だまだ今から、議会で議決いただきますと、詳

細詰めさせていただくことになります。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。実は、コンテナ

利用等補助金というのが出ておりますね、９７

９０万円ですか。利用助成金と誘致助成金とい

うことで、もちろんコンテナ利用が多くなると

いうことは八代の経済にとってはいいことだと

思うんですけど、市民の方からよく聞かれるの

がですね、八代のコンテナがふえてよかこつば

ってん、何か八代にお返しちゅうか、バックち

ゅうか、そういう何かは目に見えるものがあっ

とだろうかというようなのも聞かれますので、

そこいらが何か説明できましたらですね、お願

いしたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） 髙﨑重点港湾八代港

営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は
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い。今の御質問でございます。直接的に今数字

として見える部分につきましては、国際外航船

が入ることによりまして、八代市のほうに直接

とん譲与税というのが入ります。たしか２２０

０万程度の収入がまずあるということがまず１

点でございます。 

 それと、これ実際に今、八代港のほうの港運

業者様であってるお話なんですけれども、コン

テナの増を狙いまして、コンテナ事業にちょっ

と人を、雇用を２名ほどしてらっしゃるという

ようなところで、雇用が発生しているという事

例も出てきてるというところ。はっきり目に見

える部分という部分については、そういったと

ころになります。 

 ただそのほか、荷物の取扱量がふえますと、

当然、それに必要な機材であるとか、そこに係

る作業員さんであるとかいう部分が出てきま

す。それと、こちらのほうで荷物がふえること

によって、より早い、安い航路等が、利便性が

向上することによって、それを御利用の企業様

のほうの企業の競争力のほうが増してくるとい

うところで、結果的に、社業拡大につながっ

て、雇用等の増大にもつながるんではないかと

いうのが１つ。 

 それともう一つ、やはりそういった航路の充

実等によりまして、港湾利用型の企業様の進出

等の後押しにもつながるんではないかというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃ、ほかに。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 関連でお尋ねします

が、このチラシがここに資料として入っており

ますが、これはどういう趣旨で入れてあっとで

すかね。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 新聞のチラ

シだと思いますが、それは恐縮でございます

が、所管事務調査のときに説明させていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

（委員古嶋津義君「はい、はい」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

 はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。緊急雇用創出

基金事業なんですけども、３事業ぐらいあっ

て、５名のですね、雇用をされるということな

んですが、１つ気になるところがあって、国保

ねんきん課のところでですね、保険料の滞納者

に対しての制度の周知とか納付を促すとかって

いうふうな仕事として雇用がしてあるんです

が、非常に個人情報といいますか、結局滞納者

というところにですね、対応していくというこ

とは、これについては本来であれば職員の仕事

ではないかというふうに思うんですね。緊急雇

用のところでこれていうのは、いかがなものか

と思うんですけれども。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。済み

ません、所管課ではないので、（委員幸村香代

子君「うん、違うからですね」と呼ぶ）なかな

かはっきりは言えませんが、ただ、委員さんが

御指摘のとおり、非常に情報につきましてはき

ちんと管理しなきゃいけないっていうふうに思

います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。済みません。

所管じゃなかったものですからですね、答えに

くいところがあったと思いますけど、ちょっと

課題として押さえとっていただければなという
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ふうに思います。（商工観光部次長宮村明彦君

「はい、わかりました」と呼ぶ） 

 はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。８６ページの

ですね、五家荘の観光振興事業なんですが、以

前に、２３年、２４年でですね、２３年度は八

代めぐり観光バスでしたですかね、それをやっ

て、その検証を行って、２４年度は、観光バス

に地域の方たちも乗って利便性を図るというふ

うなことが２３、２４でされたかなと思うんで

すが、１つは足の確保というのがですね、非常

に課題であるということだったと思います。 

 で、２５年度は、そのあたりはどのように考

えておられるのか、また予算化してあるのかと

いうことをちょっとお伺いしたいんですが。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。御指

摘のとおり、２年間いろんな検証をさせていた

だいて、２４年度、今年度のですね、複合型輸

送システムの報告書がまだできていないところ

でございます。 

 それで、我々としましては、２５年度当初予

算で予算計上化したかったんですけれども、そ

れが間に合っていないところでございます。 

 で、２年間続いた事業につきます来年度の事

業は予算化しておりません。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それでは、今

回当初で上がっている分は、それとは全く別の

観点でというふうに理解していいですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。別の

視点からの誘客を図るものだというふうにお考

えいただければというふうに思います。（委員

幸村香代子君「はい」と呼ぶ） 

 ただ、先ほども冒頭で説明させていただきま

したように、テーマを決めてですね、観光客を

募って集めていって、新しい五家荘の魅力に味

わっていただくと、そういうとこでございま

す。（委員幸村香代子君「はい」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。８５ページ、企

業振興促進条例補助金８１６４万２０００円。

５つの企業に予定をしてるということでです

ね、非常に企業にとってはありがたい話なんで

すが、この算出根拠ですね。富田薬品さん１１

５人、これは向こうからのあれですか。人数、

全部、この５社の人数は、実績から来るもの、

それか予定、計画されてるもの、どっち。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。これ

はですね、現場、会社のほうに出向きまして、

職員名簿ですね、を確認をさせていただいた実

数でございます。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） もう実際に、じゃ雇用

されたということですね。（商工観光部次長宮

村明彦君「はい」と呼ぶ）雇用があってるとい

うことでの話ですね。はい、わかりました。 

 それから、もう一点。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 左座家の屋根、わらぶ

き屋根改修工事２１００万、これは管内視察行

ったんで、ふきかえ工事やりますというのは十

分認知してたんですけども、認識してたんです

けども、技術が非常にね、要ることだと思いま

す。それで、そういう業者さんが、ぜひ個人的
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には八代のね、業者さんにやっていただきたい

んですけど、そういう業者さん、八代市内にお

られるんですか。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋本総務振興

課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。

今、御質問の件ですけれども、過去に左座家に

おきましては災害復旧、屋根の部分につきまし

て災害復旧、それから部分的な改修という形

で、これまでに２度ほどやらせていただいてお

ります。この部分につきましても、当然地元の

業者で対応ができております。それだけの技術

は持っているものと理解しております。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） はい、いいですね。 

 ほかにありますか。 

 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） 今のだけ１つ、関連性

を持たせていただきまして。左座家と、ほかに

もですね、松田家、緒方家ってありますよね。

今度、左座家だけで２１００万ですかね、今後

もまた、あと２つもまたやっていくような状況

になってくるとは思いますけども、やった後で

すね、やった後の観光振興策というのが、ちょ

っとどうもとられてないように今思うんです

が、今後はどんなふうに考えてらっしゃいます

か。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋本総務振興

課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。

当然、残りのまだ、かやぶき屋根の施設を持っ

ております。緒方家につきましては、一昨年、

改修が済んでおりますけれども、２５年度にお

きまして左座家と、その都度、屋根部分につい

て、悪くなってきた部分についてが発生するか

と思います。 

 今、御指摘のとおりに、改修後の、いわゆる

施設の利用等につきましてが、これまで当然、

見てもらうだけの施設の利用という形で、建物

を使わない観点から、屋根自体も長くもたない

というような状況が見受けられますので、今後

は施設の利用に当たりまして、中で、いわゆる

昔風に囲炉裏をたくというようなことのイベン

トあたりまで含めまして、施設をそのまま、昔

の生活的な利用を取り入れたところで管理して

いきたいと考えております。まだ、実質そこま

で正式な計画というのは出ておりません。 

 それと、施設の改修につきましても、いろん

な延命策を、やはり今から計画を立てなければ

いけないということで、先ほど部長のほうにも

ありましたけれども、これから改修、長期延命

計画の改修予定という形で今検討しているとこ

ろです。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（前川祥子君） おっしゃるように、見

るだけではですね、非常にもったいないところ

で、あそこまで上るのにですね、私かなり気分

悪いような思いをして上ったもんですから、行

って、見て、帰るっていうだけ、ほんとにつま

らないなというような感想を持ってますもので

すから、ほんとに今後そういうふうな計画を立

てていただきたいなと思って質問させていただ

きました。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかに。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 丁寧な次長が、部長と

次長で丁寧に御説明いただいて、予算書の説明

欄までずっと目を通したんですけども、要は、

総体的に私が部長と次長にお願いし、職員の方

にお願いしたいんですけども、今回の予算の財
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源の内訳、先ほど次長が、ぱぱぱぱっという数

字を出されたんですが、もう一回聞かせてくだ

さい。特定財源の国・県の支出金から。丁寧に

力強く言われたですよ、内訳。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 特定財源の

国県支出金５４３万２０００円の主なものとい

たしまして、（委員山本幸廣君「いや、それは

いい。金額だけでいい」と呼ぶ）はい。（委員

山本幸廣君「あと地方債」と呼ぶ）地方債。地

方債は２１００万円は、五家荘観光施設の整備

事業。（委員山本幸廣君「数字だけでいい。中

身は聞いたから。その他」と呼ぶ）その他は、

預託金が５億円、まちづくり基金が、繰入金が

３９１１万５０００円、よかとこ物産館納付金

が５５０万円、交流センターせせらぎの納付金

が３００万円、日奈久温泉施設の納付金が２４

０万円です。（委員山本幸廣君「合計」と呼

ぶ）合計、――済みません、合計ちょっとはじ

かないといけません。（委員山本幸廣君「わか

った。じゃ、一般財源」と呼ぶ）一般財源は８

億５００４万７０００円でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、先ほど私もそれ

聞いたんです。そこで質問なんですが、次長が

今説明された中で、この財源の内訳を見てです

ね、毎年ですね、農林水産部の場合は一般財源

が少ないんですよ。商工になったら一般財源が

多いですよね。 

 何を言いたいかというのは、国・県のいろん

な事業等にのってないのか、のっているのかと

いうことをですね、もう一回だけ、皆さんがで

すね、真剣に、いろんな国の事業、特に県の事

業、観光関係については、事業はですね、一緒

にできる面も多々あると思うんですよ。そうい

うのをいかにいい情報を早く、いい資料等も含

めてですよ、県とやはり情報交換しながらです

ね、そういう関係については計画的に事業を進

めていく、これがまず第１点、お願いしたいと

思う。そこあたりの事業があるか、ないか、ひ

とつ、後からいいですから、書類の添付を、資

料の提供をしていただくようお願いしたいと思

います。 

 一般財源が商工観光は、商工費については一

般財源が多いわけでありますので、そこらあた

りについてですね、もう少し事業の見直し等

々、特にですね、この１９の負担金補助及び交

付金等々含めてですね、区分についてもです

ね、しっかりですね、委託料も含めてもう一回

審査をしたがいいんじゃなかろうかと私は思い

ます。 

 例えばですよ、例えば、旧郡、旧市と言うと

いかないんですけども、愛鏡祭から、いろんな

イベントがありますね。この問題、４００万の

問題でいろんな議論をした経緯があるじゃない

ですか。それが今、４００万が妥当なのか、支

所の単位でですね。これは多いんだ、少ないん

だという、そこらあたりのですね、把握をまず

しとってください。これはほんと、私はです

ね、何も今のとこないけんでから、ああ、これ

でいいんかなというふうに思うんですよ。お祭

り、イベントに行ってもですよ。何も少ないと

か、いい、はっきり言ってから、芸能人の方々

を呼ばれなくなったとかですね、そこらあたり

苦情等がどういうふうにあるかなと、物すごく

その反響を見とったんですけども、今のところ

ほとんどないんですよね。ですから、この４０

０万でいいのかなというのと、支所長がおりま

すけんでから、そこあたりも把握しとってくだ

さい。ですね。（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それとですね、サンライフからずっと、８５

ページ、サンライフ八代の管理が先ほど来、説

明、中高年については３５００人ぐらいの方々

が来られたということなんですけども、サンラ

イフ、勤労青少年、働く婦人、勤労福祉会館、
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ハーモニーホール、ここまで、利用状況をです

ね、後から資料の提供を求めますから、委員

長、よろしくお願いしときます。利用状況。い

いですか。（｢サンライフも」と呼ぶ者あり）

サンライフ含めてですね。 

 それと先ほど来、八代ブランド戦略関係事

業、これは９９９万４０００円ぐらいですね。

で、言われたように、こういうＰＲ事業の中で

ですね、イメージアップの中でですね、私は何

か、ばらばらばらばらしてですね、担当部なん

て、これはもう、ほんと、先ほど、今古嶋委員

が言われたように、大変な事業を抱えて、大変

な莫大なエネルギーを持っていかれて、そうい

う中で、本当に今、八代市のイベント、いろん

な事業でですね、商工部が満足してるのか、満

足度何％ぐらいかな、満足度て。あなた方の満

足度、聞かせてください。 

 全体に次長が説明した中ですよ、今回の予算

書の説明の中で。この事業、こういう１つの、

やっぱ補助金なり負担金なりですね、こういう

予算の中でですね。いや、もう毎年これでいい

んですよと、いや、これで足らないんですよと

か、そういうのをひとつ聞かせていただけれ

ば、大変参考になります。 

 委員長、求めてください。 

○委員長（百田 隆君） はい。それじゃ、山

本商工観光部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。ただい

ま御案内いただきましたように、当部におきま

してはかなりのイベントというのを抱えており

ます。それも観光も、いわゆる商工も含めてで

ございますが。それらの中には、大きなイベン

トとしては全国花火競技大会を初めとして、今

回のスリーデーマーチ等がございます。これは

それぞれに半年以上の期間をかけながらやって

いく、そして、１つの課じゃなくて、部内全体

が動きを、協働をとってやらざるを得ないよう

な状況です。 

 そういう中においてのイベントですので、例

えば、みなとフェスティバル、あるいはくま川

祭り等も大きなイベントでございますが、果た

してこのまま続けていいのかという、担当者で

ありながらですね、厳しいといいますか、あり

方を考えるべき時期にあるんだろうと。ただこ

れを容易に縮小とかですね、とは、なかなかで

きない。これはもう以前、試みをしましたが、

やはり復活をするとかいう部分もありますの

で、何とか、予算はあればこしたことはござい

ません、当然。多ければ、いろいろ委託しなが

らも余裕が出てくる部分がございますけれど

も、ただ、限られた財源の中で、先ほど山本委

員も言われましたように、一般財源をかなり利

用していかざるを得ない、あるいは企業の方、

協賛金を頭を下げてもらってやらなければなら

ないということでございますので、そのあり方

も、おのずと従来どおりのやり方ではなく、も

っと効率的、あるいは市民が求めているのは何

なのか、確認しながら、中身をちょっと検証し

ながらやっていこうというのをうちのスタッフ

には常日ごろ言っているところでございます

が、答えになっておりませんけれども、予算

は、それは当然、先ほど言いますように、欲し

いていうのは、もう重々ではございますが、今

のある財源の中で、より効率的に市民のために

なるかどうかというのを踏まえて対応していく

というのが事実です。 

 申しわけございません、ちょっと答弁になり

ませんが。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。 

 なぜ、私が言いますかというとですね、やっ

ぱり心構えが、財源のやっぱし予算要求する中

で、いつも思うんですよね。やっぱし、予算要

求をしていくわ、査定はするわ、じゃ、頭か
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ら、普通、首長あたりが、もし私ならですよ、

やはり頭からですね、商工観光部にはこれだけ

の予算を上げるから、あなた方から、今、これ

は削除せないかぬという事業については削除す

る、こういうのを我々職員でこういうのを考え

たんですよと、県とか国とか一緒になってです

ね。そういうようなですね、やっぱ政策的な事

業というのをこれからつくり上げていかなき

ゃ、地方の自治体というのは、行政というの

は、これは立っていきませんよ。 

 そういう中でですね、一例を、この８５ペー

ジ、８５ページ一番下の補助金、商工会議所、

商工会の補助金３５００万。あえて言いたくな

いんですけども、私は県がですね、いかに、い

ろんな団体については県の事業というのは来る

んですよね。そしてまた、そういう商工会議所

なり商工会がその事業をつくっていかにゃいか

ぬ。つくっていけば、まず五家荘だって、泉だ

ってですね、いろんな観光のＰＲの看板であろ

うが、いろんなイベントする中でですね、パン

フレットであろうが、県がつくってくれます

よ。単発に委託をしとるけんでから、こういう

結果になるんですね。一般財源というのが出て

くるわけですよ。ですね。それは、商工会議所

に、じゃ、商工会に３０００万やろう、商工会

の補助金３０００万やろうと、その中でできる

事業というのは全て、あなたんところと県と一

緒になってしてほしいというふうなですね、補

助金の中身、あり方というのを検討していかな

ければ、今までのようなですね、補助金のつけ

方ですね、これはもう助成の仕方っていうの

は、今からもう通用しませんよ。そんなに厳し

い、やっぱし、なっていく。それはもう地方交

付税がどんどんどんどんカットされていくわ、

やっぱり自主財源はなくなっていくわ、もうそ

ういう状況にあったら、財政が５００億ある中

で、特別、企業会計合わせてくださいよ。基金

の繰り入れもいっぱいあるじゃなかですか、こ

れにも。商工にもですね。そりゃ、下水道なん

か、一般会計、１３億ぐらい繰り入れてるんで

すよ、会計から。そういうのが、事業がこれか

ら成り立っていくかということなんですよ、こ

れから。 

 そういうことを考えた中で、今回の財源の内

訳の中で、私がふと、次長が説明した中でね、

やっぱり一般財源の持ち出しが多いと、なら

ば、どういう１つの補助事業の中でたい、みず

からがつくって、県と一緒になって。商工です

からね。そういう中で、これからはやっぱり、

よその市に、自治体に負けないようなインテリ

ジェンス、知恵を出して、予算づくりをしたら

どうかなというふうに私は強く要望し、部長か

らお聞きしたんですから、そういうことも次

長、どうですか、私のこの質問に対して。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。私も

同感でございます。基本的に、単発事業ではな

くって、例年の事業の流れを組んだ中で、新た

な事業展開をしていくと、基本的にはスクラッ

プ・アンド・ビルドっていうふうに思います。

ただなかなかそれができないもどかしさもござ

います。それは事実でございます。 

 ただ、山本委員さんがおっしゃりますよう

に、予算が１０年後ですか、非常に厳しい状況

がそこに来てるというようなとこで、やはり限

られた予算の中で今の事業を維持するために

は、国・県のお知恵、あるいは補助金を活用す

るっていうことも必要かなというふうに思って

ます。 

 幸い、私どものところでは、ブランド戦略本

部でございますので、それが一つの足がかりか

なというふうに思っております。事業の流れ、

あるいは課を越えた連携もしまして、国・県の

補助金をも活用させていただくと、そんなふう
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なことで取り組ませていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがたいです。次

長、少し考えにゃいかぬのは、視点を変えてで

すよ、文科という、文部科学省という国の１つ

の省がありますよね。我々は、商工部あり、教

育委員会ありますよね。教育委員会の予算等の

内訳、ずっと見てもですよ、考えにゃいかぬの

は、やはり商工とはですね、物すごくそこの紙

一重のとこがあるんですね、補助事業ん中で

も、教育委員会とは、文化、歴史、いろんな分

野でですよ。そういう中で知恵を出すとこは、

そういう知恵の中でいろんな事業がありますよ

ね。そういうところもやっぱりこれからです

ね、メスを突っ込んで、じゃ、これはひょっと

すれば教育委員会に投げかけていいんじゃない

かと、やっぱそういうのもこれから考えていか

なければですね、いけないと思うんですよ。 

 先ほど、次長が、後から所管事務調査の中で

説明すると言ったんですけども、これがかかわ

ってくるのはコンテナの、その利用、９０００

万の利用状況の問題もかかわってきますから、

まずは私はこれはもう大成功だと思いますよ。

松木さんも民間でですね、これだけ持ってき

て。いや、行政もしっかりこれは、やっぱ対応

していかにゃいかぬと。 

 ただ、大連まで行って、大連から、はっきり

言って、積んできて、帰る荷が何もないと、こ

れじゃですね、長続きしないですよ。しないで

すよ。とならば、やはり農林水産部と商工が一

緒になって、今、役所はですね、お役に立つと

ころばかりじゃないんですよ。お役に立って、

連携して、９００人の職員が連携しなければで

すね、連携がないからいけないんですよ。全国

花火大会も一緒でしょう。はっきり言ってか

ら、日にちが、農林水産で日にちが、全国海づ

くりなんか、日にちはもう何年か前わかっとる

わけですよ。そういう状況だから日延べをせな

いかぬ。やっぱり連携ですよね、情報も。 

 こういう中で、ここはですね、農林水産部と

しっかりして、市長と、やはり輸出については

どういうものを八代から輸出できるんだろうか

と、ですね。松木さんともやっぱ、――商工会

議所の会頭とも一緒になって、農林水産部、商

工、そしてまた、いろんな分野もですよ、教育

の分野もですよ、そういう中で、やっぱ物を出

す人、物というのは人から、泥はちょっとでき

ませんけども、たくさんのやっぱり人も出され

るわけですけんね。そういう中で、北海という

のは、もうほとんど死んでしまいましたよね。

だいけん、北海港というのは、ああいう一流な

港があるんですよ。 

 だから、やっぱ首長というのは、そういうと

ころにどんどんどんどん行って、そして、やっ

ぱ航路開設をしていく。これはもう大連なん

て、これははっきり言ってから、あそこに行っ

たらですね、今、空気浄化装置なんか山ほど売

れますよ。５メーター先、見えないところ、大

連は。そんなに光化学スモッグですよ。もうそ

ういう中で、何か輸出をできる。熊本県は本田

技研も含めて、いろんなところあるじゃないで

すか。そういう輸出を、農林水産も含めて、い

ち早くやっぱし対応するような形はとっていた

だければなと思います。とらないかぬですよ

ね。 

 と思いますので、先ほど予算のことを言いま

すけども、ぜひとも参考にしていただいて、強

く要請をして終わります。 

○委員長（百田 隆君） ただいま山本委員か

ら、商工観光部における各事業における補助メ

ニュー、あるいは各施設の利用状況等について

の資料の請求がございました。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 
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 本委員会として要求することに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） それじゃ、御異議な

しと認め、そのように決しました。 

 ほかに何かありませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） １つ心配をしとります

が、先ほど山本部長のほうからスリーデーマー

チのこと、まあ自信を持っておとりになったん

だろうと思いますが、広域が手を引くというこ

とになりますと、商工観光部を挙げてこの事業

に取り組んでいかれるだろうと思います。 

 そのときですね、前年度の事業の検証がどの

ようになっているのかわかりませんが、基金も

分割されましたので、多分、氷川町が参加をさ

れないということでありますので、コースから

いけば、火の君か火の国かわかりませんが、そ

のコースがあったと思いますが、その辺のとこ

ろで、途中で婦人会の接待とか、交通指導員と

か、そういう配置もあったと思いますが、その

ような状況はどういうふうにされる方向でござ

いましょうか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。御心

配いただきましてありがとうございます。 

 今回の広域での事業、スリーデーマーチか

ら、八代市単独の事業となりました。氷川町長

さんもそのとき、最後の総会のときですね、実

行委員会の総会のときに御挨拶なさったんです

が、自分たちは、氷川町はスリーデーマーチ、

八代市とは一緒にはしません。ただし、八代市

がスリーデーマーチを実施されるに当たりまし

て、どうぞ我々も活用してくださいと、御協力

しますというふうにおっしゃってますので、ど

のような、休憩所をとるか、コースは当然通ら

せていただくことになりますけども、今担当の

ほうで協力依頼をしているっていうふうには思

っております。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 例えば、氷川町を通過

するコースがありますから、そのようなとき、

交通指導員の費用弁償とか、そういう懸念も出

てきますので、将来的にはですね、多分手をお

引きになるんじゃないかなというふうに懸念を

私はしとります。 

 そういう中で、やっぱり、将来的にはです

ね、コースも少し考えてですね、設定をしてい

かなければいけないのかなと思っとりますし、

また、果たして、この国際スリーデーマーチを

商工観光部でしていくのが妥当なのか、この辺

もですね。 

 といいますのは、お加勢をするわけじゃなか

っですよ。花火大会、そのほかにも、みなとフ

ェスティバル、くま川祭り、たくさん商工観光

部では持っているようでありますので、その辺

も少し心配をして、熊本弁で言う、煩悩でちょ

っとお話しをさせていただいておりますが、将

来的にそのコースの設定だけはですね、少し、

将来的なことですが、お考えの上ですね、やっ

ぱ設定をされるように望んでおります。 

 それから、これからスリーデーマーチの担当

課のあり方ですね。この辺のところもどっかの

中で俎上に上げて、検討をしていただきたいな

というふうに思っとります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 松中信彦ミュージアム

の管理事業ですね、３４９万上げてあります

が、今回、八代市出身のスポーツ選手のもの全
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部を展示をするというようなことでされたと思

いますが、そういうことになると、少しは今ま

でよりもですね、少しはにぎわうかなというふ

うに期待をしておりますが、その反面にです

ね、今非常に物産館がですね、にぎわっていま

す。私もちょこちょこ行っていますが、非常に

駐車場が足りないくらいに今にぎわっとるもん

ですから、そういうことになりますと、にぎわ

うということになればよかっですけどね、松中

ミュージアムがですね。多分、八代市の全体の

選手のものを飾るとなれば、また見方も違っ

て、にぎわうかなというふうに期待をしており

ます。 

 今言いましたように、物産館に今度は駐車場

関係でですね、迷惑をかけるんじゃないかなと

いうふうにも思っとりますから、ひとつそこら

辺を考えていただきたいと要望しときます。 

○委員長（百田 隆君） 質疑ありますか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。今度のこの基金

のことですけど、まちづくり交流基金というの

が今度、条例の５５号、制定にされようとされ

てますけども、この基金繰入金をですね、何に

入っているか、私もちょっと調べましたらです

ね、今年度、一般会計から入ってました１００

０万ほどのクルーズ客船誘致事業、これが８６

５万６０００円ですね。これが基金の繰り入れ

になってるわけですね、一般会計からだったの

が。それから八代ブランド戦略関係事業、これ

も一般会計だったのが基金繰入金になってます

ね。 

 まずは、この２つが一般会計からではなく、

なぜことしは、――次年度ですね、基金繰入金

からというふうになってるのかってところをま

ずお伺いいたします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。まち

づくり交流基金につきましては、先ほど部長の

ほうからお話がありましたが、――済みませ

ん、補正で説明させていただきましたが、県の

補助金が入ってるということで、地域振興を図

りなさいよと、地域振興を図れば県の補助金返

さなくていいよという、まず縛りがございまし

た。 

 うちとすれば、八代市とすればぜひいただけ

たらというふうなことがあるもんですから、地

域振興を図るということで、そしてまた、どう

いう事業にするかて、人と人の交流を図るよう

な事業にしようと、できたら新規事業にしよう

かなというようなことで、商工観光部が所管と

なろう、所管としようというようなことでござ

いまして、そのようなことからすると、クルー

ズ客船に関しましては、外国人の方を呼ぶこと

で交流事業と、それからブランド事業につきま

しては、外に打って出て、八代市の新事業、―

―厳密に言うと新事業ではないのかもわかりま

せんが、八代市のものを都会等の外に打って出

る事業ということで、人と人と交流させて、八

代市の経済の活性化につながるっていうこと

で、来年度３９００万程度を予定させていただ

く事業の中の一つとして取り組ませていただい

たところでございます。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川君。 

○委員（前川祥子君） はい。この２つはわか

りました。 

 そしたらですね、合宿応援補助金、それから

大会等運営補助金、新規で上がってます。これ

も基金繰入金ですよね。これの担当が八代ブラ

ンド営業総室になってますが、担当はどうして

ここになったのかをちょっとお伺いいたしま

す。 
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○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部総括審議員。 

○商工観光部総括審議員（宮村博幸君） は

い。合宿応援補助金と大会運営補助金、この所

管がブランドになぜなったのかということでご

ざいますが、目的は、観光誘致につなげて、地

域の活性化を図っていこうという、両方とも目

的でございます。本来なら、観光の振興という

ことで、観光振興課でもよかったんですけれど

も、私、ブランド営業本部長という今肩書でご

ざいますが、ブランド営業総室がその庶務を担

当するという、今形になってございます。 

 そこで、多岐にわたる、観光だけじゃなく

て、来ていただいた後、スポーツ大会であれ

ば、当然スポーツの施設を使います。文化の合

宿であれば、ハーモニーホールとか厚生会館等

の施設を使います。そういった観点から、総合

的に、施設は向こうに行ってください、補助金

はこっちで出しますということではなくて、ワ

ンストップでサービスをしていこうということ

で、ブランドが窓口になってやっていこうとい

うことにしたところでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。そしたら、もう

一つ新規で八代イメージアップ事業、これを先

ほどお伺いしましたら、八代亜紀さんをされる

ということで。八代亜紀さんでどうでしょう、

       、これだけお金をかけて、ブラ

ンド戦略に今後なっていくというふうにお考え

でしょうか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。今で

すね、いろんな人と話をする中で、熊本県をイ

メージさせるのに一番いいのは何だろうって、

くまモンだそうです。くまモンが世界にも有名

になっちゃってるって話でございます。 

 で、くまモンの弟とか妹とかつくれればそれ

でいいんでしょうけど、それできないというよ

うなところで、じゃ、八代を売るときに八代っ

て、いろんな物産展等で出ていったときにＰＲ

させていただくんですが、やしろて読んだりと

かですね、あるいはこの間テレビで、やちよ市

から放送しますか何か言ったと。要は、名前を

余り、認知度が低いと、余り知られていないと

いうようなことでございます。 

 そういうことからすると、まず取っかかって

いただくためには、やっぱ八代の出身者の中

で、私どもが考える中では、やっぱり八代亜紀

さん。これまでは演歌歌手八代亜紀さんだった

んですが、それに加えて絵画、画家の八代亜紀

さん、並びに、このごろお笑い等も出てこられ

て、バラエティーも出てこられて、非常に露出

が多い。さらにはこのごろ、ジャズですか、も

歌われるようになって、また歌のほうでも一

躍、非常に忙しくなられたっていうようなこと

で、非常に知名度が高い。まず取っかかるとき

に、八代亜紀さんの八代ですよと、八代亜紀の

八代、八代亜紀さんの芸名はやしろですけど

も、我々八代市から来ましたちゅうことで、あ

あ、そうですか、取っかかっていただくという

ことを、まずそこから始めようというふうなこ

とで考えているとこです。 

 で、期待された売り上げが上がるかと御心配

でございますが、これはぜひ上げたいというふ

うに考えています。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） いいですかね。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（前川祥子君） はい。ぜひ上げていた

だきたいと思います。 
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 今回のですね、このまちづくり交流基金がで

すね、経済の活性化、地域の交流を図ることを

もって地域振興に資するという、そういった条

例を制定される予定なんですが、これでいきま

したら、商業関係にしか、――しかと言ったら

あれですけど、に往々にして使えるような形の

条例じゃないかなというふうに、まずもって考

えられるんですよね。 

 で、この広域の交流基金がですね、ふるさと

市町村圏基金というものだったんですけども、

これがたまたまですね、今の市長の代に棚ぼた

的に落ちてきたというようなイメージがあるん

ですよね。だから、非常に市長としては使いや

すい状況に持っていってるふうに考えられるん

ですよ。 

 で、これがまちづくりにしか、まちづくりだ

ったらば、経済だけ、経済の活性化だったらで

すね、何もこの商業関係だけじゃなくても使え

ると思うんですよね。だから、ちびちびちびち

び使っていたら、あっという間になくなってい

くと思うんですよ。もう少し大きな事業までに

とっておいたらどうかなという考えもあります

が、そこんところはどうでしょうか。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。当初予

算におきましては、全てが今回の場合は商工関

係の予算で占めている結果になりました。 

 しかしながら、この予算自体といいますか、

基金自体の、いわゆる取り崩しの結果、先ほど

御案内ありましたように、熊本県との調整があ

った中で、ちょっと遅くなった関係でですね、

実は、例えば、いきいきスポーツ課のほうで

は、石巻の青少年の方たち、子供たちと、いわ

ゆるバドミントン、サッカー、バレーボールと

の交流を図るということに使わせてほしいとい

うような御意見といいますか、要望も上がって

きております。ただし、この件については、残

念ながら、受け手である石巻市のほうが、まだ

そういう段階ではございませんというようなこ

とで、これで一応消滅していった。 

 もう一つは、農業サイドで、先日ＴＯＭＡＴ

Ｏフェスタございましたけれども、基本的に

は、地元の農産物をみんなが知り合おうよとい

うようなことで、八代アグリカルチャープロモ

ーションという、――仮称なんですが、そうい

う計画をやっていこうということで、これに使

わせてほしいということもございました。ただ

し、これについてはまだ熟度的に対応できるよ

うな段階、ただ構想的なものだったもんですか

ら、これが固まってですね、くれば、補正等に

よって対応していこうという考えでおります。 

 というようにですね、商工だけではなく、で

きる限り、趣旨、目的等に応じて、いわゆる福

祉もあるかもしれません。このあたり、今回は

たまたまこういう結果で今動いてるということ

で御理解いただきたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） よかですか。 

 ほかに。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 日奈久温泉観光振興

事業なんですけれども、もう日奈久については

ですね、日奈久地域についてはハード面の一旦

整備を終了して、ソフト面にシフトをしていく

というふうな方向性であったかというふうに思

います。 

 この事業なんですが、２４年度から、その前

までは日帰りあたりにも出してたけれども、宿

泊にたしか変えられてますね。その宿泊に変え

られたその成果はどれぐらい出てるかっていう

の、わかりますか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 
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○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。２４

年度、今年度の見込みといたしましては、宿泊

ツアーが３１件、それから参加者、宿泊者が７

２３名と踏んでおります。見込んでおります。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。何ていうか

な、こういった事業を行政がいつまで続けるか

なっていうのが一つあるんですよね。そもそも

こういった中身っていうのは、例えば、参加者

特典とか、どんなふうにもてなすかということ

については、これはほんとに地元が考えるべき

ものであろうと。 

 で、そういったことからすればですね、この

事業の今後の見通していうことではですね、い

つまでも続けるものじゃないというふうに私は

思うんですが、そのあたりはどんなふうにお考

えですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） 補助事業つ

うのは基本的に永遠のものはないというふうに

思っとります。 

 ２４年度から、――それまで２年間事業を実

施して、２４年度から宿泊補助金に限定させて

いただいて、７００人を超える宿泊の方があっ

たということですので、しばらく様子を見たい

というふうに考えております。 

 で、委員さんから御指摘のありましたような

ことも踏まえて、日奈久の関係者の方々と話し

合ってまいろうと。いずれかの時期には引き揚

げようというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） ぜひですね、日奈久

自身が自立できていく、そういったふうなです

ね、ことをやっていく必要があるだろうという

ふうに思ってます。 

 それで、２４年度、コンサルも入れて強化を

しているわけですから、その経過も含めて、２

５年度ですね、どんなふうになっていくのかっ

ていうことについては注視をしていきたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（前川祥子君） はい、最後。済みませ

ん。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） はい。首都圏及び地域

内物産発掘・販売促進事業、これがことしが１

９２万２０００円。これは昨年が新規としてあ

りましたけど、昨年が２２０万２０００円、こ

れが減額になっていますけど、これはどうして

でしょう。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） 久木田八代ブランド

営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

今の件でございますけれど、昨年、伊勢丹の立

川店のほうで事業を展開させていただきまし

た。その結果を踏まえたところで、郵送料、頒

布商品等々について予算の減額をしながら整理

するとこがありましたので、予算の減額という

形で要求をした結果として、昨年より下がって

るということでございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。減額よりもです

ね、もう少し幅広げてですね、増額にして、

で、ここにくまモンと八代亜紀さんを連れてい
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くような、そういったふうには今後考えられま

せんか。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

今の件につきましては、例えば、八代亜紀さん

の件につきましては、イメージアップ事業のほ

うで今後、日程等々含めたところで調整がつけ

ばですね、参加をいただくような形になるかと

思っております。 

 また、くまモンにつきましては、県の東京事

務所あたりと調整しながら、この分についても

ですね、参画いただくような形で調整をしてい

きたいと思ってます。 

 参考でございますけど、昨年は、立川店のほ

うにはくまモンのほうも参加いただいたという

状況でございます。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（前川祥子君）           

                     

                     

                     

       

       

○委員（山本幸廣君） 委員長、１つよかです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○委員（山本幸廣君） これは参考にじゃなか

ってから、少し部長と次長、考えたらよかと思

うとたいな。八代ブランド営業隊とか何か、も

う私たちでん忘るっごた気持ちになってから、

もう何さま多かな。 

 それと、商に、必ず商工つくじゃないです

か。昔は企業誘致課とかたい、工業でもな。工

業関係やったら、商ば入れぬばんとかな。何で

商入るっとかな。商工振興課なんかて。工業も

振興せにゃいかぬばってんが、そこらあたりに

ついてもたい、今度はちょっとばっかり言うと

くたい、あんたどんが。何さん言いにくかて、

もう職員のもんもどぎゃんもわからぬ。私はわ

からぬですよ。 

 この予算書見てもですたい、じゃ、一人一人

聞いてから、予算の中で、もう詳細に言うたら

ですね、そらもう我々はもう全然わからぬごっ

なってくる、課ごとに、ですね。そすと、大

体、担当課は二、三事業しかなかけんな。これ

見てもたい。あらゆる事業なかっだもん。そう

いう中で、工業関係はほとんど、少なかでしょ

う。昔は企業誘致課とかたい、何か、企業促進

課とか何か、いっぱいあったたい。もう今、工

業なかったいな、ああいった５大企業つぶれか

かっとっとかな。そぎゃんじゃなかっだろうば

ってんな。 

 そういうことで、ちょっとばっかり、この予

算書見た中で、事業の内容見てからふと感じた

な。そこあたりは、部長、もう少し工業にも力

入れるごっしてくださいよ。観光振興課ばかっ

じゃ、どれだけ入り込み企業が、今、ここ３年

ぐらいふえたかしらぬけれども、まあ、そんな

に商店街潤うとらぬごた感じするばってんが。

そういうことです。意見です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 先ほども申し上げまし

たが、今度、商工観光部としては九州スリーデ

ーマーチを１つ多くイベントがふえたというこ

とで、ぜひ、厳しいでしょうが、成功させるよ
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うにしていただきたいと思います。 

 それと、予算書見れば、今年度からまちづく

り交流基金をお使いになって、いろんな新規事

業をされておりますが、基金をもう少し大事に

していただきたいなということと、例えば、新

規事業、合宿応援補助金、大会運営等の補助金

等についても、この商工観光部でなくて、教育

委員会なら文科省あたりで何か補助金のありゃ

せぬろかというふうに、それは部長、次長、聡

明な方ですけん、検討はされ、さらに、ひとつ

研究をしてほしいということを意見として申し

上げときます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、第６款・

商工費については終了します。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第５号・平成２５年度八代市一般会計予

算中、当委員会関係分について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、しばらくの間、休憩いたします。

４時から再開いたします。 

（午後３時４７分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時００分 開議） 

◎議案第１５号・平成２５年度八代市久連子財

産区特別会計予算 

○委員長（百田 隆君） それでは、休憩前に

引き続き、経済企業委員会を再開いたします。 

 次に、議案第１５号・平成２５年度八代市久

連子財産区特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） 濱本水産林務課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。それで

は、予算書の２２１ページをお願いいたしま

す。 

 議案第１５号・平成２５年度八代市久連子財

産区特別会計予算について御説明いたします。 

 予算総額として、２９万円を計上いたしてお

ります。 

 初めに、財産区の概要でございますが、この

久連子財産区は、昭和２９年の泉村合併の際

に、旧久連子村の村有林を財産区として設立さ

れております。泉町久連子地区に山林約１８４

ヘクタールを保有し、その管理運営が行われて

いるところでございます。財産区基金として、

２３年度末現在４６６万２０００円を有してお

ります。 

 それでは、２２６ページをお願いいたしま

す。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります第２款・繰入金、第１項・基金繰入

金、第１目・久連子財産区基金繰入金が１８万

３０００円。 

 次のページの第３款、第１項、第１目の繰越

金を１０万円計上しております。 

 次に、歳出でございますが、２２７ページを

お願いいたします。 

 第１款・総務費、第１項・総務管理費、第１

目・一般管理費で、第１節・報酬８万３０００

円、これは財産区管理会について２回の開催を

予定しており、その委員７名の報酬でございま

す。次に、第１１節の需用費９万１０００円で

ございますが、これは地区公共施設の維持管理

費や事務経費となっております。第２５節の積

立金６０００円は、基金利子の積み立てでござ

います。 

 次に、第２目・財産造成費、第８節の報償費

１万円につきましては、区有林隣接者の境界立

ち会いなどに対する謝礼を計上いたしておりま
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す。 

 以上が、平成２５年度八代市久連子財産区特

別会計予算でございます。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分につい

て、質疑ございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５号・平成２５年度八代市久連子財

産区特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました｣と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１６号・平成２５年度八代市椎原財産

区特別会計予算 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第１６号

・平成２５年度八代市椎原財産区特別会計予算

を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。座らせ

て説明させていただきます。 

○委員長（百田 隆君） どうぞ。 

○水産林務課長（濱本 親君） それでは、予

算書の２３１ページをお願いいたします。 

 議案第１６号・平成２５年度八代市椎原財産

区特別会計予算について御説明いたします。 

 予算総額として１９万５０００円を計上いた

しております。 

 初めに、財産区の概要でございますが、この

椎原財産区は、昭和２９年の泉村合併の際に、

旧椎原村の村有林を財産区として設立されてお

ります。泉町椎原地区に山林約８９ヘクタール

を保有し、その管理運営が行われているところ

でございます。財産区基金として、２３年度末

現在４２９万３０００円を有しております。 

 それでは、２３６ページをお願いいたしま

す。 

 まず、主な歳入でございますが、ページ下に

あります第２款・繰入金、第１項・基金繰入

金、第１目・椎原財産区基金繰入金が９万２０

００円。 

 次のページの第３款、第１項、第１目の繰越

金を１０万円計上いたしております。 

 次に、歳出でございますが、２３７ページを

ごらんください。 

 歳出につきましては、久連子地区と同様に、

主に財産管理となっています。 

 第１款の総務費、第１項・総務管理費、第１

目・一般管理費で、第１節の報酬８万３０００

円、これは財産区管理会において２回の開催を

予定していますが、その委員７名の報酬でござ

います。第２５節の積立金２０００円は、基金

利子の積み立てでございます。 

 次に、第２目の財産造成費、第８節・報償費

１万円につきましては、区有林隣接者の境界立

ち会いなどに対する謝礼を計上いたしておりま

す。 

 以上が平成２５年度八代市椎原財産区特別会

計予算でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１６号・平成２５年度八代市椎原財産

区特別会計予算について、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました｣と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後４時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０７分 本会） 

◎議案第５７号・平成２４年度八代市病院事業

会計補正予算・第１号 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５７号・平成２４年度八代市病

院事業会計補正予算・第１号を議題とし、説明

を求めます。 

○市立病院長（永利憲一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、永利市立病院

長。 

○市立病院長（永利憲一君） きょうは皆さ

ん、非常にお忙しいところ、市立病院の議案に

関しましておつき合いいただきまして、どうも

ありがとうございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず第１の、補正予算・第１号に関しまし

て、事務次長の田中さんより御説明をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）市立病院事務局次長の田中と申します。

よろしくお願いします。それでは、座って説明

させていただきます。 

 まず、議案第５７号・平成２４年度八代市病

院事業会計補正予算・第１号について御説明申

し上げます。 

 恐れ入りますが、資料の１ページをお開きく

ださい。予算書です。 

 今回の補正の主な内容は、国の第１次補正予

算に伴いまして、平成２５年度当初予算で計画

予定をしておりました市立病院の耐震２次診断

調査に係る必要経費を前倒しして予算化するも

のでございます。 

 第２条でございますが、資本的収入及び支出

につきまして、まず収入では、一般会計からの

出資金を３７４万５０００円増額しまして、資

本的収入の総額を２３１０万４０００円といた

しております。 

 次に、支出につきましては、建設改良費を６

１６万４０００円増額しまして、資本的支出の

総額を８６４４万９０００円といたしておりま

す。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する財源につきましては、第２条本文括弧書

きのとおり、過年度分損益勘定留保資金にて補

塡することとしております。 

 恐れ入りますが、ページめくって２ページか

ら５ページまでは省略させていただきます。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページで、補正予算明細書を説明をいたし

ます。 

 収入では、款１・資本的収入、項２・他会計

出資金、目１・一般会計出資金を３７４万５０

００円増額をお願いするものでございます。内

訳としましては、耐震診断に係る国庫補助金が

１３２万５０００円、一般財源が２４２万円で

ございまして、建設改良費のルールに基づいた

繰り入れ基準によるものでございます。 

 支出につきましては、款１・資本的支出、項

１・建設改良費、目１・建設改良費に、新たに

節の２・委託料５７７万５０００円と節３・雑

費３８万９０００円を計上するものでございま
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す。 

 なお、この委託料につきましては、市立病院

が築後４６年を経過していることもあり、建築

当時の設計図書が少ないため、本調査に入りま

す前に掘削による基礎形状の確認や鉄筋探査等

の予備調査を行う必要があるため、所要の経費

について計上させていただいております。 

 以上、病院事業会計補正予算につきまして御

説明申し上げました。よろしく御審議の上、御

決定いただきますようお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５７号・平成２４年度八代市病院事業

会計補正予算・第１号について、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました｣と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１８号・平成２５年度八代市病院事業

会計予算 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第１８号

・平成２５年度八代市病院事業会計予算を議題

とし、説明を求めます。 

○市立病院長（永利憲一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、永利市立病院

長。 

○市立病院長（永利憲一君） では、引き続き

まして、田中事務次長さんより平成２５年度八

代市病院事業会計予算につきまして御説明させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） それでは、引き続きまして２５年度の当

初予算について御説明させていただきます。座

って説明をさせていただきます。 

 平成２５年度におきましては、２４年度末の

医師定年退職による減少分を補充するため、本

年４月より新たに内科医師１名を採用し、医療

提供体制の充実に努めるとともに、収入を確保

して、収支の改善を図っていきます。 

 それでは、議案第１８号の平成２５年度八代

市病院事業会計予算について御説明いたしま

す。 

 お手元の予算書１ページをごらんください。 

 まず、第２条の業務の予定量ですが、病床数

は９６床、入院では年間の病床利用率を一般病

床８５％、結核病床１０％と想定し、１日の平

均入院患者数は５９.１人、年間で２万１５７

２人となります。一方、外来では、１日の平均

患者数を３９人、年間で９５１６人を予定して

おります。 

 主な建設改良事業として、病室改修やレント

ゲン室改修工事などの施設整備事業として４０

０万円、人工呼吸器を初めとする医療機器の購

入など資産購入事業として３１６万円を予定い

たしております。 

 次に、病院事業の予算額では、第３条におき

ます収益的収支と言われる病院事業の運営に関

する収支と、第４条の資本的収支と言われる病

院医療機器の購入や企業債の償還など、施設の

建設改良に関する収支に分かれておりますの

で、まず第３条の収益的収支では、収入総額が

７億３０９４万円、支出の総額が７億１９９８
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万４０００円となり、差し引きますと１０９５

万６０００円を見込んでおります。 

 ページをめくりまして、第４条をお願いいた

します。 

 第４条の資本的収支では、収入総額１１２６

万５０００円に対し、支出総額１９７８万６０

００円となり、不足する８５２万１０００円全

額を過年度分損益勘定留保資金で補塡すること

としています。 

 ５条から第８条までは一時借入金の限度額と

経費の流用に関する事項及び棚卸資産の購入限

度額について定めております。 

 なお、企業債につきましては、２５年度の借

り入れ予定はございません。 

 それでは、予算に関する説明に移らせていた

だきます。 

 ７ページから１６ページまでは説明を省略さ

せていただきます。 

 １７ページをお願いいたします。 

 まず、収益的収入及び支出の収入の主なもの

でございますが、款１・病院事業収益、項１・

医業収益、目１・入院収益は、前年比１１９６

万９０００円減の４億５１１２万８０００円で

ございます。これは２４年度の上半期の入院単

価を参考に、年間の入院患者延べ人数２万１５

７２人を乗じたものです。 

 目の２・外来収益は、昨年比２１８７万９０

００円減の１億３７３０万８０００円でござい

ます。入院と同様に、２４年度上半期の外来単

価を参考に、年間の外来延べ患者数の９５１６

人を乗じたものでございます。 

 目の３・その他医業収益は、９６６万円でご

ざいます。内訳ですが、差額ベッドに６０万

円、人間ドック９６万円、健康診断手数料等で

５４０万円、病院群輪番制病院運営事業補助金

２５２万円、そのほかで１８万円となっており

ます。 

 以上、医業収益の合計は、前年比３６９０万

８０００円の減となりまして、５億９８０９万

６０００円となっております。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 項２・医業外収益、目２・他会計負担金は、

前年比１１７万９０００円増の１億３１６６万

１０００円を計上しております。これは、国が

定めた繰り出し基準に基づき、一般会計が負担

するものでございます。内訳としましては、説

明欄に記載しておりますが、結核病床不採算繰

り入れの１億２４４６万３０００円が主なもの

となっております。 

 目の４・その他医業外収益は、１０８万１０

００円を計上いたしております。こちらは、自

動販売機売上手数料や病室のテレビ使用料など

の収益などでございます。 

 合わせました医業外収益の合計は、昨年比９

６万３０００円増の１億３２７４万４０００円

となっております。 

 次の１９ページ、項３・特別利益につきまし

ては、前年度と同額の１０万円を計上いたして

おります。 

 以上、収益的収入の合計ですが、前年比３５

９４万５０００円減の７億３０９４万円でござ

います。 

 続きまして、２０ページをお願いいたしま

す。 

 収益的収入及び支出の支出の部分でございま

す。 

 款の１・病院事業費用、項の１・医業費用、

目の１・給与費は、昨年比３４８６万７０００

円減の３億８８２２万７０００円を計上いたし

ております。 

 節ごとの予算額は記載のとおりでございます

が、節１の給料の内訳は、医師５人、看護師、

――これは正看護師と准看護師でございますけ

ども、２３人、薬剤師２人、診療放射線技師１

人、臨床検査技師１人、管理栄養士１人の合計

３３名の医療職職員と、事務局の一般行政職員



 

－70－ 

６人の給料の合計でございます。 

 説明の途中ではございますが、今年４月より

新たに内科医師１名を採用することができまし

たので、この場をかりて御報告をさせていただ

きたいと思います。 

 恐れ入りますが、別紙で用意しております議

案第１８号関連と記載しております資料をごら

んください。Ａ４のペーパー１枚物でございま

す。右肩に、議案第１８号関連というペーパー

が１枚、Ａ４の紙が１枚あると思います。よう

ございますでしょうか。 

 それでは、説明続けさせていただきます。 

 病院では、本年度末の医師２名の定年退職を

控えまして、喫緊の課題といたしまして医師の

確保に取り組んでまいりました。現在も取り組

んでいる途中でございますけども、昨年より、

熊本大学医学部からの派遣依頼や民間業者によ

るあっせん、病院のホームページ上での募集な

どを行いながら、医師確保に取り組んでまいり

ました。その結果、常勤医師として１名を今回

新たに採用することができました。内科医の二

宮正先生です。 

 先生の経歴について簡単に御説明いたしま

す。先生は、現在５８歳でありまして、昭和６

３年に熊本大学医学部を卒業し、同年、医師免

許を取得され、臨床医師として現在まで診療に

かかわっておられます。臨床の経験ですが、特

に徳州会の病院が主でございまして、徳之島、

福岡、大阪、岸和田などの病院に勤められ、ま

た鹿児島県の与論島の町立診療所にも勤務され

ておられます。ことしの４月までは鹿児島県の

出水市の出水総合医療センターに総合内科部長

として活躍されておられました。専門は消化器

系の疾患で、食道、胃、大腸、肝臓、膵臓に発

症するさまざまな疾患を診断、治療され、特に

食道静脈瘤破裂や十二指腸潰瘍出血など消化器

救急疾患の診断と治療も行われます。また、食

道がんや胃がん、大腸がんの早期発見と内視鏡

的治療も行っておられます。 

 今回の採用で、常勤医師４名の体制となりま

したが、引き続き医師の確保に努めたいと考え

ております。 

 なお、今年度末で定年退職されます永利先

生、中村先生にも４月より非常勤医として週に

１回、外来診療を担当していただく予定といた

しております。 

 それでは、予算の説明のほうに戻ります。 

 予算書のほうをお開きください。 

 節の３の賃金でございます。宿日直の勤務や

外来、レントゲン読影の非常勤の先生方、並び

に非常勤職員として雇用しております看護師、

診療放射線技師などに支払います賃金でござい

ます。 

 次に、目の２・材料費は、１億７１５０万５

０００円を計上しております。主な内容です

が、節１の薬品費に１億３５３９万５０００

円、節の２の診療材料費に３３８１万９０００

円を予定しておりますが、こちらも、いずれも

２４年の４月から９月までの実績値を参考に算

定をさせていただいております。節の３の給食

材料費につきましては、別途、委託業務で対応

しているところでございます。こちらの１９万

１０００円につきましては、食器などの購入費

であります。 

 次に、２１ページの目３・経費ですけども、

経費につきましては１億１５２７万４０００円

を計上しております。ここでは、一般管理費に

当たるものとして、旅費、交通費や消耗品費、

施設の光熱水費、修繕費、医療機器のリース

料、業務委託料などを計上いたしております。

主な内容としましては、節の１０の修繕費にお

きまして、給食調理室の壁及び天井の塗装、病

室の内装改修、電気・給排水設備の修繕など経

年劣化に伴います突発的な修繕や、ＣＴ機器や

人工呼吸器などの医療機器の修繕に５３２万３

０００円を計上いたしております。 
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 ２２ページをお願いいたします。 

 節１５・委託料でございますけども、説明欄

のとおりですけども、まず、ボイラー機器が運

転停止に伴いまして医業管理業務委託の廃止を

行いました。また、窓口や公用車運転の業務委

託の見直しも行った結果、昨年度より６６８万

５０００円の減額計上といたしております。節

の１６・諸会費ですが、２４２万１０００円の

主な内訳は、医師会や全国国保施設診療協議会

などへの年会費が１７９万２０００円、先生方

の学会、研修会等への参加負担金として６２万

９０００円を計上いたしております。 

 次に、目の４・減価償却費ですが、２４３５

万７０００円を計上しております。昨年に比べ

て２９万円の減となっております。これは節の

２の器械備品減価償却費において、２４年度に

超音波画像診断装置、いわゆるエコーですね、

を１台、輸液ポンプ１台、経腸栄養ポンプ２

台、心電呼吸送信機４台を購入しておりますの

で、その減価償却分を加算しました。逆に、償

却が終わった機器分については、減額をいたし

ております。 

 次に、２３ページになりますが、目の５・資

産減耗費ですけども、こちらは昨年と同額の１

５０万円を計上いたしております。 

 目の６・研究研修費ですが、昨年とほぼ同額

の３７２万７０００円を計上いたしておりま

す。内訳としましては、節１・謝金の１５８万

９０００円、こちらは手術を行います際の麻酔

の先生方への謝礼とか、院内の職員研修会にお

けます講師謝金等でございます。節３・旅費の

１４６万６０００円は、各種学会等への出席旅

費でございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 項の２・医業外費用でございます。目の１・

支払利息及び企業債取扱諸費でございますけど

も、３８万円を計上いたしております。これは

通常の企業債の利息１３万円に加えまして、一

時借入金を半年間借り入れた場合の利息を新た

に今回計上いたしております。２４年度末の流

動資産、現金、預金の残高が約１億５０００万

円に減少するため、念のため、一時借入金を行

った場合の借入利息を新たに計上させていただ

いてるところでございます。 

 目の２・繰延勘定償却については、損益計算

の平準化を図るため、２４年度に資本的支出に

て支払いました退職金５２０５万円を、２５年

度より４年間で償却する方式を採用したことか

ら、本年度の該当分の１３０１万３０００円を

計上するものでございます。したがいまして、

２５年度から４年間、この金額が計上される形

になります。 

 ２５ページの項の３・特別損失では、１４０

万円を計上いたしております。昨年度に比べま

して４０万円の増となっております。これは、

目の３・過年度損益修正損において、特に不納

欠損において増額をしたところによるもので

す。 

 目の４・予備費につきましては、昨年度と同

額の５０万円を計上いたしております。 

 以上で収益的支出の合計が昨年度より４４３

３万円減額の７億１９９８万４０００円でござ

います。収入の合計が７億３０９４万円ですの

で、差し引きが１０９５万６０００円というこ

とで予定をしております。 

 続きまして、２６ページをお願いいたしま

す。 

 ここからは資本的収入及び支出になります。 

 まず、収入のほうで説明をさせていただきま

す。 

 款の１・資本的収入、項の１・他会計出資金

でございますけども、下の段の、２７ページの

中段から支出におけます建設改良費及び企業債

元金償還金に対する一般会計からの出資金でご

ざいます。 

 項の２・県補助金ですけども、今回新たに人
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工呼吸器を１台購入するに当たりまして、県か

らの補助金を収入するものでございます。 

 ２７ページの項３・企業債でございますけど

も、２５年度では借り入れの予定がございませ

んので、計上はいたしておりません。 

 以上、資本的収入の合計は、昨年度より８０

９万４０００円減額の１１２６万５０００円で

ございます。 

 続きまして、支出でございますけども、項１

・建設改良費、目１・建設改良費につきまして

は、病室の改修工事や雨漏り改修などで４００

万円。 

 目２・有形固定資産購入費は、先ほど御説明

しました人工呼吸器を含めた医療機器の購入に

３１６万円を予定いたしております。 

 次の２８ページ、最後になりますけども、２

８ページでは、項の２・企業債償還金のうち、

元金１２６２万６０００円を計上いたしており

ます。 

 なお、退職給与金につきましては、２５年度

は支出の予定がございません。 

 以上、資本的支出の合計は、前年比６０４９

万９０００円減の１９７８万６０００円を予定

いたしております。 

 したがいまして、資本的収入から支出を差し

引いた８５２万１０００円の収支不足につきま

しては、過年度分損益勘定留保資金にて補塡す

ることといたしております。 

 以上で平成２５年度八代市病院事業会計予算

の説明を終わります。御審議方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済みません。２０ペ

ージのですね、給与費なんですが、今回、給与

費、マイナス３４８６万７０００円、この理由

をお願いします。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 田中市立病院事務局

次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。一番大きいのはですね、節の５の

退職給与金でございます。こちらが２５年度に

ついては退職給与金が予定がございませんの

で、一応１０００円だけの計上といたしておる

ところと、節の１で給料なんですけども、２４

年度におきましては一応６名分の医師の給料を

予定しておりましたけども、今回、常勤の医師

が４名ということと、さらに医師の確保を続け

てまいります関係で、プラス１名の余裕を持っ

て、一応５名分ということで計上させていただ

いております。（委員幸村香代子君「はい、あ

りがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかに。 

○委員（山本幸廣君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） これはもうお願いなん

ですけど、予算書つくられたから言うあれじゃ

ないんですけども、１ページの１日の平均患者

数の外来なんですけども、３９.０人ですね。

通常、私もずっと医療関係、ちょっと見て回っ

てるんですけども、私は現実に知っとるところ

で、医師が１人と、――１.５ぐらいかな、と

ころで、田舎なんですけどもね、この数字見

て、私今びっくりしたんですけども、今回は、

永利先生と中村先生が退職なされても、週に１

回来ていただくということで、内科の先生が１

人ということで、どうしてもこの外来をふやさ

なければな、どうにもならないような状況にな

るんですよね。 

 ですから、収支を見ても、この外来の数字を

ですね、もうちょっとふやしていかなければ、
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この３９.０というのは、今まではそれでよか

ったかもしれぬけども、今回については、退職

された永利先生あたりも週に１回来られるとい

うことですから、よろしかればですね。私のと

ころなんか、８０から１００ですよ、私知っと

るところで。もうかってるといかぬですけど、

もうかっておられるんでしょうね、経営もいい

ところですから。私がお聞きしたところが、８

０から、１日１００人ぐらいということで、び

っくりしたんですけども、これを見て、３９.

０ですけんでから、ここらあたりをどうにか、

みんなで力合わせてですね、外来をふやすよう

な努力をしていただければなと思いますが、い

かがですかね。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。御指摘、ごもっともということに

なります。今回、永利先生、中村先生に非常勤

の医師としてまた残ってもらうというところ

は、この外来の患者さんを減らさないというこ

との一つの目標もあるんですけども、また、専

門性を持った外来を今度は始めたいなと思いま

して、特に、永利先生には内科の総合的な、結

核を含めた内科の外来と、中村先生には漢方の

ほうで、漢方外来という形でですね、そういう

形でＰＲをしながら、外来患者の増加にです

ね、努めてまいりたいと考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 私たちも、そのＰＲに

向けて、どんどんどんどんですね、どうしても

検討委員会等々で、どうするかという、病院自

体をですよ、前向きな姿勢でですね、いかない

かぬということで、あとは適材適所じゃないん

ですけども、場所的な問題、いろいろとあると

思いますけども、もう前に前に進んでいくよう

に努力する中で、やっぱこの外来ですよね、先

ほど言ったように。もうそうすることによって

から、全体が収益が上がってくるということに

なるわけですので、ＰＲに努力してください。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。今の関連なん

ですが、先ほど、条例改正をして土曜日を休診

ということにされましたですよね。その体制の

不足があるということだったんですが、そのあ

たり、この外来数の減少、今回の設定に影響は

あってますか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。今回、外来のその辺の減少の要因

に、今の土曜日の休診は余り考えておりませ

ん。先ほど申し上げました、内科医師が１人確

保できたことと、先生方に非常勤で、週１です

けども、入ってこられることを考えまして、今

んところ、いわゆる自然減的な要素だけでしか

外来の人数の減少は今んところ考慮はしており

ません。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。私はやっぱ

り、いたし方ないということでね、やっぱり前

回、土曜日休診についてはですよ、賛成をした

んですけれども、私はやっぱり地域に根差して

いく病院としてはですね、土曜日というのは、

やっぱり開くべきであろうというふうな意見を

持っています。 

 で、今回、医師の確保１名できたということ

も含めてですね、再度ですね、地域のほんとに

ニーズに応えていくという意味も含めてです

ね、再度検討がお願いできればというふうに思

います。 

 以上です。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹
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君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。土曜日の休診を行うに当たりまし

ては、どうしても土曜日に、指定休という形

で、平日の診療がちょっとおろそかになる部分

がございますので、そちらのほうもクリアしな

がらですね、土曜日にそういった感じで診療が

できることに向けて、再度、医師の確保を続け

ながら検討をしていきたいと考えてます。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。退職給与金のこ

とですが、５２０５万か、毎年１３００万、４

年間ということですが、先生たちはそれで了解

しなはったっですか。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 一応これは経理上の手段でございまし

て、先生方にはもう今年度末、一気に払ってお

きまして、あとは経理上が４年間で、いわゆる

減価償却するような形で４分割で支出していた

だくような形での方法をとらせていただいてい

るところでございます。ですので、本人さんた

ちにはもう直接、その分……。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 少し心配しましたが。

ただ、今後の病院のあり方についてはですね、

先ほど山本委員も言いましたように、やっぱり

入院患者もそうですが、１日のやっぱり患者数

も少し少ないようでありますので、今後、私た

ちも、病院そのものも古いしですね、医療機器

も万全ではないし、今後、私たちもあり方検討

委員会のほうを、ちょっと御意見等も参考にし

ながら、病院の会計については、事業会計につ

いては御意見を申し上げたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員外議員（笹本サエ子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） この際、委員外議員

の発言の申し出について御協議を願います。ど

うされますか。（発言する者あり） 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 本件について、笹本議員からの発言を許可す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） どうぞ。 

○委員外議員（笹本サエ子君） 皆さん、本当

にお疲れさまです。 

 先ほど、山本委員さんから、ぜひＰＲにも努

めていただきたいというお話がありました。 

 実は、私のおばが、胆石が胆のうを破って十

二指腸に入ったということで、年齢が高いんで

すけど、実はペースメーカーも入れてたってこ

とで、労災病院に入院したんですね。 

 ところが、――労災病院をずっとかかりつけ

の病院にしてたもんですから、労災病院では、

ペースメーカーも入れているし手術はできない

と、こういう事例はなかなか成功した例がない

ということで、じゃ、どうするかということ

で、私も実はね、そういうお話をいとこたちか

ら聞いて、もう楽にしてあげてね、苦痛の緩和

でいいんじゃないのと言ってたんです。ところ

が、市立病院に移動することになって、市立病

院で石を１時間半ですかね、かかって摘出した

ということで、いとこたちがとても喜んでると

いう話が今入ってきております。 

 だから、私やっぱりですね、そういう地域の

住民の命を守るということでね、やっぱり市立

病院が頑張っていただいてるということをね、

知っていただくためにも、ＰＲをしていきたい

と思ってるんです。 
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 真剣に討議していただいてるまず経済企業委

員の皆さんにも、そのことを報告しておきたい

と思って、手を挙げました。ありがとうござい

ました。 

○委員（古嶋津義君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 平成２５年度の病院の

事業会計の審査しよっとだいけん、関係なかで

しょう、そら。個人的な意見だいけん。強く申

し上げときます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

 はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。先ほどですね、

病院のＰＲの問題で、今後ですね、どのように

されていくか、ちょっとわからないんですけ

ど、できればですね、八代市報のですね、折り

込みといいますか、別冊ぐらいでもですね、八

代市立病院の体制がこうなりましたということ

とですね、いろんな紹介といいますか、やっぱ

りされたほうがですね、今だったら、多分５月

１日号ぐらいに間に合うのかなと思います。 

 そこいらも含めてですね、書面で一度また市

民の皆さんにお知らせをするということも大事

と思うんですが、そこいらについてはどういう

お考えでしょうかね。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。２４年度からですね、病院の広報

誌といたしまして、今、年に４回、２４年度は

季節ごとに、かわせみという名前でですね、発

行させていただいております。 

 ただ、うちの予算の範囲上、比較的病院の周

辺地域でですね、配布をさせていただいており

ますけども、今回、こういった院長先生方がか

わられますのでですね、１回は全戸にですね、

配布できるような形でＰＲを入れたいというふ

うに予算上考えております。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連ですけど

も。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 事務局次長、それはも

う大事なことですよ。もうそら、５万８０００

部ぐらいかな、今。（｢はい」と呼ぶ者あり）

そらもうしれたもんですよ、予算的にも。そら

もうカラーでしなっせ、カラーで、きちっとし

てから。徹底したほうがよかですよ。（｢は

い」と呼ぶ者あり）今回、新しい医師の方、内

科、そういう専門の中でですね、コメントいた

だいて、そして永利先生からのコメントいただ

いてですよ、そしてまた先生おられるというこ

とですけんでから、いいことですよ。そらもう

ほんと、カラー刷りでぴしゃっとやんなっせ。

（｢そうですね」と呼ぶ者あり）そらもう経済

企業はどがしこ予算つけてやるけん。認めてや

るけん。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１８号・平成２５年度八代市病院事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会します。 

（午後４時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時５１分 本会） 

◎議案第１０号・平成２５年度八代市簡易水道

事業特別会計予算 
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○委員長（百田 隆君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１０号・平成２５年度八代市簡

易水道事業特別会計予算を議題とし、説明を求

めます。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）水道局の

宮本でございます。よろしくお願いいたしま

す。座りまして説明させていただきます。 

 別冊になっております八代市特別会計予算書

の１１３ページをお願いいたします。 

 それでは、議案第１０号・平成２５年度八代

市簡易水道事業特別会計予算について御説明い

たします。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３

億６７７５万４０００円といたしております。 

 第２条、地方債でございますが、簡易水道施

設整備事業として１億５３５０万円を予定して

おります。 

 それでは、内容につきまして、歳出から説明

させていただきます。 

 １２３ページをお願いいたします。 

 第１款、第１項・簡易水道事業費、目１・簡

易水道総務費でございますが、４５８７万６０

００円を計上いたしております。 

 節２・給料から節４・共済費までは、職員６

名分の人件費４５６９万９０００円でございま

す。８４万４０００円の減額は、人事異動によ

るものでございます。 

 次に、目２・簡易水道維持管理費でございま

すが、５０２８万５０００円を計上いたしてお

ります。 

 その主な内訳でございますが、節１１・需用

費１５１６万６０００円は、施設管理消耗品１

３６万５０００円、施設電気料７６９万円、施

設設備修繕費５１８万８０００円が主なもので

ございます。節１２・役務費１８８万１０００

円は、水道施設電話料４２万２０００円、水道

料金の納付書郵送料１９万８０００円、量水器

取りかえ手数料７８万６０００円、口座振替手

数料２３万６０００円、水道施設保険料１２万

８０００円が主なものでございます。節１３・

委託料２９０８万８０００円は、水質検査業務

委託１７９３万６０００円、浄水施設ポンプ設

備滅菌機などの保守点検業務委託２２２万７０

００円、水道施設清掃業務委託３５６万円、水

道施設監視業務委託３２３万２０００円、量水

器検針業務委託２０６万８０００円が主なもの

でございます。節１６・原材料費６７万３００

０円は、水道管などの水道用材料を購入するも

のでございます。節１８・備品購入費３２４万

６０００円は、新規メーター及び塩素滅菌機及

び普通乗用車１台を購入するものでございま

す。 

 目３・簡易水道建設費でございますが、１億

６５１４万円を計上いたしております。 

 その内訳でございますが、節１３・委託料１

１００万円は、上鎌瀬地区簡易水道区域拡張整

備事業に係る経営変更認可申請書作成業務委託

５００万円及び実施設計業務委託６００万円で

ございます。節１５・工事請負費１億５４１４

万円は、前年度に引き続き、坂本地区の坂本、

片岩、馬廻、小崎の４地区を統合改良する工事

１３９６万５０００円と、五家荘地区簡易水道

整備事業といたしまして、樅木地区におきまし

て浄水施設整備、送配水管布設など１億４０１

７万５０００円の工事を予定いたしておりま

す。 

 １２４ページをお願いいたします。 

 款２、項１・公債費、目１・元金でございま

すが、８４００万４０００円を計上いたしてお

ります。これは、起債償還元金及び借換債の償

還元金でございます。 

 目２・利子２２４４万９０００円を計上いた
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しております。これは、起債及び借換債償還利

子でございます。 

 以上が歳出でございまして、歳出合計３億６

７７５万４０００円を計上いたしております。 

 次に、歳入でございますが、１２０ページに

戻っていただきまして、款１・分担金及び負担

金、項１・負担金、目１・簡易水道事業費負担

金３２６万８０００円、これは坂本地区及び泉

地区の消火栓工事負担金でございます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・簡易水道使用料７５２９万４０００円を見

込んでおります。これは、八代地区４３戸、１

３４万４０００円、坂本地区１５９９戸、５７

６５万１０００円、東陽地区２５６戸、９９３

万３０００円、泉地区３３２戸、６３６万６０

００円でございます。野添地区の料金改定及び

前年度実績により、約３１万円程度の増額を見

込んでおります。 

 項２・手数料、目１・簡易水道手数料７万７

０００円、これは主に督促手数料でございま

す。 

 １２１ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１億３２９１万６０００円を計上いたしており

ます。内訳は、八代地区９６３万９０００円、

坂本地区８４１９万９０００円、東陽地区２０

７４万円、泉地区１８３３万８０００円となっ

ております。 

 款４、項１、目１・繰越金１０００円。 

 款５・諸収入、項１、目１・雑入２６９万８

０００円、これは消費税還付金などでございま

す。 

 １２２ページをお願いいたします。 

 款６、項１・市債、目１・簡易水道事業債１

億５３５０万円を計上いたしております。内訳

といたしまして、坂本地区統合簡易水道整備事

業１２４０万円及び上鎌瀬地区簡易水道区域拡

張整備事業６００万円、並びに樅木地区簡易水

道整備事業１億３５１０万円でございます。 

 以上が歳入でございまして、歳入合計３億６

７７５万４０００円を計上いたしております。 

 以上で平成２５年度八代市簡易水道事業特別

会計予算の説明を終わります。よろしく御審議

お願いします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。簡易水道の今、

受益戸数というのは大体２１００戸ぐらいだっ

たですかね。そのうちでですね、１２３ページ

の坂本地区、上鎌瀬地区、樅木地区てあります

よね。この３地区の受益戸数はどんなもんでし

ょうか。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） 松田水道局次長兼簡

易水道係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

受益戸数ですけども、まず樅木地区、五家荘地

区の整備工事、樅木地区になりますけども、そ

ちらが３０世帯、３０戸です。 

 それから、上鎌瀬地区の区域拡張、ふえる分

が約５０世帯と思っていいと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 田中委員、よかです

か、それで。 

○委員（田中 茂君） いや、坂本も。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

坂本地区につきましては、これまで簡易水道で

ございましたので、増減はございません。 

○委員長（百田 隆君） よかっですか、それ

で。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。樅木地区は３０
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戸で１億４０００万ということになりますと、

かなり家が離れてるのかなということも考えら

れるんですが、なかなか距離ちゅっても、ちょ

っと無理でしょうけど、かなり離れてるちゅう

ことですね。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、松田水道局次

長兼簡易水道係長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい。樅木地区につきましては、多分皆さんも

御存じのとおり、山間地にありまして、高低差

等もですね、非常に厳しくございます。距離も

ですね、総延長、配水管、管をですね、持って

いく管の総延長は約３キロということで考えて

おります。県道、市道、里道、なるべく安くな

るような方法でですね、今回工事のほうも大き

く見直しをしてるところです。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） いっちょだけ、はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 水というのは、人間の

体に大変大事なものでありますが、その水質検

査、今、特にＰＭ２.５とか、よく言われます

が、水質検査は年に何回ぐらいされております

か。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、松田水道局次

長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

水質検査等につきましては、国の法律に基づき

まして、毎月最低１回の検査、それと５０項目

という検査をですね、年間に４回ほど行ってお

ります。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０号・平成２５年度八代市簡易水道

事業特別会計予算について、原案のとおり決す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１７号・平成２５年度八代市水道事業

会計予算 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第１７号

・平成２５年度八代市水道事業会計予算を議題

とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） それでは、引き続

き、議案第１７号・平成２５年度八代市水道事

業会計予算について御説明いたします。 

 別冊予算書、八代市水道事業会計予算書のほ

うお願いいたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２５年度八代市水道事業会計予算。 

 第１条、平成２５年度水道事業会計の予算

は、次に定めるところによります。 

 第２条、業務の予定量でございますが、給水

戸数１万３７００戸、年間総給水量３６３万１

０００立方メートル、１日平均給水量９９４７

立方メートル、主な建設改良事業といたしまし

て、配水管整備事業、事業費２億１７２万円、

配水管改良事業、事業費４５７５万円を予定い

たしております。 

 第３条、収益的収入及び支出でございます
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が、まず収入では、第１款・水道事業収益４億

８６３４万７０００円。内訳といたしまして、

第１項・営業収益４億８３７１万７０００円、

第２項・営業外収益２６２万７０００円、第３

項・特別利益３０００円を計上いたしておりま

す。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、第１款・水道事業費用

４億１５９１万４０００円。内訳といたしまし

て、第１項・営業費用３億７７８５万９０００

円、第２項・営業外費用３４５９万円、第３項

・特別損失４６万５０００円、第４項・予備費

３００万円を計上いたしております。 

 差し引き収支は、７０４３万３０００円の黒

字を見込んでおります。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます

が、まず収入では、第１款・資本的収入６０２

５万４０００円。内訳といたしまして、第１項

・工事負担金１０５１万６０００円、第２項・

出資金４９７３万８０００円を計上いたしてお

ります。 

 支出でございますが、第１款・資本的支出３

億９４３４万円。内訳といたしまして、第１項

・建設改良費２億５０１５万円、第２項・企業

債償還金１億４３１９万円、第３項・予備費１

００万円を計上いたしております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不

足する３億３４０８万６０００円は、過年度分

損益勘定留保資金で補塡いたします。 

 この予算の詳細につきましては、予算明細の

ほうで御説明いたします。 

 第５条、一時借入金の限度額は５０００万円

といたします。 

 ３ページをお願いいたします。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合として、営業費用及び営

業外費用に計上した経費のうち、次条に定める

職員給与費以外の経費間を定めております。 

 第７条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費といたしまして、職員給与費

１億５４０万５０００円を定めております。 

 第８条、他会計からの補助金といたしまし

て、新港町企業誘致に対処するための配水管布

設工事に対する企業債に係る支払利息に要する

経費及び地方公営企業職員に係る児童手当等に

要する経費に対し、一般会計から１５４万６０

００円の繰り入れを予定いたしております。 

 第９条、棚卸資産購入限度額は、１６００万

円といたしております。 

 次の５ページから水道事業会計予算に関する

説明書でございます。実施計画、資金計画、予

定損益計算書、予定貸借対照表につきまして

は、予算に基づき作成いたしました資料でござ

います。説明のほうを省略させていただきまし

て、予算の明細について御説明いたします。 

 ２１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入のほうでございま

すが、款１・水道事業収益、項１・営業収益、

目１・給水収益４億７７５９万９０００円。こ

れは、給水使用料及び量水器使用料４億７５６

９万５０００円、船舶給水使用料１９０万４０

００円でございまして、月平均１万３６００

戸、年間給水量３６３万１０００立方メートル

を見込んでおります。 

 目２・受託工事収益４３５万７０００円。内

訳といたしまして、給水工事収益２６万２００

０円。これは、給水工事占用事務手続関係の収

益でございます。修繕工事収益４０９万５００

０円。これは、下水道工事に伴う水道管切りか

え工事等でございます。 

 目３・その他の営業収益１７６万１０００

円。これは、材料売却収益１０万５０００円と

手数料１６５万６０００円でございます。 

 営業収益合計４億８３７１万７０００円を計

上いたしております。 

 ２２ページをお願いいたします。 
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 項２・営業外収益、目１・受取利息及び配当

金６０万円。これは、定期預金等の利子でござ

います。 

 目２・他会計補助金１５４万６０００円。こ

れは、第３工区配水管布設工事の起債に係る一

般会計利息負担分と児童手当等に係る一般会計

負担分でございます。 

 目３・雑収益４８万１０００円。内訳は、不

用品売却収益１０００円、その他雑収益４８万

円でございます。これは、量水器取りかえ評価

差額などでございます。 

 営業外収益合計２６２万７０００円を計上い

たしております。 

 項３・特別利益、目１・固定資産売却益、目

２・過年度損益修正益、目３・その他特別利

益、それぞれ１０００円計上いたしておりま

す。 

 特別利益合計３０００円を計上いたしており

ます。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 支出でございますが、款１・水道事業費用、

項１・営業費用、目１・原水及び浄水費７０９

０万８０００円。これは、水源地関係の費用で

ございます。その主なものといたしまして、一

般職２名分の人件費、水源地運転管理業務委託

料、水源地動力費などでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 目２・配水及び給水費６２７３万１０００

円。これは、配水及び給水施設に係る費用でご

ざいます。その主なものといたしまして、一般

職３名及び外港船舶給水所管理業務非常勤職員

１名の人件費、配水管及び給水管の修繕費、漏

水調査委託料などでございます。 

 ２５ページをお願いいたします。 

 目３・受託工事費１５１０万４０００円。こ

れは、給配水管の切りかえ工事等の受託工事に

要する費用でございまして、その主なものは、

一般職２名の人件費、下水道工事に伴う水道管

切りかえ工事の工事請負費などでございます。 

 目４・総係費８２００万４０００円。これ

は、一般事務経費など事業全般に関連する費用

でございます。その主なものといたしまして、

一般職６名、水道料金滞納整理業務非常勤職員

２名及び貯蔵品管理業務非常勤職員１名の人件

費、検針・集金業務委託料、料金システム、会

計システムの保守料などでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 目５・減価償却費１億４６４０万２０００

円、目６・資産減耗費６０万円、目７・その他

営業費用１１万円でございまして、営業費用合

計、３億７７８５万９０００円を計上いたして

おります。 

 項２・営業外費用でございますが、目１・支

払利息及び企業債取扱諸費２９５７万４０００

円、目２・消費税及び地方消費税５０１万５０

００円、目３・雑支出１０００円でございまし

て、合計３４５９万円を計上いたしておりま

す。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 項３・特別損失でございますが、目１・固定

資産売却損１０００円、目２・臨時損失１００

０円、目３・過年度損益修正損４６万２０００

円、目４・その他特別損失１０００円でござい

まして、合計４６万５０００円を計上いたして

おります。 

 次の項４・予備費は３００万円を計上いたし

ております。 

 ２８ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出でございます。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１・工事負担金、目１・他会計負担金７

１５万５０００円。これは、消火栓設置に係る

一般会計の負担金でございます。 

 目２・特設配水管工事負担金１０００円。 

 目３・その他工事負担金３３６万円。これ

は、下水道工事に伴います移設補償の工事負担
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金でございます。 

 工事負担金合計１０５１万６０００円を計上

いたしております。 

 項２・出資金４９７３万８０００円を計上い

たしております。これは第４次拡張事業にかか

わります企業債償還の元金の一般会計出資金で

ございます。 

 次に、２９ページの支出でございますが、款

１・資本的支出、項１・建設改良費、目１・配

水設備拡張費２億１７２万円。これは太田郷、

八千把、宮地地区などに７５ミリから５００ミ

リの配水管を５０５０メートル布設するもので

ございます。 

 目２・配水設備改良費４５７５万円。これは

太田郷、松高、日奈久地区など、７５ミリから

１００ミリの配水管５９０メートルを移設及び

改良工事するものでございます。 

 目３・営業設備費２６８万円。これは、新規

給水工事用のメーター３５０個の購入及び企業

会計制度の見直しに伴います企業会計システム

を更新するものでございます。 

 建設改良費合計２億５０１５万円を計上いた

しております。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 項２・企業債償還金１億４３１９万円を予定

いたしておりまして、次の項３・予備費は１０

０万円を計上いたしております。 

 ３１ページ以降は、給与費明細書、債務負担

行為に関する調書及び地方債に関する調書でご

ざいますので、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議お

願いします。 

○委員長（百田 隆君） 今、説明終わりまし

たけれども、以上の部分について質疑を行いま

す。何かありますか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員、ど

うぞ。 

○委員（田中 茂君） はい。水道事業につい

てはですね、順調に完了されてるんじゃないか

と思ってるんですが、以前、たしかですね、一

般の水道事業と簡易水道の事業統合に向けた努

力といいますか、そこいらについてちょっとお

尋ねしたことがあると思うんですが、かなり障

害は確かにあると思うんですけど、どういう障

害があるかですね。それと、今後できれば統一

のほうに、事業統一に向けた方向が見えてくる

のかどうかですね、その辺をちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。委員御指摘

の簡易水道と上水道の統合につきましては、平

成１９年度末におきまして統合計画を策定して

提出しております。坂本、それから八代の二

見、それから東陽の地区におきましては、今の

上水道の区域から１０キロという距離の簡易水

道は、上水道に統合しませんと補助事業ができ

ないようになっております。 

 平成１９年度にその統合計画を、泉地区を除

きまして上水道に統合する計画を策定いたしま

したんですが、先ほど委員さんもお尋ねになら

れました、簡易水道のほうの戸数、それにかか

りますところのコスト、費用対効果を鑑みます

と、かなり簡易水道のほうは高コストで、しか

も、少ない給水戸数で負担をしなければいけま

せん。上水道のほうにつきましては、水源のほ

うも地下水を利用いたしておりまして、取水施

設ですとか浄水施設、その他、表流水に比べま

してコストがかかりません。上水道の料金と簡

易水道の料金との格差がかなりありますもので

すから、簡易水道の需要家の方といたしまして

は、上水道並みの料金にという御要望があるの

も、確かに耳にしてるところでございます。 
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 しかしながら、上水道の経営のほうも、今、

年間六、七千万ずつ黒字は上げているものの、

まだ１４億、企業債が残っております。これは

今のところ、貸借対照表上は借入資本金という

名になっておりますが、今度、２６年度には会

計制度が変わりまして、固定負債ということの

扱いになります。いわゆる、これは借金でござ

いまして、この１４億の借金をお客様からいた

だきましたその水道料金でもって返済しなくて

はいけません。先ほどの簡易水道のほうの予算

書のほうにもございますが、平成２５年度末で

１３億、簡易水道のほうの起債の残高がござい

ます。これにつきましては、先ほどからの１億

ほどの一般会計からの繰り入れなくしては、今

の料金も維持していけない状況でございます。 

 簡易水道と統合いたしまして料金を統一いた

しますということは、つまり上水道の料金を上

げなければいけないということになります。そ

うなりますと、税金のほうで簡易水道のほうに

一般会計繰入金として投入しております、皆さ

んで負担していただいております。上水道の需

要家の方は、水道料金を払った上に、なおさら

税金のほうでも補塡すると、二重の補塡をする

ということから、上水道の使用者の方の理解が

得にくいというふうに私のほうは考えておりま

す。実際のところ、まだその辺の提案をしたこ

とがないものでございますから、ちょっとその

辺は、機会を持ちまして、住民の方にも意見を

求めていきたいと思っております。 

 以上でございます。（委員田中茂君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） ほかにございません

か。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ３点だけお尋ねしま

す。わかる範囲で結構です。 

 先ほど、給水量とか給水戸数とかは、ゆうす

い率がわかれば。（水道局長宮本誠司君「有収

率でございますか」と呼ぶ）うんうん、それわ

かれば。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 有収率につきまし

ては、予算の場合９０％を目標にしておりま

す。いわゆる総配水量で有収水量――メーター

ではかった水量を割ったものが有収率でござい

ます。現在、ちょっと決算で、前年度決算にお

きましても８０ちょっと、年々落ちてきており

ますものですから、今年度も漏水調査等いたし

まして、９０％を目指してやっていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） かなり漏水があるのか

なと思いますが、それはそれとして、ぜひ漏水

のないようにお願いをしたいと。 

 それから、２１ページのところですね、受託

工事収益が出てきますが、これは消費税込みの

金額ですかね。 

 それともう一つは、修繕工事の中で、下水道

をされるとき、配水管の取りかえがあると思い

ますが、新しい管に取りかえていかれるんでし

ょうか。 

 その２点、お聞かせ願いたいと思います。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。修繕工事収

益、２１ページに記載しております、こちらの

ほうは消費税込みでございます。 

 それと、下水道工事等に伴いまして配水管を

入れかえていきますのは、新しい管に入れかえ
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ております。 

 以上でございます。（委員古嶋津義君「は

い、結構です」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１７号・平成２５年度八代市水道事業

会計予算について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午後５時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時２４分 本会） 

◎議案第３６号・八代市水道事業給水条例の一

部改正について 

○委員長（百田 隆君） では、本会に戻しま

す。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第３６号・八代市水道事業給水条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 続きまして、条例

案件について御説明いたします。 

 それでは、議案第３６号・八代市水道事業給

水条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案書の１１１ページから１１４ページでご

ざいます。 

 改正理由でございますが、一括法により水道

法が改正されたことに伴いまして、これまで水

道法施行令により、民間、地方公共団体を通じ

て全国一律に定められていました水道の布設工

事監督者の配置基準、資格基準及び水道技術管

理者の資格基準を、地方公共団体の職員につき

ましては、地域の実情に応じて条例により定め

ることとなったためでございます。 

 別紙資料の新旧対照表のほうをお願いいたし

ます。 

 議案第３６号関係で、新旧対照表のほうを出

させていただいておりますが、八代市水道事業

給水条例の第５章の次に、布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する３条を追加するものでございま

す。 

 本日お配りいたしました資料をお願いいたし

ます。Ａ４の横２枚の表になってる資料でござ

います。 

 水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の

資格基準につきまして、学歴及び履修課程によ

り水道に関する技術上の実務経験年数を定めて

おりまして、表にいたしております。 

 学校教育法による大学におきまして、土木工

学科もしくはこれに相当する課程において衛生

工学もしくは水道工学に関する学科目を修めて

卒業した場合。旧大学令による大学、土木工学

科もしくはこれに相当する課程を修めて卒業し

た場合。上水道の場合、水道に関する技術上の

実務経験年数が２年以上必要ということになり

ます。こちらの改正条例のほうで４３条の３、

それから４３条の４に、各号に定めております

のを表にしたものでございます。 

 第５号の、上記以外となっておりますのが、

いわゆる、こういう専門の課程を修めてなけれ

ば、上水道の場合、１０年以上の水道に関する

技術上の実務経験年数が必要ということでござ

います。 
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 水道技術管理者の資格につきましても、こち

ら同様、布設工事監督者に関する資格を有する

者は、もう当然この実務経験ございますもんで

すから、第３号に掲げます上記以外の場合、上

水道の場合、１０年以上実務経験が要るという

ことになっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３６号・八代市水道事業給水条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３７号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正について 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第３７号

・八代市簡易水道事業給水条例の一部改正につ

いてを議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 議案第３７号・八

代市簡易水道事業給水条例の一部改正について

御説明いたします。 

 議案書の１１５ページから１１８ページでご

ざいます。 

 改正理由でございますが、さきに御説明いた

しました八代市水道事業給水条例の一部改正と

同様に、一括法により水道法が改正されたこと

に伴いまして、これまで水道法施行令により、

民間、地方公共団体を通じて全国一律に定めら

れていた水道の布設工事監督者の配置基準、資

格基準及び水道技術管理者の資格基準を、地方

公共団体の職員につきましては、地域の実情に

応じて条例により定めることとなったためでご

ざいます。 

 また、坂本地区簡易水道整備に伴いまして、

水道事業経営認可の給水区域が変更となりまし

たことにより、別表第１を改めるものでござい

ます。 

 先ほどの別紙資料、新旧対照表の４ページを

お願いいたします。 

 八代市簡易水道事業給水条例の第５章の次

に、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する３条を

追加するものでございます。 

 本日お配りしました資料をお願いいたしま

す。先ほどのＡ４の２枚でございます。 

 先ほど、上水道のほうが専門の課程を出てな

ければ１０年以上というのがございましたけれ

ども、簡易水道の場合は５年以上と、水道に対

しまして簡易水道は２分の１の経験年数という

ことで、割と緩和しております。 

 続きまして、別紙資料の新旧対照表の６ペー

ジをお願いいたします。 

 別表第１に、坂本町の区域の表でございま

す。現行の７の馬廻地区簡易水道、８の小崎地

区簡易水道、１５の片岩地区簡易水道、１６の

坂本地区簡易水道の４地区の簡易水道を統合

し、改正案、１３の坂本地区簡易水道とするも

のでございます。 

 この簡易水道は、平成２４年３月に変更認可

を受け、給水区域を坂本町坂本地区及び坂本町

中谷い地区の一部とし、平成２５年３月より一

部の地域におきまして供用開始いたしておりま
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す。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 質疑を行います。何

かありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３７号・八代市簡易水道事業給水条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 小会いたします。 

（午後５時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後５時３２分 本会） 

◎議案第５４号・八代市がらっぱ広場条例の一

部改正について 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 次に、議案第５４号・八代市がらっぱ広場条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮村商工観光部次

長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。ただ

いま委員長が申されましたとおり、議案第５４

号・八代市がらっぱ広場条例の一部改正につい

て、商工振興課長から説明させますので、よろ

しくお願いいたします。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。それで

は、がらっぱ広場条例の一部改正につきまして

御説明をいたします。済みませんが、座って説

明をさせていただきます。 

 ３月定例議会議案の１５９ページをごらんい

ただきたいと思います。 

 まず、提案理由でございますが、今回の改正

は、現在１日単位となっております利用料の設

定を、利用者の利便性を高めるために２時間単

位の設定とするため、施設の使用時間の区分及

び使用料の額を改めるものでございます。 

 改正内容につきましては、次の１６０ページ

をごらんください。 

 こちらにございますとおり、条例の別表中、

現行では１日につき２１００円となっておりま

すものを、２時間につき５００円に改めるもの

でございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行います。何かありますか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃ、太田委員か

ら。 

○委員（太田広則君） はい。１２月定例会だ

ったでしょうか、提案させていただいて、早速

改正されてはいるんですが、１時間２５０円に

なってるんですよね。１日２１００円だったで

すね。この上がった理由は、理由ちゅうか、こ

の根拠ですね、１時間２５０円という。（商工

振興課長宮田径君「２時間５００円」と呼ぶ）

２時間５００円だから、１時間２５０円でしょ

う。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。いや、

上がったといいますか――はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興
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課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。設定が

ですね、１日につき２１００円というようにな

っておりまして、こちら利用の想定時間が１０

時から６時までですね、これを４等分にします

と、５００円の４分割できるということで、２

０００円と、ちょっと１００円安くなるような

形になりますが、設定といたしましては、もう

利用しやすいように２時間５００円と設定した

ものでございます。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） 結局、２時間、２時間

でいくと、例えば、私が提案したのは、午前中

とか午後とか夜とか、今、厚生会館とか、そう

いうのは全部同じような形になってるんですけ

ども、じゃ、使えない時間があるわけですね。

例えば、１０時から１２時、今度は１３時か

ら、――ちょっと時間を教えてくれますか、も

う一回。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。先ほ

ど、１０時から６時と申し上げましたけども、

市長が認める場合は夜間の使用とかも許可する

ようになっております。 

 今度の改正によりましては、２時間につき５

００円という設定で、先ほど１０時から６時と

申し上げましたけども、それ以外でも２時間使

用されるについて、２時間ごとに５００円とい

う設定になっております。だから、時間として

はどの時間でも使用できるということでござい

ます。 

○委員（太田広則君） はい、もう一回。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） ちょっと、もう一回確

認します。 

 朝は何時から大丈夫なんですか。 

○商工振興課長（宮田 径君） 朝は、基本的

には１０時からでございます――はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。基本的

には１０時からでございます。ただ、準備等含

めまして８時あるいは９時とか、そういった時

間からでも利用はできるようになっておりま

す。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） じゃ、先ほど、市長が

認めないと夜はということでしたけど、それ

は、その都度、申請するときに市長の確認が要

るのかどうか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。そこま

で厳密な運用は行っておりませんで、基本的に

夜間のイベントでも柔軟に対応いたしておりま

す。利用できるようにですね。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。例えば、夏のシ

ーズンあたりは、土曜夜市が入ってきますよ

ね。そうしたときに、当然、夜は何か催し物と

かするし、当然、人足が離れるのは大体９時か

ら１０時でしょうか、そこいらまで活用すると

きありますよね。そういうのつうのは、簡単

に、要は２時間単位で、あくまでも２時間単位

でいかれるちゅうことで解釈していいんでしょ

うか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。今、委
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員さんからお話がありましたように、夜間でも

２時間単位でお貸しできるように運用をしてい

く予定でございます。（委員太田広則君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。今の太田さん

とのやりとりで大体考え方はわかったんです

が、その使い勝手がいいか悪いかがいまいちよ

くわからないとこなんですよね。 

 だから、時間の設定の中で、いつでも２時間

という話ですよね。いつでも、例えば、１１時

から１時まででもいいし、３時から５時までで

もいいしとかって話だし、また夜も状況に応じ

て使えるかどうかっていうのも、まあ本当にそ

れが使い勝手がいいかどうか、トラブルが起き

ないかどうかというのも非常にわかりにくいの

で、一旦これで施行していただいて、またです

ね、いろんなニーズに応じて見直しをお願いし

たいというふうに思います。ちょっと何か、料

金的には、２１００円を４で割って５００円と

かていう考え方は、単純なのかもしれないけ

ど、本当に使い勝手がいいかどうかということ

については、もう一度検証が要るかなというふ

うに思います。 

○委員（太田広則君） 関連して。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。言われるとおり

だと思うんですね。例えば、２時間で５００円

てしてしまうと、例えば、９時から３時間でよ

かっですよという場合もあるじゃないですか。

１時間準備して、２時間っていったときに、端

数がどうしても出てくるでしょう。だったら、

１時間２５０円てしてフリーにしとったほうが

いいんじゃないですか。１時間２５０円でフリ

ーに。２時間てしてしまうと、どうしても、さ

っき言われたように、準備期間とか何とか出て

くるんでね。だったら、１時間２５０円で、ず

っとフリーにしといて、自由な時間、占有でき

るようにしていたら、もっと使い勝手よくなら

せぬですかね。と思います。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮田商工振興課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。今の御

意見も、もっともかと思います。ただ、以前は

１日につき２１００円ということですので、一

つ前進したということで捉えていただいて、ま

た実際ですね、運用いたしまして、また不都合

が生じれば、また検討いたしたいと思います。

（委員幸村香代子君「はい、お願いします」と

呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５４号・八代市がらっぱ広場条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました｣と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第５５号・八代市まちづくり交流基金条

例の制定について 

○委員長（百田 隆君） 次に、議案第５５号

・八代市まちづくり交流基金条例の制定につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 
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○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。議案

第５５号・八代市まちづくり交流基金条例の制

定につきまして、同じく商工振興課長が説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。それで

は、説明をさせていただきます。 

 議案の１６１ページをごらんいただきたいと

思います。 

 まず、提案理由でございますが、八代ふるさ

と市町村圏基金が本年度末で廃止され、その出

資金等が出資額に応じて市に返還されることと

なりましたので、今回新たに基金を設置するも

のでございます。 

 次に、制定する条例の内容でございますが、

次の１６２ページをごらんください。 

 第１条に規定しておりますとおり、この基金

の使用目的といたしましては、ふるさと市町村

圏基金の趣旨を踏襲いたしまして、これまで実

施されてまいりました九州国際スリーデーマー

チを初め、地域振興及び地域の交流につながる

事業でソフト事業を対象として、その財源とし

て使用していく予定でございます。 

 なお、今年度末に補正予算で基金の返還を受

け入れますことから、条例の施行日を平成２５

年３月２９日といたしております。 

 以上、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分について

質疑を行いますが、何かありますか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 第６条の途中から、基

金の設置の目的を達成するために必要な経費の

財源に充てる場合に限り、これを処分すること

ができるということですから、必要なというと

は、地域振興という意味ですか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。委員御

指摘のとおり、第１の設置の目的にあります、

この内容に沿う形での支出、財源に充てる場合

に限り、処分することができると解されると思

います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかにありま

すか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。今の、ちょっと

第６条、これを処分することができる、ちょっ

と私、よく理解することできません。もう一回

説明していただけないでしょうか。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。重ねて

申し上げますが、第１条の目的、地域振興、そ

れと地域交流等に結びつくような事業であれ

ば、基金を取り崩して、その財源とすることが

できるという、そういう解釈でおります。 

○委員長（百田 隆君） よろしいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃ、ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、これより

採決いたします。 
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 議案第５５号・八代市まちづくり交流基金条

例の制定については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） はい。挙手全員と認

め、本案は原案のとおり可決されました。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 以上で付託された案件の審査は全部終了いた

しました。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

○委員長（百田 隆君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振

興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。 

                              

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（新

規航路について） 

 このうち、産業・経済の振興に関する諸問題

の調査に関連して、執行部から１件、発言の申

し出があっておりますので、これを許します。 

 それでは、新規航路についての報告をお願い

いたします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。新規

航路につきまして、重点港湾八代港営業隊長を

もって説明させますので、よろしくお願いいた

します。 

 なお、資料はお手元、先ほど、新聞の切り抜

きでございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と

呼ぶ者あり） 

 ３月５日の新聞記事におきまして、新規航

路、具体的には中国大連、青島との航路につき

ましての報道ございましたが、この内容につき

まして御報告のほうをさせていただきます。座

りまして御説明させていただきます。 

 御案内のとおり、八代港におきましては、平

成１１年６月に韓国釜山との航路が開設されま

して、今現在、月曜日と金曜日に週２便の体制

でコンテナ航路が就航しておりますが、このコ

ンテナの取扱量につきましては、平成１６年の

１万６２５３ＴＥＵをピークに、その後は減少

をたどっているというところでございました

が、平成２３年度から八代市コンテナ利用助成

金を導入させていただきまして、増加に転じ、

平成２４年につきましては前年比２１.１％増

の１万１４５７ＴＥＵを記録しているところで

ございます。 

 さて、今回の中国直行便の誘致につきまして

は、まずもって、港湾管理者でございます熊本

県のほうが平成１５年８月に八代港ポートセー

ルスビジョンというものを策定されております

けれども、その中でもですね、中国航路の開設

を目的としたポートセールスというものを打ち

出しておられるところでございますし、また本

市といたしましても、八代港振興にとって必要

不可欠であるという認識のもと、平成２３年度

から委託をしております八代港ポートセールス

アドバイザーとともにですね、中国船社や台湾
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船社の日本支社などを訪問して、八代港への就

航をお願いをしてきたという経緯がございま

す。 

 これらの誘致結果ですね、実は、平成２３年

１１月なんですけれども、この新聞報道にもあ

ります中国重慶に本社がございます民生輪船と

いうところが八代のほうに御視察に３名見えま

して、で、荷主の訪問をしてとか、あと地元の

港運業者等をお訪ねされまして、現地調査を行

われたということがございました。ただし、こ

の２３年１１月の時点では、船を就航させるの

に必要に、船舶代理店というのが地元に必要に

なってくるんですけども、残念ながら、地元の

港運業者様のほうで手を挙げられるところが、

その時点ではなかったというところです。た

だ、その後ですね、この中国便については非常

に、やっぱり可能性があるというようなところ

で、地元の港運業者様１社のほうが手を挙げら

れまして、具体的な交渉に入られて、今現在に

至っているという経緯がございます。 

 で、一つだけ、新聞報道の中で、地元関係者

が最終調整に入っているという記載がございま

すけれども、第１船の入港までにはですね、ま

だ地元の港運業者との協議であったり、具体的

な荷物の確保、またフレート――海上運賃を幾

らにするかとか、細かいところの調整というの

がまだ終わっておらないということでございま

すので、いましばらくお時間がかかるかもしれ

ないということで連絡を受けております。は

い。 

 ただ、今一番適切な言い方としては、この新

聞報道には今月末と出ておりますけども、今春

という言い方が一番適切なのかなというふうな

ところで考えておるところです。 

 本市といたしましても、これまでの企業訪問

でですね、この中国直行便につきましては、か

なりの手応えを得ておりますものですから、引

き続き、県と、そして地元の港運事業者と一緒

になりまして、積極的にＰＲしていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分につい

て、何か御質問、御意見等はありませんか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） まず、ポートセールス

も含めて営業隊の御努力で、少し貨物の取扱量

が回復傾向にあるということは、大変うれしい

ことだと思います。 

 ただ、私の聞き及ぶ情報によりますと、こ

の、何か、民生輪船か、ここと松木さんが近

々、ほかの八代には港運業者が幾つもあります

ですたいね。ところが、その、ちょっと派閥が

ありまして、ほかのところとだいけんちゅう話

で、ちょっともめとるちゅう話も聞きますの

で、その辺がちょっと熊日は早かったかな、最

終調整に入っているということでですね。この

辺が私はちょっと気がかりですばってん、その

辺のところは、営業隊のほうで仲介とか、そぎ

ゃんとはでけぬわけですか。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、髙﨑重点港湾

八代港営業隊長。 

○重点港湾八代港営業隊長（髙﨑 正君） は

い。実は、今、先ほど申し上げました地元港運

業者との協議という部分におきましては、これ

は事前協議と呼び方をするんですけれども、新

しい船が入る際におきましては、地元の、やっ

ぱり労働者等の雇用を脅かすといけないという

ふうなところで、事前に同意を取りつけるとい

うことが基本になっております。 

 で、そういった中で、そういう会、説明会み

たいなのが開催される予定なんですけれども、

その折にですね、ぜひ市からですね、ちょっと

発言の機会をくださいということを今お願いを

しているところでございます。 
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 私どもの考えといたしましては、今、韓国船

社が２便入っておりますけれども、その中に、

確かに大連、青島の荷物というのは、かなりの

部分ございます。今回のその中国の直行便が入

ることによって、今、韓国便をお使いの荷主様

が中国便にシフトされる可能性というのは十分

考えられると思います。 

 ただ、これまで輸出入に１０日ほどかかって

いたんですけれども、今回の航路誘致によりま

して直行便が入りますと、輸入が４日、輸出は

２日で大連と結ばれるというところがあります

ので、これまでリードタイム、いわゆる日数に

よって、急ぐ荷物については博多とか門司港を

利用されてた企業とか、そちらのほうの貨物の

取り込みというところで、新しい貨物の取り込

みも十分見込めると思っておりますので、八代

港の全体としてはですね。万が一、韓国船から

中国船に荷物がシフトしても、八代港の全体の

荷は変わらないんですね。それプラス、先ほど

申したような新しい需要が出てくるというとこ

ろで、八代港としては必ずふえるはずというふ

うに見込んでおりますところですから、あと、

それプラス、今、御理解いただきましたコンテ

ナ助成金のほうですね、もうほんとに多額の助

成金をいただいておりますけれども、これ自体

も、八代港の取扱量をふやすためにやってる、

実施してる内容でございますので、こういった

ことを事業者の皆様には御説明申し上げて、御

理解を求めていきたいというふうには考えてお

ります。 

○委員（山本幸廣君） ちょっとよかですか、

委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本……。 

○委員（古嶋津義君） 続いてよかですか。 

○委員（山本幸廣君） お、どうぞ、どうぞ、

どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） この前、宮村次長と

は、ちょっとですね、お話をさせていただい

て、それから日にちがたっとりますので、港運

業者名はですね、もう記憶が定かでございませ

んですが、そういうことでありましたので、ぜ

ひ話がですね、実を結びますように、さらなる

努力をお願いをしておきたいと。 

 どうぞ。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、今関連ですけ

ども、勘違いがあるわけよな。大体これは県だ

もん。な、もうはっきりな話が。県がポートセ

ールスはするごっなっとるわけだいけんでか

っ、何で八代がせぬばんか。簡単な話、結論か

ら。頭んきとっ、私ははっきりな話が。それで

新聞紙上の中で、こういう中でたい、はっきり

言って１人の業者云々じゃないですよ。県がし

っかりして、県と市と、そしてまたその業者と

一体となってポートセールスして。率先してい

くのは県だから。県が全部せにゃいかぬと。あ

すこは県だいけんでから。何も関係なかっよ、

早う言えば。全部、何もかんも県がつくってや

らないかぬと、大体。そういうことです。何も

言うことありません。頭んきとっ、はっきり言

って。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、ないよう

でしたら、以上で新規航路についての報告を終

了いたします。（｢ありがとうございました」

「御苦労さまでした」と呼ぶ者あり、委員山本

幸廣君「県にはまって言え、髙﨑君」と呼ぶ、

重点港湾八代港営業隊長髙﨑正君「はい」と呼

ぶ） 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なしですね。 

 以上で所管事務調査２件についての調査を終

了します。 
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○委員長（百田 隆君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の件についてお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をいたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全て終了いたし

ました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後５時５３分 閉会） 
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